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第 1 章 はじめに 

薬剤師は技術的な専門職である。しかし近年，日本政府は医療改革の一環として，「かか

りつけ薬剤師」の拡大を目指し，既存の薬剤師に対して，顧客との⾧期的な関係の構築をす

るよう促している。これは技術的な専門性を中心に構築されてきた薬剤師の業務内容に，顧

客関係管理の視点を導入する職務内容の転換である。こうした，職務内容の転換はどのよう

な要因が働いているかについてジョブクラフティングという理論的な視点から分析した。 

 

1.1 『かかりつけ薬剤師』に向けた薬剤師間の取り組みの差 

かかりつけ薬剤師という，薬剤師に求められる新しい，かつ新しくはないが深く幅の広い

仕事の仕方が世の中に出たのは 2016 年 4 月の診療報酬改定時である。新規に設けられた項

目として，これまでも行っていた業務を含めた仕切り直しと，なじみのなかった概念，そし

て新しくネーミングされた役割に薬剤師は戸惑うことになった。制度ができてから 2022 年

で 6 年が経過し，時間とともに少しずつ手探りでかかりつけ薬剤師としての自分自身を作

っている薬剤師がでてきている。しかし同時に依然として，まだ自分自身をかかりつけ薬剤

師とすることにむけて踏み出せていない薬剤師もいる。外部から見えない内面的な部分で

は，かかりつけ薬剤師業務を行うことを排除しているわけではなく，部分的には行っている

場合もみられるので，一歩が出ていないことへの葛藤もあるかも知れない。しかし外部から

見る状況としては，かかりつけ薬剤師業務に踏み出せている薬剤師と踏み出せていない薬

剤師の二つに分かれているように見える。かかりつけ薬剤師業務というものは，これからの

薬剤師に求められる必須業務として，国から示されており，また会社からもその業務を行う

ことへの報酬などがある場合もある。にもかかわらず，取り組みに差があり，結果として踏

み出せていない薬剤師が存在するのはどうした要因が作用しているのであろうか。 

 

1.2 薬局の経営管理 

2016 年 4 月に行われた診療報酬改定時に，『かかりつけ薬剤師指導料』という名前の新し

い項目として，かかりつけ薬剤師の業務が報酬算定されることが決まった。診療報酬上の点

数が新設される際は，同時に別の項目で減点が行われるのが常である。財源の限られている

中，より求められる業務へとのシフトを促すために点数の組み換えが行われるのである。か

かりつけ薬剤師業務は薬剤師の本領を発揮できる業務であることは事実であるが，かかり

つけ薬剤師業務に向けて踏み出せている薬剤師と踏み出せていない薬剤師がいる。そして

医薬分業が当たり前になった今，ほとんどの薬局の経営は調剤の診療報酬で支えられてい

る。しかしこれまで算定することができた業務の点数が減点もしくは廃止されて，かかりつ

け薬剤師業務に振り替えられている場合，かかりつけ薬剤師業務の算定を行わないと経営

を支えるべき調剤報酬が確実に減収となる。薬局の経営はもはや，減点や廃止点数の代替と

して，同等程度新規点数を算定できないことを放置できるような状態ではない。このような
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経営環境のもと，次々と国によって打ち出される新しい仕事や役割に，いち早く反応して情

報収集し，分析して，その役割を薬剤師に確実に遂行させることでのみ薬局の存続が行える

のである。かかりつけ薬剤師業務も，そうした新しい仕事，新しい役割のひとつである。現

場の薬剤師の行動を理解し，新しい役割に転換することができる後押しを行い，取得すべき

点数は業務を果たしたうえで落とすことなく算定したい。これが非専門職組織である薬局

を経営する会社の社⾧としての筆者の立場であり，薬剤師の成⾧と同時に会社の成⾧も求

めるものである。このような状況で，薬局の経営管理を行うためには，経営学的な観点を踏

まえた薬剤師の管理が重要であると考えている。本研究における対象は，専門職としての薬

剤師ではあるが，非専門職組織である企業としての薬局に勤務しているものについてであ

り薬剤師全般に対するものではない。また薬剤師でも保険調剤薬局という勤務先に限定し

ている。これらの組織の一員として勤務する薬剤師を対象としている。薬剤師は医療産業で

の中心的な専門職であるが，その役割転換の要因研究が不足している。これを経営学的な組

織行動の理論や職務転換の理論を用いて分析を行いたいと考えている。 

 

1.3 本論文の構成 

本論文は，こうした研究課題のために 8 章から構成される。 

第 1 章では，本論文が専門職である薬剤師の職務内容の転換のプロセスをジョブ・クラ

フティング理論からの分析と,その転換要因の検討が，高い意義を持つことを示す。 

第 2 章では本論の研究課題であるかかりつけ薬剤師という役割が，政府や医療関係者の

団体による近年の医療改革の中で，どのように新たに設定され，その内容がどのように定義

され，そしてその普及の実態がどのようであるかについて考察する。さらに，その実態の検

討から，薬剤師には一般にかかりつけ薬剤師という，新たな役割行動内容の構築と転換に積

極的なものと消極的なものがおり,改革を進めるには，役割内容の転換の推進要因を経営学

的に論ずる必要性を考える。 

第 3 章では本論の分析枠組みを構築する上での組織行動や人的資源管理の関連理論につ

いて先行研究を概括する。かかりつけ薬剤師の職務内容は，薬剤師にとっては本来専門職に

とっての「役割外行動」を発展させたものである。「役割外行動」の発展と取得についての

分析枠組みについて概括した後，職務内容の転換に関わるジョブ・クラフティングという分

析概念に基づいて，その転換過程について検討する。 

第 4 章では，ここまでの議論をまとめながら，本論の分析枠組みを示す。職務内容の転換

プロセスであるジョブ・クラフティングに影響する要因として，本論では専門職としての職

務への帰属意識の強さと会社組織への帰属意識の強さがそれぞれに影響するという因果関

係に注目し，その影響について考察することを提示する。 

第 5 章では，本論文の調査内容を行う文脈を理解するために，薬剤師の日本における実

態について整理をする。薬剤師の職務意識の歴史，あり方と現在の変化の傾向，そしてかか

りつけ薬剤師の導入とそれへの日常的な意識のあり方を考察する。 
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第 6 章では，実証分析の予備的な分析として，職業コミットメントと，所属企業への組織

コミットメントの意識のありかたにおける，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の違

いについて，大阪府下の典型的な中小の調剤薬局企業を対象にして実施したアンケート調

査のデータを用いて分析を行った。その結果，職業的，組織的コミットメントともに愛情的

な次元を示す情緒的なものは有意差がなく。功利的な次元の存続的なものには有意差があ

った。従ってかかりつけ薬剤師の役割を積極的に取るものは，薬剤師という職業や薬局とい

う企業に対する経済的な関係から関わるものが多かった。 

第 7 章では，かかりつけ薬剤師という職務内容の変化というジョブ・クラフティングの

過程に対して，組織コミットメントや職業コミットメントが影響するかについて，大阪府下

の典型的な中小の調剤薬局企業を対象にして実施したアンケート調査のモデルを用いて分

析を行った。ジョブ・クラフティングの計量尺度に関しては，JD-R モデルに基づく Eguchi 

et al(2016)の日本版ジョブ・クラフティング尺度を薬剤師向けに応用したものを用いた。そ

の結果，職業への愛情的次元を示す情緒的な職業,組織コミットメントが,「構造的な資源の

向上」や「挑戦的な要求度の向上」というジョブ・クラフティングの意識に正の相関をして

いることが明らかになった。反面，功利的な次元である，存続的な職業，組織コミットメン

トは影響がない，または弱いことが分かった。 

第 8 章は，本論のこれまでの意識アンケート調査分析を整理し，事例分析と対照しなが

ら，職業，組織コミットメントと，かりつけ薬剤師へのジョブ・クラフティングの行動につ

いて結論をまとめる。その結果，かかりつけ薬剤師へのジョブ・クラフティングの促進要因

としては，情緒コミットメント等がある。他方，功利的な存続コミットメントは効果がみら

れないか弱かった。そして，本論の分析と限界と今後の方向性について論じる。 
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第 2 章 問題の所在 

この章では，2022 年現在の薬局と薬剤師の置かれた医療の状況と社会的な期待，その状

況への薬剤師の適応の具合，そしてそこから抱える薬局経営上の課題についてさらに詳し

く述べたい。さらにそうした課題について経営学的な概念を用いることで，マネジメントを

行えるかもしれないと考えた経緯，コミットメント理論とジョブ・クラフティング理論に焦

点を絞って分析を行うこととした理由，などを経てリサーチクエスチョンを提示する。 

 

2.1 求められる役割の変化とその対応 

2.1.1 薬剤師への社会的な期待 

2015 年 10 月 23 日，『患者のための薬局ビジョン』1が公表された。ここでは，すべての

薬局がかかりつけ機能を持つことをめざして，立地から機能へ（病院の門前から地域へ），

対物業務から対人業務へ（薬中心から患者中心へ），バラバラから一つへ（医薬関係者間の

情報の共有化へ）という方向性のもと，中⾧期的に薬局を再編することが示されている。薬

局や薬剤師にかかわる一連の変革のすべてはここから始まった。しかしこの『患者のための

薬局ビジョン』は，さらに 2 年さかのぼる 2013 年にまとめられた『保健医療 2035』2に地

域包括ケアシステムの構想とともにすでに記載されている。ここでは，2035 年の保健医療

が実現すべき展望がビジョンとして 3 つあげられており，一つ目が保健医療の価値を高め

る『リーン・ヘルスケア』，二つ目は日本が世界の保健医療を牽引する『グローバル・ヘル

ス・リーダー』，そして最後が，主体的選択を社会で支える『ライフ・デザイン』とされて

いる。この 3 つ目の『ライフ・デザイン』の下の，人々が健康になれる社会環境をつくり，

健康なライフスタイルを支えるという項目に，2035 年に目指すべき姿は， 地域包括ケア

システムを軸に「自然に健康になれる」コミュニティや社会が実現しているということだと

書かれており，自らが受けるサービスを主体的に選択できるという項目に，従来の門前薬局

 
1 平成２７年１０月２３日に，厚生労働省より出された，かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬

局をつくって「患者さんのため」にするための指南書。 

厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11121000-Iyakushokuhinkyoku-

Soumuka/vision_1.pdf 

2022/12/07 アクセス 
2 ２０１３年に厚生労働省より出された，2035 年の保健医療が実現すべき展望。 

厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokeniryou2

035/future/ 

2022/12/07 アクセス 
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から抜本的に機能を見直し，薬局再編の姿を示す「患者のための薬局ビジョン」の具体化を

推進するという記述がある。2025 年には完成する予定の，この地域包括ケアシステムとい

う人生の最後にかかわるにおける大きな改革に向けての必要なパーツとして，薬局という

インフラと薬剤師という医療職の活用について述べられているのがこの『患者のための薬

局ビジョン』である。 

日本の高齢化は世界でも早いスピードで進行している。内閣府の 2021 年版高齢社会白書

によると，日本の高齢化率は 2020 年時点では 28.6％。これが 2060 年には 38％となると推

計されている3。高齢者は若年者に比べて疾病の罹患率が上がるため医療費が増加する。 

これに対処するため厚生労働省は，「2025 年を目途に，高齢者の尊厳の保持と自立生活

の支援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう，地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシス

テム）の構築を推進しています」，とウェブサイト上で広報している。これが 2025 年に完

成するとされている地域包括ケアシステム4である。地域包括ケアとは，病気である場合は

別として，そうではない場合は自宅で最期を迎えることができるようにする制度である。

そのためには在宅での生活を支える医療・介護のリソースが求められる。地域包括ケアシ

ステムの完成という大きな節目に向かって，今すべての医療まわりの職種の業務が変化し

ている。 

過去にもこうした大きな変革はあった。2000 年に介護保険が創設されたときのことであ

る。それまでは，ケアマネージャーという職業はなく，高齢者のための施設も少数しかな

かった。制度の創設に合わせて民間に参入を促しプレーヤーの数を増やして，介護保険の

サービス供給が現実に使用可能なものへと一気に変わっていった。医療もそれ以前の医療

 
3 内閣府の 2022 年版高齢社会白書 

  各国の高齢化率は 2020 年時点では 

日本は 28.6％，ドイツ 21.7％，フランス 20.8％，スウェーデン 20.3％，イギリス 18.7％，

アメリカ合衆国 16.6％，韓国 15.8％，シンガポール 13.4％，タイ 13.0％，中国 12.0％

である。 

2060 年の推計値では，中国が 40％を超えるとされており， 

日本 38％，シンガポール 36％，タイ 32％，ドイツ，韓国 30％と予測されている。 

内閣府ウェブサイト 

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_02.pdf 

2022/12/07 アクセス 
4 厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chi

iki-houkatsu/ 

2022/12/07 アクセス 
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機関の在宅サービスメニューとしては，医師が他の職種との連携なく，単独で往診を行っ

ていた程度である。しかし，介護保険創設以降は，往診とは別に在宅医療というカテゴリ

ーができ，医師も看護師も薬剤師も，自宅または自宅相当とされる場所への診察・看護・

服薬指導にと出かけている。その変更はすでに定着しておりその延⾧線上に地域包括ケア

システムへの変革はある。 

そうした世の中の変化につれた新しい薬剤師像にむけて，薬剤師は平成 18 年（2006

年）に課程が 6 年に変更になった。その際，当然修学内容の変更が大幅に行われた。薬学

は科学を勉強する学部で臨床を教えてはいなかったが，6 年制に移行した大学は薬剤師の

養成が目標となった。そして『患者のための薬局ビジョン』では，かかりつけ薬局・かか

りつけ薬剤師の第一義的目標は患者が服用している全ての医薬品の一元的継続的管理であ

るとされている。かかりつけ薬剤師として新たな役割を与えられた薬剤師は，地域包括ケ

アシステムの完成する２０２５年に向けて，その果たす役割は変わっていく途上である。 

 

2.1.2 新しい役割である『かかりつけ薬剤師』への薬剤師の適応 

(1)薬剤師の新たな役割 

これまでも薬剤師には薬剤師法5による規定，薬剤師倫理綱領6に則った行動，療養担当規

則7に沿った仕事の仕方など，その役割や行動を決められるべき指針がいくつも存在する。

そしてさらに，かかりつけ薬剤師という新しい概念がこれからの薬剤師の仕事を方向付け

るものとして示されたのである。かかりつけ薬剤師の仕事としては以下のようなものが示

されている8。 

 
5 法令番号は昭和 35 年法律第 146 号，1960 年 8 月 10 日公布，昭和 36 年 2 月 1 日施行  

厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81001000&dataType=0&pageNo=1 

アクセス日 2022/12/07 
6 薬剤師綱領 薬剤師行動規範・解説  

日本薬剤師会ウェブサイト 

https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/about/kouryo20180226.pdf 

アクセス日 2022/12/07 
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則  

厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84046000&dataType=0&pageNo=1 

アクセス日 2022/12/07 
8 2020 年度診療報酬改定について  

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)  

2020 年 3 月 5 日 
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かかりつけ薬剤師は，担当患者に対して，以下の服薬指導等を行う。 

ア 服薬管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を

行うこと。 

イ 患者が服用中の薬剤等について，患者を含めた関係者が一元的，継続的に確認でき

るよう，患者の意向を確認した上で，服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。 

ウ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し，服用している処方薬をは

じめ，要指導医薬品及び一般用医薬品（以下「要指導医薬品等」という。）並びに健康食

品等について全て把握するとともに，その内容を薬剤服用歴等に記載すること。また，当

該患者に対して，保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には，

かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。 

エ 患者から 24 時間相談に応じる体制をとり，開局時間外の連絡先を伝えるととも

に，勤務表を作成して患者に渡すこと。この場合において，当該薬局のかかりつけ薬剤師

以外の別の保険薬剤師が相談等に対応する場合があるときは，その旨を患者にあらかじめ

説明するとともに，当該保険薬剤師の連絡先を患者に伝えることにより，当該薬局の別の

保険薬剤師が対応しても差し支えない。 

オ 患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は，その服用薬等の情報を入手し，薬剤

服用歴等に記載すること。 

カ 調剤後も患者の服薬状況の把握，指導等を行い，その内容を薬剤を処方した保険医

に情報提供し，必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は，患者の容態や希望に

応じて，定期的にすること（電話による連絡，患家への訪問，患者の来局時など）。ま

た，服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは，患者に対し当該情報を提供し，患者

への指導等の内容及び情報提供した内容については薬剤服用歴等に記載すること。 

キ 継続的な薬学的管理のため，患者に対して，服用中の薬剤等を保険薬局に持参する

動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し，その取組（いわゆるブラウ

ンバッグ運動）の意義等を説明すること。また，患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の

整理等の薬学的管理を行うこととするが，必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を

行うこと。なお，訪問に要した交通費（実費）は，患家の負担とする。 

ク 必要に応じ，患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果

の提示について，患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として，薬学的管理及び指

導を行う。 

 

保医発 0305 第 1 号  

別添 3 （調剤点数表） 24 ページ 

厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf 

アクセス日 2022/12/08 
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(2)新たな役割取得への問題点 

かかりつけ薬剤師業務であるが，その概念が示されるまでは役割外行動と認識されてい

た業務について，提示後では役割内の行動とする必要がでてきているものが含まれている。 

明確に役割外と認識していたとまで言えないものも含んでいるが，例えば２４時間対応

の必要性，連絡先や勤務表を渡すこと，服用期間中継続した管理の必要性や薬の整理のため

の患者の自宅の訪問などである。かつてのかかりつけ薬剤師的な業務では役割外行動とし

て認識されていた業務を，役割内行動として，かかりつけ薬剤師業務へと取り込まなくては

いけない。 

また，そもそも薬局における業務は，医療的な専門分野の知識に基づく医療サービスと，

そこに至るための目の前の患者に向けたコミュニケーションなどの一般サービスに大別さ

れる。そのため店頭または在宅における患者との付き合い方，そして多職種の専門職との協

力の仕方には各人の経験値やパーソナリティで差が生じている。さらに 2016 年の診療報酬

改定で新たに定義され，国からその実行を促されている，かかりつけ薬剤師制度では，専門

医療知識と一般サービスの両方が必要であり，従来の薬剤師の役割を超えた業務行動が求

められている。病院，医院などの薬局以外の専門的な医療サービスを提供する場においても，

医療サービスに至るまでの一般サービスの良し悪しも重要なものとなっていることは，も

ちろん事実である。 

厚生労働省から示された医療サービス提供としてのかかりつけ薬剤師業務には個人の

行動までは示されるわけではなく，こちらも実際の現場での行動は個人差がかなり大きい

と思われる。そもそも対人の業務は対応において先に想定できることばかりではなく決ま

ったパターンで仕事をすることが難しいため，結果として薬剤師としての役割を超えた行

動となることも多くなると思われる。診療報酬算定上の，かかりつけ薬剤師の要件は定義さ

れてはいるものの，現場においてどのようなかかりつけ薬剤師としての行動が行われてい

るのかは未だはっきりしない。 

薬局の現場はそうした新しい状況となっているのではあるが，薬剤師は，その専門の医療

教育は十分に受けているが，一般的なサービスの教育を受けた経験のあるものはほぼいな

いと思われる。職場においても専門職に専門以外の研修を行うことはほとんどない。しかし

これらの業務を円滑に行うためには，これまでに得るべき努力もしなかった能力が必要で

ありそうである。 

(3)成功する者と回避する者 

以前より，医療サービス提供を行う機関としての薬局ではあるが，同時に小売業としての

側面も持ち合わせており，来局者は患者様でありお客様であるとして向き合う必要があっ

た。日々対面する患者・顧客からの要求は多岐にわたり，それに応えようとする薬剤師には

苦労工夫があり，各人が様々なレベルのアウトプットを行ってきている。しかしここにきて，

かかりつけ薬剤師という薬剤師の向かうべき方向と量が明示され，一様に求められる姿が

規定されつつあることに薬剤師の中でも動揺する向きがあるのも事実である。新たな薬剤
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師像としてのかかりつけ薬剤師とその業務について，薬剤師間で明らかに温度差があり，そ

うした業務に前向きな薬剤師とそうでない薬剤師が存在する。 

典型的な中小薬局チェーンである株式会社 J☆みらいメディカル9 （以下 J 社）では，患

者同意をどんどん取り始める薬剤師が社内に二名出現した。最終的に彼女たちは一人で 100

件前後のかかりつけ薬剤師契約を獲得している。スーパーボランティア という言葉がある

ようだが，彼女たちはスーパーかかりつけ薬剤師といっても差し支えないように思う。具体

的なかかりつけ薬剤師業務としては，算定要件に定められたものであり目新しいものはな

いが，それ以外に行っていることで彼女たちに共通していることは，名前やプロフィールを

覚えて声掛けをする，スロータイムを教えて来局を促すなど，患者から見た患者との関係を

以前より近いものとして，ロイヤルカスタマーであるものとして扱っている。しかしそれこ

そがこの制度に求められることなのではないかと考える。かかりつけであろうとなかろう

と患者の生命にかかわる仕事であるので，ベストを尽くすということは当たり前なのであ

るが，これまで薬局においてはすべての患者は同等に扱われていた。それがこの契約をする

ことで，患者にとってはロイヤルカスタマー，または常連さんなどのように特別な存在とし

て扱ってもらえる。一般小売業では会員や外商サービスなどが存在するが，これまでに医療

保険で処方箋調剤を主に行う薬局にはなかったサービスである。しかしそのような契約を

行うということは十分なサービスが行われることが必要であり，契約した患者が不満を持

つ状況にならぬように努めることが必要である。算定要件で求められていること以上に，ハ

イコンテクストな理解をした業務となっていると考えられる。こうした業務に前向きな薬

剤師は，かかりつけ薬剤師という概念を歓迎し，決められた量と方向性ではあるが，自分な

りの解釈をもって，かかりつけ薬剤師業務を進めている。こうした人たちは，今薬剤師とし

ての自身が世の中から一体何を求められているのかということについて理解しようとし，

自分の薬剤師としての在り方や業務を再構築していると思われる。しかしもう一方の薬剤

師は，2022 年の今，自分たちが何を求められているか理解できていない。またはそのよう

な新しい業務などしなくとも食べていけた過去に引きずられている状態であるか，また示

された概念の方向性か量かに違和感をもって，かかりつけ薬剤師になることに尻込みして

いる薬剤師であったりもする。 

 

 
9 株式会社 J☆みらいメディカル（2022 年現在） 

 所在地：大阪市都島区東野田町 2-5-1 脇田京橋第１ビル 8 階 

代表者名：串田ゆか 

店舗数：25 店舗（2022 年現在） 

設立年：1994 年 

社員数：153 名 

売上高：3,235 百万円(2022.3 期) 
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2.2 新たな役割としてのかかりつけ薬剤師の現状  

2.2.1 算定率より見た実態 

薬剤師への社会的期待から生まれたかかりつけ薬剤師制度であるが，すでに 3 度めの診

療報酬改定を迎えており，2025 年の地域包括ケアの完成に役立たせるには定着に向けて積

極的な普及が必要な時期であると考えられる。 

このかかりつけ薬剤師制度は 2016 年 4 月の診療報酬改定で新設された制度である。それ

以降のかかりつけ薬剤師の算定率は，毎年 6 月のレセプトデータより作成される社会医療

診療行為別統計10によると，2020 年 6 月の時点で 1.37％である。これは薬局で処方箋調剤

を受けた件数11（回数ではない）に対するかかりつけ薬剤師の算定を行った件数である。 

一日に一人の薬剤師が受け付けることができる処方箋の枚数は，厚生省令では 40 枚12と

されている。数字上では，薬剤師一名程度の薬局では，まだ一日に一人の算定も行われてい

ないということになる。 

 

 

 
10 医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行為の内容，調剤行為の内容，薬

剤の使用状況等を明らかにし，医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的とし

て，毎年，前年の６月審査分の状況が公表される。 

統計表では診療行為（医科・歯科）・調剤行為の状況，薬剤の使用状況の結果を回数・

点数別等で提供される。 

政府統計ポータルサイト 

https://www.e-stat.go.jp/stat- 

search/files?page=1&toukei=00450048&tstat=000001029602 

アクセス日 2022/12/08 
11 件数は患者ごとの人数のことであり，延べの人数を指してはいない。同じ患者が同月内

に 3 回受診すると受診回数は 3 回でも受診件数は 1 件となる。 
12 医療法（昭和 23 年法律第 205 号） で規定されたのち改正 3 回。直近は平成 5 年。 
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図 2.1 かかりつけ薬剤師算定率 

 

 

日本保険薬局協会の医療制度検討委員会では 2021 年８月に同じ統計を元に，協会加盟の

薬局の 2020 年 9 月分のデータを比較しているが，協会加盟薬局の実績は 2.14％となってい

る。日本保険薬局協会は，比較的規模の大きなチェーン店が加入する協会であり，規模の大

きな会社ほど診療報酬の改定時の改正点の算定への取り組みが早い。この資料のまとめで

は，『かかりつけ機能を発揮することが，患者の薬物治療の質向上に寄与すると示されてお

り， 患者や地域医療のニーズを踏まえ，薬局におけるさらなる推進と，かかりつけ薬剤師・

薬局制度見直しが必要である。』と結んでいる13。例えば J 社では，協会加盟はしていないの

であるが，2021 年 10 月時点で 3.86％であった。しかしこの算定件数では，薬局が本腰を

入れてかかりつけ薬剤師を社会に供給するために動くといった状況にはまだ遠い。制度の

本格化への道のりは始まったばかりであると考えられる。 

 

2.2.2 薬剤師間のばらつき  

J 社ではでは 2022 年 5 月において，かかりつけ薬剤師の算定の要件を満たす薬剤師は，

67 名の在籍中 31 名である。経験年齢が少ない，入社して日が浅い，転勤してその店舗に定

 
13 日本保険薬局協会 

https://secure.nippon-pa.org/mail/img/npha20210806_2.pdf 

アクセス日 2022/12/10 

出所）厚生労働省 社会医療診療行為別統計より筆者作成 
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着して日が浅い，週に 32 時間未満のパートタイム薬剤師であるなどで，算定に必要な要件

を満たさない社員が残りの 36 名である。31 名中でかかりつけ契約を多く取得している内

訳は，100 件以上取得できているスーパーかかりつけ薬剤師は 1 名，90 件以上取得が 1 名，

70 件以上取得が 5 名といった状態である。一方残りの 25 名の薬剤師はかかりつけ薬剤師

契約の取得が 50 件未満であり，10 件未満が 12 名存在する。10 件未満の取得者について

は，取得要件が満たされて日が浅いもの 4 名を除く 8 名のうち，筆者から見ても様々な理

由で取得が難しそうであると見受けられる薬剤師が 6 名存在する。 

 

2.3 本研究の課題 

100 件以上のかかりつけ薬剤師契約を取得できている薬剤師がいる一方で，1 件の契約を

とることもできない薬剤師が存在する。2022 年現在はこのようなばらつきが薬剤師間で起

きている。できる薬剤師とできない薬剤師にはどのような差があるのだろうか。またできな

い薬剤師にはどうすればできる薬剤師と同様のパフォーマンスを求めることができるのだ

ろうか。薬剤師に求められる職能が 6 年制の前後で変わってきている。これからの業務内

容はより薬剤師の業務として確立したものとなり，対物の仕事にはテクニシャンが存在す

る欧米の業務フローに近づいていくと考えられる。6 年制での教育内容では，これまで行わ

れていなかった臨床への薬剤師業務に主眼が置かれるよう転換されたわけだが，薬剤師の

方向性も同様に臨床におけるかかりつけ薬剤師として打ちだされた今，回避する薬剤師を

出すことなく，社員のすべてにかかりつけ薬剤師として成功するよう誘導することが，薬剤

師にとっても生き残るためには必要となるであろうし，薬局経営におけるニーズでもある。 

それにはまずこれからの時代の薬剤師は，かかりつけ薬剤師業務を行い患者からの信頼

を得ることがミッションであるということを，もう一度自社の社員である薬剤師に理解を

促すことが薬局を経営するものとして，またこれからの情報を社員よりも少し多く持つも

のとしても責務であろうと思われる。その上で個々の薬剤師がそうした行動をとることが

できるかどうかを見極めるべきである。それが薬局の経営を左右することになる。またその

ためには，できる薬剤師とできない薬剤師には何に差があるのか，そして何が必要なのだろ

うかを知らねばならない。 

 

2.3.1 新たな役割取得の促進要因と阻害要因 

かかりつけ薬剤師としての患者との契約の取得とその業務の執行で，患者からの信頼を

得ることがこれからの薬剤師のミッションである。そうした薬剤師を育て，また採用時を含

めてその薬剤師がそうした行動をとれるかどうかを見極めることが，薬局と薬剤師の明る

い未来を形成することに極めて重要である。そのような観点から，薬剤師がプロアクティブ

に自身のフレキシビリティをもって行うのであると考えられる，工夫や調整などといった

ジョブ・クラフティング理論にまず着目した。そして専門職である薬剤師がジョブ・クラフ

ティングを行い，かかりつけ薬剤師という新しい役割を獲得することができた薬剤師とで
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きていない薬剤師について，ジョブ・クラフティングの促進要因と阻害要因を知ることが薬

剤師の育成と薬局の経営管理に役立つと考えられる。 

図 2.2 は，患者のための薬局ビジョンが公表され，かかりつけ薬剤師の業務についての定

義がされる前には，役割外行動と認識されていた業務について，その後では役割内の行動と

する必要がでてきていることを示している図である。 
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定義される前までは役割外行動として認識されていたかかりつけ薬剤師的な業務のうち

のいくつかを，ジョブ・クラフティングにより境界の作り替えを行うことで，最終的には役

割内行動として，かかりつけ薬剤師業務へと取り込んでいるのではないかということを示

している。定義をされた，かつてとは異なる，新たなるかかりつけ薬剤師業務を行うには，

これまでの業務ももちろんあるうえでのことであるので，何かしら自身による調整を行う

必要がある。これがジョブ・クラフティングであると思われる。よってジョブ・クラフティ

ングの実行とはすなわち，新しい業務を行ううえでの様々な調整の実行であり，それが次の

かかりつけ薬剤師業務の発現を容易に行うことにつながるため，ジョブ・クラフティングに

ついて測定することで個別の現在の状況や今後の方向性の見極めを行なえるもの思われる。 

次章の先行研究で詳述するが，本研究では JD-R モデルを下敷きにした Tims,Bakker,and 

Derks (2012)の尺度を用いてジョブ・クラフティング研究を行っている。職場においてかか

りつけ薬剤師という新しい役割を引き受けた場合，これまでの業務があるうえにさらにか

かりつけ薬剤師業務を行うためには，何らかの形でリソースを増やすか，負担を減らすかを

して時間や心身的なストレスなどをやりくりしないと，新しい業務を実行することは困難

なはずである。 

これらのジョブ・クラフティングを起こすことで，業務の作り替えを行い，かかりつけ薬

剤師業務を前向きに行う薬剤師とそうではない薬剤師について，それらの差はジョブ・クラ

フティングについて測定することで理解できるとして，さらに彼らをそれら二つの異なる

状態にする要因（促進要因と阻害要因）について考慮することで，積極的な行動を引き出す

施策を見つけることにつながるのではないかと考えられる。 

 

2.3.2 リサーチクエスチョン 

患者のための薬局ビジョンが示される前と，示されてからすでに 7 年が経過した現在で

は薬剤師の仕事は求められるものが大きく変わっている。その中でもかかりつけ薬剤師取

得とその業務を行うためのジョブ・クラフティングを促す要因としては，薬剤師自身が自身

を取り巻くこのような流れの大きな変化を理解した上での，仕事へのこだわりとしての職

業に対するコミットメントによるものが予想される。そして，会社側からの要望があれば，

薬剤師に求められていることとして，かかりつけ薬剤師取得とその業務を行うという，会社

との関係という組織へのコミットメントによるもの，それ以外にも，年齢や経験，自己効力

感の高低やキャリアに対する志向，また自由な行動を許容する家庭環境など他の要因が影

響するかもしれない。 

2.1.2 で述べたように，100 件以上のかかりつけ薬剤師契約を取得できている薬剤師がい

る一方で，1 件の契約をとることもできない薬剤師がいるのである。このようなばらつきが

出ている現状，この契約をとることが薬剤師の必要な能力であると考えるのであれば，たっ

た一件のかかりつけ薬剤師契約もとれない薬剤師について，企業では，評価基準・採用含め

て見直しが必要であるかもしれない。しかし，ここでは個人個人の能力のあるなしの問題だ



 

16 

 

けではないジョブ・クラフティングを促進する要因・阻害する要因が存在するのではないか

と思われる。その促進要因が分かればジョブ・クラフティングを促進できるように薬剤師を

応援することができたり，阻害要因についてはできるだけ取り除くことに協力することが

できるのではないかと考える。その要因を探るべく，組織と職業に対する社員である薬剤師

のコミットメントからジョブ・クラフティングについて考えてみたい。薬局の経営管理上，

薬剤師をいかにより良い仕事ができる状況に置くことができるのかが大変重要である。こ

れらを明らかにすることで，今後の薬局経営に活用することができればとてもありがたい

と思う。 

リサーチクエスチョンは， 

「専門職としての薬剤師の職務におけるかかりつけ薬剤師のジョブ・クラフティングを

促進するものは，仕事への愛情なのではないか？」としたい。 

ただ他方で，会社への帰属意識の強さもまた，薬剤師の職務内容の転換に影響するだろう。 
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第 3 章 先行研究 

ここでは，本研究中で論じたい理論について，先行研究より説明する。まず，かかりつけ

薬剤師という概念がもたらした新しい役割について，その概念の掲出される前後での役割

外行動自体が変化している。それらについて述べたのち，ジョブ・クラフティングについて，

定義と研究についての紹介を行う。ジョブ・クラフティングについては，最初にこの理論を

発表した Wrzeniewski and Dutton(2001)ののちに，多くの研究が重ねられている。本研究

ではオランダグループと呼ばれる，Tims&Bakker（2010)の定義による JD-R モデルを下敷

きにした 4 因子として，概念の操作化を行った尺度を使用しており，その紹介も行う。また

本研究の対象とした薬剤師が専門職とすることが妥当かを含めて，専門職についての研究

をあたった。最後にかかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングについ

て，そのものずばりの研究を見出すことは困難であったが，近い環境であると考えられる職

種のジョブ・クラフティングについてを，援用してみることとした。 

 

3.1 役割外行動 

かかりつけ薬剤師として患者と契約をすると，かかりつけ薬剤師としての業務を行うこ

とが求められる。しかし求められる業務のうちのいくつかは，以前は薬剤師の業務として認

識されてこなかったものもある。いわゆる役割外業務であった。がしかしそうした認識であ

りながらも，行きがかり上であったり，患者サービスとしてであったり，理由は様々ではあ

るが，個別の薬剤師によってはかねてより行われてきたものもある。 

ここでは，役割外行動について整理を行う。 

 

3.1.1 役割外行動の定義 

役割外行動とは，職務の範疇外の自発的・革新的な行動をすること（鈴木・服部 2019）

とされている。 

また，役割外行動として論じられるものに，向社会的行動（prosocial behavior）や組織市

民行動（Organizational Citizenship Behavior：OCB）がある。これら二つは外的な報酬が得

られるものではないというところでの共通点はある。相違点は，向社会的行動は主に偶然遭

遇したある個人への一度きりの行動であるのに対して，組織市民行動は組織の中の顔見知

りの人に繰り返し行われる可能性があることが挙げられる。ともに役割外行動の一部であ

り，組織におけるまたは組織内部外部に向けた役割外行動である。組織市民行動は「自由裁

量的で，公式的な報酬体系では直接的ないし明示的には認識されないものであるが，それが

集積することで組織の効率的および友好的機能を促進する個人的行動」（Organ, Podsakoff, 

& MacKenzie, 2006）と定義されている。 

かかりつけ薬剤師業務の中で役割外行動であると感じられる業務について検証すると，

まずこの業務を行う対象は組織内部の顔見知りではなく組織外の患者を対象としていると
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いうことが前提として異なるのだが，自由裁量で行われており，一般にはそのことで報酬を

個人の薬剤師が直接得るものではない。しかし，役割外の行動が集積することで組織の効率

的及び友好的機能が促進されるという部分は，医療機関としての患者側の満足や，それによ

って働く社員のプライドや職務満足の向上を促進する行動であるというところで，友好的

という言葉が適切かは微妙ではあるが，みたしているかもしれないということは言えるだ

ろう。また組織市民行動は，「従業員の職務内容規定には含まれない」（Organ, Podsakoff, & 

MacKenzie, 2006）ものでもある。一般的な薬剤師に求められる業務としては職務内容規定

が広くなりすぎてしまい漠然としがちではあるが，保険調剤薬局に勤務する保険薬剤師に

求められる業務や，かつかかりつけ薬剤師業務と考えれば，職務内容規定は存在すると考え

てもよい。役割外と感じられる業務は，以前は職務内容規定外であったのだが，かかりつけ

薬剤師業務が確定した現在では役割内業務として逆に職務内容規定内に入り込んでしまっ

た。これらの状況から考えると，かかりつけ薬剤師業務の中で役割外行動であると感じられ

るものには，組織市民行動のような側面も一部ありそうである。 

 

3.1.2 役割外行動の実行と新たな役割の取得 

本研究における，薬剤師の新しい役割として求められるかかりつけ薬剤師業務について

であるが，患者のための薬局ビジョンが出される前から行われていたものも多く含んでは

いる。しかしそれらはすべての薬剤師が標準的に行ってきたものではなく，一般的な業務を

行う薬剤師にとっては役割外行動として認識されていたものを多く含んでいる。そういっ

た業務は一般的な業務を行う薬剤師ではない薬剤師（一部の先進的な薬剤師や仕事に熱く

のめりこんでいる薬剤師，周囲からは行き過ぎと考えられている薬剤師など）の専任業務で

あった部分もあるのである。それが患者のための薬局ビジョンが出され，薬剤師の果たすべ

き役割が定義し直されたのちは，そういった一般的な業務を行う薬剤師ではない薬剤師の

行っていたと認識される業務の多くが薬剤師として求められる役割内の行動，具体的には

かかりつけ薬剤師業務とすると分類された。役割内行動と役割外行動の線引きが変わった

のである。一般的な薬剤師の内面においては，それらの行動や行為はそれまでは役割外行動

として位置付けられていた業務である。その業務がこの度，役割内の行動へと定義が変更さ

れたのである。つまり役割外行動を役割行動として引き受けるにはどうしたらよいのであ

るか。このままではうまく仕事をこなすことができない。そこでかかりつけ薬剤師として業

務を開始することにした薬剤師は，それを受け入れてここで自発的にジョブ・クラフティン

グを行って境界を新たに作り替える必要が生じたのである。 

これらをまとめると，従来役割外行動は役割に入っていない行動のことであった。専門職

である薬剤師としては，新たに定義されたかかりつけ薬剤師業務の一部は従来の役割外行

動だが，それらは今では期待されている役割行動となる。これまで行っていたことがあるう

えでさらに，新しいことをするには何か工夫がいる。この工夫がジョブ・クラフティングで

ある。このように役割外行動だったものが役割行動に入っていくプロセスとしてジョブ・ク
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ラフティングの議論が必要である。それを考える議論はこれまでなかったのではないかと

考えられ，本研究ではそれについて議論を行いたい。 

 

3.2 ジョブ・クラフティング 

どのような職種のどのような仕事もそうであるが，新しい業務を始めるにあたり，これま

で行ってきた業務との様々な調整をする必要がある。かかりつけ薬剤師としての業務もそ

うである。そもそもの仕事の成り立ちや種類を異にすると思われるもの同士を調節する必

要がある場合もあるし，これまでに構築してきた関係性を変更する必要がある場合もあり

そうである。また薬剤師の仕事自体に自身が認識していた事項と異なる認識を求められれ

ば認知の面での調整も求められる。このような場合，ジョブ・クラフティングという概念が，

それらの調整や工夫についての説明を可能にするように思われる。よってこのジョブ・クラ

フティングという概念を，研究対象としている。 ここでは，ジョブ・クラフティングにつ

いての先行研究を概観する。  

 

3.2.1 ジョブ・クラフティングの定義 

ジョブ・クラフティングとは，Wrzeniewski and Dutton(2001)において「個人が自らの仕

事のタスク境界もしくは関係的境界においてなす物理的・認知的変化」と定義されている。

そしてこれによりジョブ・クラフティングは，タスク境界の変更，他者との関係性もしくは

相互作用に関する境界の変更，認知的な境界の変更といった三次元構造をもつものとして

整理されている（高尾 2019）。 

それぞれについて具体的な例が先行研究中でも示されている。 

（1）タスク境界の変更（物理的クラフティング）の例 

森永（2013）は，本屋の店員による自主的なおすすめ商品のポップ作りを挙げている。本

屋の店員の仕事は店⾧に与えられたノルマを果たすことが本来業務であるが，ポップづく

りは本屋の店員として，店⾧に与えられた仕事とは異なる仕事である。こうした仕事を自主

的に創意工夫として行っている場合を物理的クラフティングの例として示している。 

（2）他者との関係性もしくは相互作用に関する境界の変更（関係性クラフティング）の例 

Wrzeniewski and Dutton(2001)は，ビルの清掃係による道案内を上げている。清掃係の本

来業務は清掃を行うことである。しかし，日々当該ビルにおいて業務を行っていれば，その

場だけではなくビル全体における部署の配置や細かい構造についても熟知するものとなる。

ビルには多くの会社や部署が同居しており，初めて訪ねるものには案内が必要な状況も多

く起こりうる。そうした時に清掃係が清掃以外には関与しないものとせず，道案内を行って

くれるという例をあげている。森永（2013）も自身も同様な経験をしたと記しているし，筆

者もそうした経験をしたことがある。他者とのかかわり方において変化を加えるという関

係性クラフティングにおける好事例である。 
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（3）認知的な境界の変更（認知的クラフティング）の例 

これについても森永（2009）が，事例を挙げている。人事部の給与計算を行うチームの従

業員の例である。給与計算業務は，タスク自律度が低く比較的単調な仕事ではあるが，デー

タ量は膨大でミスは許されない。なおかつ安易には仕事の進め方を変更することも許され

てはいない。この従業員も赴任当初は決して面白い仕事とは思っていなかったようである。

しかし，認知的クラフティングを行うことで，前後にある仕事の流れに目を向けるようにな

り業務の面白さに気付くこととなり，仕事の意味を再認識するに至ったとのことであった。 

 

3.2.2 ジョブ・クラフティングの研究 

（1）Wrzeniewski and Dutton(2001)のモデル 

最初にジョブ・クラフティングという概念を提唱した Wrzeniewski and Dutton(2001)の

モデル（図 3.1）がオリジナルである。高尾（2019）によると，このモデルからはジョブ・

クラフティングを単なる仕事の改善ではなく，MoW14や WI15と関係するものとされている

ようである。動機は個人的なものとされ，これによりジョブ・クラフティングを個人的なも

のと捉えている。調整要因としては，職務要因からは客観的な職務特性に注目しているとこ

ろからジョブ・デザインとの共通点が見いだせ，個人要因からはそれぞれの志向性にあった

ジョブ・クラフティングを行うとされている。 

  

 

14 Meaning of Work 

15 Work Idenntity 
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出所）Wrzeniewski and Dutton(2001)のモデル 高尾義明（2019，ｐ90）より転載 

図 3.1 ジョブ・クラフティングのオリジナルモデル 

 

 

（2）職務設計（ジョブ・デザイン）との関係 

ジョブ・クラフティングと職務設計（ジョブ・デザイン）は，ともに仕事を進めるための

変更や工夫なのであるが，本研究の例においてどのような役割で異なる点があるのかにつ

いて整理する。職務設計（ジョブ・デザイン）は従業員に対する動機付けの一つと考えられ

ており，組織において職位が上のものから動機付けされる。公式な形で行われたかかりつけ

薬剤師業務の定義は，形式的には新規概念の創出である。心情的にはこれまで行ってきた薬

剤師としての行動に関する定義を変更されたものと抵抗感をもつ薬剤師も少なくなかった

のであるが，いわゆるトップダウン式の職務設計であるといってよい。職務特性モデルによ

ると，技能多様性，タスク完結性，タスク重要性といった中核的職務特性からの仕事に対す

る有意義感の経験，そして自律性としての仕事の結果に対する責任感の経験，それらに関す

るフィードバックがあって仕事の結果を知ることができるという３つの特性がその仕事に

備わっている場合に従業員は内的報酬を受け取ることになり動機づけられる（Hackman & 

Oldham, 1976）。厚生労働省が規定した，かかりつけ薬剤師業務は，仕事に対する有意義感

の経験，自律性としての責任感の経験，そして患者からのフィードバックがあり，それら三

つの特性が備わった仕事となるように定義がされているものである。よって薬剤師の中に

はこのことで動機づけられてかかりつけ薬剤師としての業務に邁進するものも存在した。

がしかし，このような新しい仕事を行う場合に，通常これまで行っていた古い仕事がなくな
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るわけではないので，何らかの工夫を行わないまま新しい業務を取り入れれば，これまでの

業務も十分に行うことができない事態も起こりうる。どんな時も新しい業務をうまくこな

すということは難しい。のちに詳述するが，『リソースを増やすか，負担を減らす』といっ

た形のジョブ・クラフティングを行う必要がある。こうしたジョブ・クラフティングは上か

らの指示ではなく，自発的に行うものである。これによって，初めて新たな薬剤師業務であ

るかかりつけ薬剤師業務を行うことができるのではないかと思われる。 

全ての薬剤師に対して，厚生労働省による上からの一律なかかりつけ薬剤師という職務

設計（ジョブ・デザイン）があり，薬剤師が自発的にかつ個別にジョブ・クラフティングを

行って仕事をこなせるように工夫をしてかかりつけ薬剤師業務を行っていく。これらが本

研究の例での職務設計（ジョブ・デザイン）とジョブ・クラフティングの関係である。 

（３）概念の操作化 

(a) 3 次元モデルに基づくもの 

Wrzeniewski and Dutton(2001)の提唱したジョブ・クラフティングの定義である，「タス

ク境界の変更，他者との関係性もしくは相互作用に関する境界の変更，認知的な境界の変更」

といった三次元構造に基づいた尺度を，Weseler and Niessen（2016）が作成している。こ

れは Niessen et al.（2016）の 3 次元尺度をさらに細分化してタスク次元及び関係次元を拡

張的／縮小的に分割した 5 次元構造をとする尺度である。 

また関口（2010）では，主体的ジョブデザイン行動を，Wrzesniewski ＆ Dutton（2001）

が概念化したジョブ・クラフティングと同じものであるとみなして，Wrzesniewski ＆ 

Dutton（2001）によるジョブ・クラフティングの 3 次元からなる定義（仕事次元，人間関

係次元，意味形成次元）にもとづき尺度を作成し，実証研究を行っている。 
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図 3.2  JD-R モデル 

   

(b)JD-R モデルによるもの 

JD-R モデルは，バーンアウトや，ワーク・エンゲージメントを説明するモデルであるが，

職務資源と職務欲求の水準がそれらを予測するとされている。このモデルでジョブ・クラフ

ティングは，個人と職務の不適合が起きた際に，従業員自身の能力や選好と整合をとるよう

に職務資源や職務欲求の水準を変更することと再定義されている(Tims&Bakker,2010)。そ

してこのモデルでは，ジョブ・クラフティングとして生じる変更を，資源／欲求と増大／低

減を掛け合わせると 4 次元になるが，資源の低減は想定しないものとして，資源×増大で

ある「資源探索」，欲求×増大である「チャレンジ探求」，欲求×低減である「欲求低減」の

三次元に分類されている。さらに Tims et al.(2012)では，資源×増大である「資源探索」が

「構造的職務資源の増大」と「社会的職務資源の増大」の 2 因子に分かれて，要求×増大／

低減の 2 因子としての「挑戦的職務要求の増大」と「妨害的職務要求の低減」と合わせて 4

因子として概念の操作化を行っている。本研究では，Eguchi et al.(2016)によって開発され

たこれら 4 因子を抽出している日本語版尺度を使用している。ただし医療職になじまない

出所）Bakker & Demerouti(2016, p.275)より転載 
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表現については，一部改変しての使用を行うこととした。 

図 3.3 は操作化されたジョブ・クラフティング概念の薬剤師版である。 

 

    

 

出所）Tims et al.(2012)の尺度より筆者作成 

図 3.3 操作化されたジョブ・クラフティング概念の薬剤師版 

 

 

3.2.3 ジョブ・クラフティングの促進要因・阻害要因 

ジョブ・クラフティングの促進要因や阻害要因は一般的には何であろうか。ここではジョ

ブ・クラフティングの先行要因として，ジョブ・クラフティングに影響を与えるものを述べ

た研究を挙げる。Sekiguchi et al.（2017）は職務の自律性，社会的スキル，従業員の地位の

役割について検討し，職務の自律性と社会的スキルが，ジョブ・クラフティングに直接的だ

けでなく相互的にも影響を与えることが明らかにした。また Li（2015a）は，上司との関係

性の良好さによる正の影響を述べている。Tims et al.(2012)では，主体的な性格が，ジョブ・

クラフティングを進取的行動の一部と考えた鈴木（2011-13）の研究では，情緒的組織コミ

ットメントが正の影響を与えるとされている。 

 

3.3 専門職 

薬剤師をはじめ，医療関係職は特別な専門職であるといわれることが多い。全ての人に関

係があり，また全ての生活の基盤となる健康について貢献する仕事として，その存在を知っ

資源探索 チャレンジ探求

・構造的職務資源 ・挑戦的職務要求

　⮕対物業務

・社会的職務資源

　⮕対人業務

要求低減

・妨害的職務要求

（対患者と対社内）

職務資源 職務欲求

増

大

低

減
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てはいるが，していることの中身は専門知識がないとわからなさそうである。特に薬剤師と

いう職業は，医薬分業前はあまり知られていない存在であったが，医薬分業が進んで，町の

どこにもある薬局で働く皆の良く知る存在としての薬剤師となった。しかし薬剤師の薬に

関する専門的な知識の内容はとなると，なじみがないし聞いてもわからないといったとこ

ろであろうか。ここでは薬剤師がどのような人たちであるのかを，専門職という視点から整

理する。 

 

3.3.1 専門職の定義 

宮下（2001）によると，プロフェッションは１６世紀から職業を意味することとなった。

神学・法律・医学など大学教育を受けた貴族らの特権階級が職業機能ではなく財産や社会的

地位による尊敬を受けていたステイタス・プロフェッショナルと呼ばれる伝統的プロフェ

ッショナルとされるのに対し， 19 世紀末から 20 世紀初頭に，英米をはじめとする諸国に

おいて，形成された職業に基づくプロフェッショナル，オキュペーショナル・プロフェッシ

ョナルとして新興プロフェッショナルが形成された。プロフェッションの領域が変化し，産

業化の進展とともに，専門的知識や科学技術・技能を伴う職業により新しいプロフェッショ

ンが生じ，職業の重要性が高まり，専門的知識や能力が社会的地位を表すようになったので

ある。 

表 3.1 は，宮下による英米における専門職の類型である。 

 

 

表 3.1 英米における専門職の類型 

 

 
出所）宮下（2001，ｐ21）より転載 

 

 

この表によると，薬剤師は新興プロフェッショナルという分類となっているようである。 

そうした専門職とはどのようなものであるかであるが，プロフェッションの要件は様々

な研究者によって提唱されている。それらを太田（1993）がまとめたところによると，典型

的なプロフェッションとして，①専門的知識・技術に基づく仕事に従事する職業であること。

なおその専門的知識・技術は理論的基礎を必要とし，⾧期の教育訓練によって獲得されるも

伝統的プロフェッショナル 新興プロフェッショナル

技師，薬剤師、会計士，社会学者，

ジャーナリスト，教師，工学技術者，

ソーシャルワーカー，司書，

自然科学者，芸術家，建築家

代表的職業

職業分類での

専門職

（米国国勢

調査による）

聖職者，医師，弁護士 工学者，科学者，技術者，会計士

医師，弁護士，

大学教授，牧師
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のである。②サービスの提供にあたっては，プロフェッショナルとしての倫理規範に従うこ

とが求められること。③これら能力的倫理的基準を維持することを主目的とした職業団体

が存在していること。④このような専門性，倫理性を保証する内的規制が存在するため，専

門の領域においては独占的権限が伴うこと。以上 4 つの要件が示されている。典型的なプ

ロフェッションとは，古くからその地位を獲得している，医学（medicine），聖職（ministry），

法曹（law），科学（science）などが例示されている。 

 

3.3.2 薬剤師は専門職か 

日本における薬剤師は専門職であると考えられるのだろうか。太田（1993）がまとめた典

型的なプロフェッションとしての４項目に沿って，薬剤師の専門職としての前提の確認を

行う。 

（1）専門的知識・技術に基づく仕事に従事する職業であること。なおその専門的知識・技

術は理論的基礎を必要とし，⾧期の教育訓練によって獲得されるものである。 

薬剤師は大学の薬剤師養成課程を 6 年間の修養年限で卒業したのち，薬物治療の専門家

としての知識・技術を保証するものとしての薬剤師国家試験を受験する。合格すると薬剤師

免許証を取得することができる。これ以外の薬剤師への道はない。（修養年限は平成 18 年

（2006 年）から６年となったがそれ以前は４年であった。） 

（2）サービスの提供にあたっては，プロフェッショナルとしての倫理規範に従うことが求

められること。 

日本薬剤師会において，昭和 43 年 8 月に現在の薬剤師行動規定が薬剤師倫理規定として

制定され，（ 平成 9 年 10 月に改定，平成 30 年 1 月に薬剤師行動規範に改定），昭和４８年

１０月に薬剤師倫理綱領が制定された。これらは薬学教育モデル・コア・カリキュラムにも

入っており，大学での教育も行われているものである。 

（3）これら能力的倫理的基準を維持することを主目的とした職業団体が存在していること。 

薬剤師は基礎研究や内科的治療の分野で医師と領域が重なっているものが多いため，薬

剤師のみが対象ではない学会も多い。しかし，日本薬剤師会，保険薬局協会，などのアカデ

ミアから経営まで総合的に薬局を支える団体から，学術団体としての各種専門団体（日本薬

学会，医療薬学会，社会薬学会，日本薬物動態学会，日本生薬学会など多数存在）など，会

員がほぼ薬剤師に限られると考えられる学会も多く存在している。これらの学会に所属し

て自身の能力的倫理的基準の維持に努めているものが多い。 

（4）このような専門性，倫理性を保証する内的規制が存在するため，専門の領域において

は独占的権限が伴うこと。 

薬剤師法によって，調剤は薬剤師の独占業務であると規定されている。僻地や緊急事態な

どの例外を除き，違反すれば罰せられる。 

以上をもって，日本の薬剤師は専門職であると考えることができると思われる。 
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3.3.3 専門職のジョブ・クラフティング研究   

ジョブ・クラフティング研究においてであるが，専門職と非専門職のジョブ・クラフティ

ングについては，異なるものなのではないかと筆者は考えている。その理由は，専門職の場

合，現在の職場を変わることはできても職業を変わることはまれである。それは修養年限の

⾧さや準拠集団の問題からも職業と自分自身のアイデンティティがかなり重複しているよ

うに思われるからである。自分の意識として一人の人間である前にまたはそれと同時に職

業が位置付けられる。薬剤師の場合もかかりつけ薬剤師としての新しい業務へのジョブ・ク

ラフティングが難しいと感じても，職場を変わることはできても薬剤師をやめる選択はほ

ぼないのである。そのため一般的な，または非専門職のジョブ・クラフティングではなく専

門職としてのジョブ・クラフティングについて考える必要がある。以上より薬剤師などの専

門職のジョブ・クラフティングは，職業に対するプライドや一体感または同一感により一般

のジョブ・クラフティングとは取りうる工夫や変化の幅や種類が異なるものと思われる。そ

もそも職業を変更することまでを含めて考慮するジョブ・クラフティングは想定しないも

のと思われるので，職業倫理や職業としての常識における枠内での行動を起こすと考えら

れる。 

そこでここでは医療専門職のジョブ・クラフティングについての先行研究をあたってみ

た。Bakker(2018)は，ジョブ・クラフティングが看護師の職場環境の質に与える影響につい

て JD-R モデルを用いて検討している。ジョブ・クラフティングは，職務資源および人と組

織の適合性と正の関係を持ち，支障要求と負の関係を持つ。さらに，ジョブ・クラフティン

グとワーク・エンゲージメントの組み合わせは，資源的な職場環境と個人と組織の間の適合

を実現するために重要であるとしている。Gordon.et al(2015) は，オランダ人とアメリカ人

の医療従事者におけるジョブ・クラフティングとパフォーマンスの関係の比較を行ってい

る。アメリカ人看護師は，オランダ人看護師に比べ，職務要求が高く，それをより軽減する

ことが明らかになった。具体的には，職務要求は資源を求めることと正の相関がある。すな

わち仕事の資源は課題を求めること，資源を求めることと正の相関があるが，職務要求の削

減とは負の相関があった。職務要求の削減は，課題業績と文脈的業績に負の相関がある一方

で，資源を求めることは，課題業績と創造的な業績に正の相関があったとされている。 

日本では井奈波(2020)による，女性病院看護師のプロアクティブパーソナリティ特性と

ジョブ・クラフティングおよびワーク・エンゲージメントの関係についての研究があり，女

性看護師では，プロアクティブパーソナリティ得点が高い者ほど，ジョブ・クラフティング

を行い，ワーク・エンゲイジメントが高い可能性があるとの結果を得ている。また林ら

(2021)は， 看護師における健康アウトカムに対する職域ストレス要因とジョブ・クラフテ

ィングとの交互作用を認めたと発表している。専門職のジョブ・クラフティング研究として

は看護師の研究が多く，薬剤師を対象とした研究は現状では少ない。 
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3.4 かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティング 

本研究では，患者のための薬局ビジョンが示される前には，一部は役割外行動として認識

されてきた，かかりつけ薬剤師業務を，ジョブ・クラフティングによって役割外から役割内

行動へと取り込みを行うことに注目している。その結果として自らをかかりつけ薬剤師と

しての業務が行えるポジションに立つことができる。どのように工夫して立たせるのかが，

かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングと考える。 

 

3.4.1 かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングの研究 

前述したように，同じ専門職でも看護師のジョブ・クラフティングに関する先行研究は多

く存在する。しかし，比較すると薬剤師におけるジョブ・クラフティングを研究したものは

多くはない。中西ら（2022）では，薬剤師の職務ストレスがジョブ・クラフティングに負の

影響をあたえることを明らかにしている。しかしかかりつけ薬剤師業務における薬剤師の

ジョブ・クラフティングに限定すると，先行する研究を発見することが難しい。かかりつけ

薬剤師制度というものが日本だけの制度であることが理由でありそうである。医療制度は

各国で異なり，かかりつけに関するものでは，英国の GP のように公的に割り当てが決定さ

れるホームドクターが存在する事例もあるが，日本では同様のホームドクター制度は存在

しない。そのような状況で日本においては公的に認められた，かかりつけ薬剤師制度が存在

することになると思われる。ある意味，日本では薬剤師は制度の上では先行しており，この

ような制度は 2022 年現在他地域では行われておらず，国際的にも珍しいことと考えられる。

本研究で取り上げる，かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングは，

日本の制度改革に対して，どのように専門職である薬剤師をついて行かせるのかという問

題であり，極めて特殊であるため先行する研究は，存在しないのではないかと思われる。そ

の代替として，先行研究ではないが筆者が日常的に接している社員たちの，かかりつけ薬剤

師業務の進め方におけるジョブ・クラフティングの実行例のインタビューと観察より，記述

と考察を行う。 

Wrzeniewski and Dutton(2001)の提唱したジョブ・クラフティングの定義では，「タスク

境界の変更，他者との関係性もしくは相互作用に関する境界の変更，認知的な境界の変更」

の 3 次元構造をもつものとされているが，本研究では，オランダグループと呼ばれる Tims, 

et al.(2012)の JD-R モデルを下敷きとした尺度による分析を採用している。これによると

資源を増やしたり要求の水準を調整したりといった 4 因子構造でジョブ・クラフティング

を構成するものとしている。そうした形でのやりくりや工夫をすることがジョブ・クラフテ

ィングの実行であり，そのジョブ・クラフティングの程度を知る尺度としてこれらのスコア

の測定を行っている。具合的には，資源としての資源探索の項目として，『構造的職務資源

の増大』『社会的職務資源の増大』を，要求の水準を調整するための方策としての『妨害的

職務要求の低減』『挑戦的職務要求の増大』と併せて四因子構造となっている。以上の分類

により，ここでは，現場での社員からのインタビューと観察より，かかりつけ薬剤師業務を
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行う上でのジョブ・クラフティングと考えられる実際の行動や状況の記述と考察を行う。ま

ず，かかりつけ薬剤師業務を行うためには，現在行っている業務をやめて取り組むことがで

きるわけではない。そのために現場の薬剤師はどのような工夫，ジョブ・クラフティングを

行っているのであろうか。まずかかりつけ薬剤師として一定以上の件数を取得している薬

剤師からの聞き取りである。 

「かかりつけ薬剤師という仕事，または新しい業務について，取り組むことには，一定の

ストレスがある。しかし新しい業務にいち早く取り組むこと自体や，そしてその仕事を行う

ことで，自身の満足につながり，仕事のストレスを解消することができている。」これは薬

局薬剤師としての経歴の⾧い女性薬剤師から聞いた内容の要約である。彼女の早い取り組

みや多くのかかりつけ薬剤師契約の件数取得といった行動は，患者からの信頼を裏付ける

ものであり，社内でも尊敬を集めている。そしてそのことを本人も感じている。ここではチ

ャレンジの探索という『挑戦的職務要求の増大』が行われており，それにより職務要求水準

を下げることすなわち『妨害的職務要求の低減』によりストレス軽減を図っていると思われ

る。つぎに彼女や他のかかりつけ薬剤師が行っている業務の具体例について考察する。具体

的に行っているかかりつけ薬剤師業務は，調剤後の服薬状況の把握を電話による連絡，患家

への訪問，患者の来局時などで行うこと，患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の

薬学的管理を行うこととするが，必要に応じて患家を訪問して行うこと，などである。患家

への訪問については，以前ならば役割外であった部分である。 

これらを行うためには以下のような工夫としてのジョブ・クラフティングを用いて進め

ていると考えられる。まず資源探索の項目として，『社会的職務資源の増大』が対人業務に

いち早く踏み出すことでの社内的な応援であろうか。負担を減らすための要求水準を調整

する方策としての『妨害的職務要求の低減』は，自身の薬局不在時の仕事をカバーしてもら

える柔軟な局内関係の構築を行いたいものとして，同僚との関係についてであると思われ

る。またさらに『挑戦的職務要求の増大』としては，周りにわからないことを聞くことがで

きる状況から飛び出して，自身で解決を見出し患家を訪問するという新しい挑戦や，チーム

医療への参画などが考えられるかもしれない。またその行動で先進的事例や発見を得られ

れば学会発表に結び付けることができるかもしれないというチャレンジ探求心であったり

するのではないかと思われる。 
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出所）Tims et al.(2012)の尺度より筆者作成 

図 3.4 すでに取り組みを行っている薬剤師の例 

 

 

また逆にかかりつけ薬剤師への一歩を踏み出せていない一群の薬剤師を観察すると，『構

造的職務資源の増大』『妨害的職務要求の低減』の因子については資源の欠如または量の少

なさといったマイナス方向となっていることを発見する。まずパート勤務などの短時間勤

務者は国の決めた要件に適合しないために，本人の希望があってもかかりつけ薬剤師業務

を行うことはできない前提がある。そのうえで『構造的職務資源』としては，正社員勤務者

に比べて，様々な理由により学習の機会が十分でないものも多いように見受けられる。これ

らが増大することができればジョブ・クラフティングとしてかかりつけ薬剤師業務を行う

ことにつながっていくだろう。また，『妨害的職務要求』としては，女性の多い職業である

ため，薬剤師にパート勤務者が多い理由とも重なって来る。というのも家庭の状況が反映さ

れてくるからである。子供が小さい，受験生をかかえている，子供に問題行動がある，介護

をしないといけない状況であるなど各人理由は様々であるが，仕事に注力することが難し

い職員も多い。家庭状況に関連する問題ではあるが，この部分もジョブ・クラフティングと

しての『妨害的職務要求の低減』を阻んでいるようである。 

 

資源探索 チャレンジ探求

・構造的職務資源 ・挑戦的職務要求

　⮕自律性・学習機会

・社会的職務資源

　⮕社会的資源・上司など

要求低減

・妨害的職務要求

職務欲求

増大

低減 （対患者と対社内）

職務資源
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出所）Tims et al.(2012)の尺度より筆者作成 

図 3.5 一歩を踏み出せていない薬剤師の例 

 

 

3.4.2 かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングの促進要因・阻害

要因 

一般的なジョブ・クラフティングの促進要因や阻害要因は 3.2.3 で述べた。次に医療専門

職としての薬剤師のかかりつけ薬剤師業務におけるジョブ・クラフティングについては，促

進要因や阻害要因はどのように考えることができるだろうか。やはり薬剤師のかかりつけ

薬剤師業務におけるジョブ・クラフティングとすると，先行研究は見出せないため，専門職

としての薬剤師のあり方からコミットメントのジョブ・クラフティングへの促進要因や阻

害要因について考えたい。 

薬剤師は国家資格保持者である。国家資格を持つことで制度による庇護があると同時に

専門職としての果たすべき役割を引き受けることが求められる。国の決めた，かかりつけ薬

剤師制度を行うという要請について，かかりつけ薬剤師業務を行うことを引き受けるとい

うことは，同時に組織に勤務する組織人として会社からの要請としてかかりつけ薬剤師業

務を行うことを引き受けるということである。専門職は組織人としての意識だけではなく，

職業に対する意識が強いことが一般の社会人とは異なるところである。 

患者のための薬局ビジョンが示される前には，一部は役割外行動として認識されてきた，

かかりつけ薬剤師業務を，ジョブ・クラフティングによって役割外から役割内行動へと取り

込みを行う。その結果として自らをかかりつけ薬剤師としての業務が行えるポジションに

立たせることを促すために必要な要因として，薬剤師がかかりつけ薬剤師となることを促

進するジョブ・クラフティングの促進要因と阻害要因について考察する。 

資源探索 チャレンジ探求

・構造的職務資源 ・挑戦的職務要求

　⮕自律性・学習機会

・社会的職務資源

　⮕社会的資源・上司など

要求低減

・妨害的職務要求

職務欲求

増大

低減 （対患者と対社内、ここでは

家族など）

職務資源
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まず医療専門職の特徴として，組織コミットメントと職業コミットメントについての温

度差から薬剤師におけるジョブ・クラフティングの促進要因と阻害要因について述べたい。

医療提供機関としての薬局を経営する会社の社⾧として職業人生の大半を歩んできた筆者

であるが，これは現場で仕事をしていても日々感じることである。専門職の自身の仕事への

熱意と裏腹な組織への淡白なかかわりには，時に胸が痛くなることもあった。しかし先行研

究を当たることによって，自社に問題があるための行動というわけではなく，それは専門職

の特徴であるであることも関係していると知り，多少なりとも慰められているところはあ

る。医療専門職は，専門分野の知識やスキルの向上に職業的志向性があり，所属する組織が

変わっても自身の専門分野や資格に担保されているため，知識やスキルを向上させ続ける

ことが可能である。また医療組織については，持松(2016)は，組織の成立要件である社会的

目標（医療組織の公共性や非営利性，規範性などから生じるミッションやビジョンなど）が

最上位にあるとし，次に医療専門職個人がもつ目標があるものとしている。また，ここで設

定される専門職個人の能力成⾧目標はその集合として専門職部門の目標（なおこの専門職

目標は，組織外部の 専門職社会の目標を志向しているとしている）にもなり得る。そして

最後に，組織の成⾧のための組織体目標が位置するとしており，医療組織における目標はこ

れら 3 つに収斂されるとしている。これらの医療組織の目標構造はそのまま各医療専門職

個人の目標構造に重なるものがあると考えることができるとしている。 

 

 
出所）持松（2016，.p260）を転載 

図 3.6  医療組織の目標構造 

 

 

図〇 医療組織の目標構造  
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しかし薬局は医療組織という専門職組織ではあるが，持松(2016)がいうところの医療組

織とは種々異なるところがある。非医療組織または非専門職組織のような部分があること

は否めない。薬局自体が専門職組織でありながら，同時にプロフェッショナルに課された社

会的役割，使命とは必ずしも一致しない目的や論理によっても動いているのである。そもそ

も薬局は非営利ではない。持松(2016)における組織の成立要件とされる社会的目標（医療組

織の公共性や非営利性，規範性などから生じるミッションやビジョンなど）の解決も薬局に

おいては重要なミッションではあるが，収益活動からの納税などを通じてそれらの課題解

決に役立つことは目指しても非営利でそれを行うことはできない。給料を払う必要性があ

るため収益確保は当然であるという，こうした経営側から考えると当たり前の事柄であっ

ても，医療職として雇用される薬剤師には理解できない。薬剤師は非営利的な経営を行う公

立病院や医療法人と株式会社のどちらにも勤務することができ，転職などで行き来もして

いる。薬剤師の日常の患者への対応などのフロント業務の差はそれらとほぼないため薬剤

師は営利と非営利の差に気づくことも理解することもない。何かの際にその差に気づくと，

（自らがボランティアとして勤務しているのではないことは忘れて）非営利ではないこと

が問題であるかのような会社批判や退職につながることも経験した。 

また，持松（2016）では，Gouldner （1957）のローカル・コスモポリタンの概念により，

組織で働くことへの忠誠心，専門的な技術へのコミットメント，準拠集団 という 3 つの観

点から潜在的アイデンティティに ついて，ローカルとコスモポリタンという概念を組織コ

ミットメントと職業コミットメントに対応させることで論じている。この概念より，医療組

織の特徴を当てはめると，医師は特に専門技術へのコミットメントが強く，所属組織以外で

も，高いエンプロイアビリティを保持しており，コスモポリタンの概念に該当し，組織に対

する個人の一体感や忠誠心は比較的に低いと認識されるとしている。薬剤師も同様に所属

組織外であっても高いエンプロイアビリティを保持していることから，所属組織への忠誠

心は低く，専門的な技術へのコミットメントは高く，準拠集団は組織外に求めることが多い。

これらにより薬剤師の組織コミットメントは職業コミットメントほど高くはないことが予

想される。 

また本間・串田（2019）では，かかりつけ薬剤師 20 名と非かかりつけ薬剤師 40 名のコ

ミットメントについて組織コミットメント尺度として Meyer & Allen (1997)，職業コミッ

トメント尺度として Meyer, Allen & Smith (1993)を用いた測定結果について比較を行って

いる。平均値の比較と welch 検定を行った結果，存続的組織コミットメント，存続的職業コ

ミットメント，規範的職業コミットメントについて有意にかかりつけ薬剤師が高かったと

いう結果を得ている。 

以上より組織コミットメント，職業コミットメントの高さや低さが，かかりつけ薬剤師業

務における薬剤師のジョブ・クラフティングを促進する要因または阻害する要因となるの

ではないかと考えられる。かかりつけ薬剤師制度では，専門職である薬剤師が，組織の要請

としてや，制度・国の要請として，かかりつけ薬剤師業務を行うことを引き受けているとい
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う状況があるわけであるが，専門職というものは自身の仕事を大切にしているので，仕事に

対する・組織に対するコミットメントが促進要因として効くのではないか，またさらに第一

章で述べたように自身に対する高い評価（自己効力感に当たると考えられる），年齢・経験

などの要因がこれらの促進にかかわるのではないかと注目したい。 
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第 4 章 分析枠組み 

前章より引き続き，かかりつけ薬剤師制度では，専門職である薬剤師が，組織の要請とし

てや，制度・国の要請として，かかりつけ薬剤師業務を行うことを引き受けているという状

況があるということ，専門職というものは自身の仕事を大切にするものであることなどか

ら，仕事に対する・組織に対するコミットメントが，かかりつけ薬剤師業務における薬剤師

のジョブ・クラフティングの促進要因として有効なのではないか，またさらに自己効力感や，

年齢・経験などの要因がこれらの促進にかかわるのではないかとして，注目することとした。

まず，組織コミットメント，職業コミットメントについて検討し次に他の要因についても検

討する。そののち本研究において検討すべき仮説を導くこととする。 

 

4.1 かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングの要因 

前章では，先行研究として，役割外であった薬剤師の一群の行動が，新たにかかりつけ薬

剤師業務として取り込まれたことから，それらの役割外行動についての研究の紹介，そして

その新たな業務を取り込むために資源の探索や要求の水準の調整などの工夫を行ない，業

務をうまくこなすといったジョブ・クラフティングについての研究の紹介，次に薬剤師自体

が専門職であることについての前提を確認したのち，かかりつけ薬剤師業務における薬剤

師のジョブ・クラフティング研究について検討した。かかりつけ薬剤師業務における薬剤師

のジョブ・クラフティングとはどのようなものかを定義したが，研究自体が少ないため，現

場から観察される行動や聞き取り事項を Tims et al.(2012)による尺度に沿った４因子で分

析と考察を行った。そしてかかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティング

の促進要因・阻害要因として，いくつかの要因を考慮してみたところである。 

 

4.1.1 かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングへの組織，職業コミ

ットメントの影響 

かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングへのコミットメントの

影響についてであるが，2022 年現在，かかりつけ薬剤師という制度が日本においてのみ存

在するものであることから，かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティン

グへの組織コミットメントまたは職業コミットメントに関する先行研究は存在しないよう

である。そのためまずここでは一般的なジョブ・クラフティングへの組織コミットメント・

職業コミットメントの影響について研究された論文について検討する。 

まず，Meyer & Allen (1991,1997)の議論に従えば，組織や職業へのコミットメントは，従

業員の心理状態を意味する用語である。組織コミットメントは，(a) 従業員と組織との関係

を特徴づけ，(b) 組織の成員であり続けるかどうかに関する決定に関連する用語と定義され

る。職業コミットメントは，この議論に従えば，(a) 従業員と職業との関係を特徴づけ，(b) 

その職業を継続するかどうかに関する決定に関連する用語と定義される。Meyer & Allen 
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(1991)は，コミットメントについて 3 要素モデルを提唱し，主要なモデルとなっている。3

要素とは。情緒的コミットメント・存続的コミットメント・規範的コミットメントから構成

される。情緒的コミットメントは，従業員が組織や職業に対する愛情的な関わりの次元を示

す。存続的なコミットメントは，従業員が組織や職業を継続することで得られる経済的な利

益を重視する関わりで，功利的なものとされる。規範的コミットメントは，従業員が組織へ

の帰属や職業への関わりについて，規範的な面からのものとされる。特に情緒的コミットメ

ントと存続的コミットメントのそれぞれが，異なる組織行動をもたらすとの想定がされて

きた。情緒的コミットメントと存続的コミットメントの先行要因も異なるとの想定がされ

てきた（Meyer & Allen 1997)。 

Qi, J., Li, J., & Zhang, Q. (2014)は，中国の製造業で働く 220 人の従業員を対象に調査を

行い，その結果，組織への帰属意識と情緒的組織コミットメントは，ともにジョブ・クラフ

ティングと正の相関があるとしている。情緒的組織コミットメントに関する彼らの主張は，

目標達成のために自ら進んで行動し目標を達成するために障壁を克服する積極的な行動と

定義されるパーソナル・イニシアチブ（Personal Initiative）という概念を用いて，個人が職

場でコントロールできると思えば，ジョブ・クラフティングなどのイニシアチブをとる可能

性が高くなるとしている。具体的には，情緒的組織コミットメントが強い社員は，組織の使

命や価値観に共感し，組織のためにより多くの努力をすることをいとわない。そして，コミ

ットメントが自律的な動機づけにつながることを説明した Meyer, Stanley, Herscovitch, and 

Topolnytsky (2002)の研究に基づき，従業員は目標を設定し，パフォーマンスを向上させる

ことができるとしている。このプロセスの一環として，従業員はイニシアチブをとる可能性

が高いと考えられ，従業員の主体性により行われる行動であるジョブ・クラフティングは，

従業員が組織に対して高い情緒的組織コミットメントが存在すれば，より起こりやすくな

るというものである。 

Qi, J., Li, J., & Zhang, Q. (2014)の調査においては，対象が一般社員であり平均年齢が，

39.52 歳(SD = 7.37)，平均勤続年数 17.99 年(SD = 9.02)，学歴は高卒以下が 40％，35％が

高卒，25％が大卒以上となっていることより，専門職としての薬剤師によるかかりつけ薬剤

師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングとは，比較しにくい面があるが，情緒的組

織コミットメントがジョブ・クラフティングに及ぼす影響においては参考とできる部分も

あると考える。というのは薬局には薬剤師以外に数の上では薬剤師よりも多い事務職や管

理栄養士，登録販売者などが勤務している。薬剤師以外は，ほぼ女性が占めており，また薬

剤師以外も新卒正社員はほぼ大学卒業者以上を雇用している，一方医療事務の経験者とし

て採用しているのパートタイム勤務者ほとんどが，大学卒の資格はない中年女性となって

いる。彼女たちは，医療事務としての仕事については経験値が高く，労働者としての経験も

⾧いため，様々な面で大学卒の正社員より上である。そのため薬局におけるイニシアチブは

年齢的なものや数のうえでまさっているパートタイムの勤務者が握っている店舗も多い。

その意見はないがしろにすることはできず，薬事にかかわる事項は専門職の薬剤師が決定
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していても，それ以外のさまざまな決定や薬局内のムードの形成，特に組織に対する好き嫌

いといった部分については同調が起こりやすいと思われる。そのため薬剤師の意思決定も

ここで形成されたムードやあるいは同調圧力に左右されている面もあると考えられるから

である。よって対象が異なる属性の調査ではあるが，Qi, J., Li, J., & Zhang, Q. (2014)の結

果である，組織への帰属意識と情緒的組織コミットメントは，ともにジョブ・クラフティン

グと正の相関があるとの結果には共通の可能性があると考える。 

また，Ghitulescu(2007)は，先行要因としてのジョブ・クラフティングと組織コミットメ

ントの間に正の相関があることを見出している。こちらの論文も専門職を対象としたもの

ではなく製造業の工場での調査を対象にしている。Ghitulescu(2007)はジョブ・クラフティ

ングの先行要因としての組織・職業コミットメントではなく，ジョブ・クラフティングが先

行要因として調査を行なっている。しかしこれら二つの要素は，循環しているようにも考え

られる。組織・職業コミットメントが高ければ，ジョブ・クラフティングが起こしやすそう

であり，またその結果組織・職業コミットメントが上がるような印象である。 

さて，これらの先行研究に見ることができない部分としての専門職としてのかかりつけ

薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングへの組織・職業コミットメントではあ

るが，やはり組織・職業コミットメントについては，直接的であるかないかは別としても，

現場においては，専門職としてのかかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフテ

ィングにも影響がありそうである。 

 

4.1.2 他の影響要因 

前項でも述べたように，専門職としての薬剤師におけるジョブ・クラフティングの促進要

因と阻害要因についての研究は少なく，かかりつけ薬剤師のジョブ・クラフティングとする

と，2022 年現在は先行研究を見つけられていない。よって 3 章で報告した一般的な職業に

おけるジョブ・クラフティングについての促進要因と阻害要因について研究した先行論文

についてより，かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングの促進要因

と阻害要因に関して，職業・組織コミットメント以外の他の要因について影響を検討したい。 

まず Sekiguchi et al.（2017） は職務の自律性，社会的スキル，従業員の地位の役割につ

いて検討している。そして職務の自律性と社会的スキルが，ジョブ・クラフティングに直接

的だけでなく相互的にも影響を与えることを明らかにした。しかし，かかりつけ薬剤師業務

における薬剤師のジョブ・クラフティングにおいては，自律性についてはあたらない可能性

があると考えている。専門職としての薬剤師は，薬剤師として与えられた権利（薬剤師免許

証）の行使に伴う自身の仕事の結果を，常に自身で引き受けるという義務の理解のもとに制

度の中での資格として機能している。そのため自律性の担保は薬剤師という職業を行う上

での大前提と考えるため，Sekiguchi et al.（2017） の研究からは，社会的スキルが，かか

りつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングの促進要因と阻害要因として

考慮されるのではないかと考えられる。社会的スキルは経験により高まるものであり，その
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スキルは年齢による交互作用があると考えられる。よって，社会的スキルを年齢・経験と読

み替えることも可能かと思われる。次に Tims et al. (2012)  で明らかにされた主体的な性

格がジョブ・クラフティングに正の影響を与えるという研究結果については，主体的な性格

を自己効力感の高さの結果であると考えてみると，かかりつけ薬剤師業務における薬剤師

のジョブ・クラフティングの促進要因や阻害要因にもなりうるのではないか。 

また Li（2015a） が正の影響があると述べている上司との関係性の良好さについては，

調剤薬局については一般の会社組織とは多少の違いが存在するため該当しないのではない

かと考えている。調剤薬局では，社員同士の人間関係は上下というよりもフラットであるこ

とが多い。同じような医療者であっても医師の世界での強い上下関係のようなものは薬剤

師では聞いたことがなく，多少の年齢差は超えて皆同僚として仲良く付き合っている。さら

に社員にとっては，会社全体から見て自身の位置づけといった上司部下という関係よりも，

配属された店舗を中心とした人間関係が日々の仕事における関係性の中心となる。以前か

らそうであるが 2022 年現在もなお勤務者は女性が多いため，結婚・出産・子育てといった

理由や，資格を生かした再就職が容易であるための中途退職や中途採用が多い。そのため年

齢や社歴と実力の上下は一致しておらず，全体的にお互いに少し敬語を使いながらも，付き

合いはフラットである様子が見られる。そうした理由から，会社としての上司部下関係は組

織図上では存在しても関係は希薄であると感じられるため，上司との関係性というもの自

体が大部分の社員には存在しておらず要因としてはあまり該当しないと考える。 

 

4-2. 仮説 

かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティングにおける要因として，職

業コミットメント・組織コミットメントをあげた。薬剤師は一般の職業とは異なる専門職で

あり，その中でもまた研究職などとは違って対人業務の存在する専門職である。自身を薬屋

の人としてではなく薬剤師として，そして薬局に来る人についてもお客さんではなく患者

さんとしてかかわりたいという意識がとても強いと感じられる。 

また薬剤師の業務であるが，通常の患者への投薬などのハンドリング部分は法律上の確

認事項などによりほとんど決められている。薬剤師としての資格に委ねられ許されている

薬学的な判断は，自身の判断で行い責任を負うという成り立ちである。また日々の業務を相

談して行わねばならない必要性も低いし，専門家としても人に聞いてばかりいるわけには

いかない。自身で決定しないと何事も進んではいかないものであり，チームでの作業などの

構成は業務上すくないのである。そういった方向性の仕事であるためかチームで仕事をす

ると融通が利かない，臨機応変に自分の仕事内容を変えて皆の仕事や組織全体に貢献しよ

うということができないようであると感じることも多い。そうしたことからも，医療専門職

である薬剤師は組織コミットメントよりも職業コミットメントが大きいのではないかとい

うことが予想される。しかしジョブ・クラフティングの定義に戻って考えてみると，ジョブ・

クラフティングは，タスク境界の変更，他者との関係性もしくは相互作用に関する境界の変
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更，認知的な境界の変更といった三次元構造をもつものとして整理されている（高尾 2019）。

よって職業コミットメントによるジョブ・クラフティングへの促進効果を予想するだけで

なく，薬剤師におけるジョブ・クラフティングは，かかりつけ薬剤師となることで組織への

影響がある，組織内部で起こるジョブ・クラフティングであると考えられるので組織コミッ

トメントがそれを促進することも同時に予想される。 

ここまでの議論を踏まえて，かかりつけ薬剤師業務における薬剤師のジョブ・クラフティ

ングの要因であるが，先行する研究が見当たらぬということがあるので，職業コミットメン

ト，組織コミットメントに絞って，それぞれ 3 要素とジョブ・クラフティングとの関係につ

いて自身で検討したいと考えているところである。 

本論は，そこで以下の仮説を立てて，調査分析を行う。 

まず，専門職として職業コミットメントが高い薬剤師は，かかりつけ薬剤師へのジョブク

ラフティングを積極的に行うだろう。コミットメントの 3 要素の議論に従い，情緒的，存続

的，規範的のそれぞれの次元が促進効果を示すだろう。従って，以下のようになる。 

 

H1 職業コミットメントの促進効果 

H1.1 情緒的職業コミットメントは薬剤師におけるジョブ・クラフティングを促進する

H1.2 存続的職業コミットメントは薬剤師におけるジョブ・クラフティングを促進する 

H1.3 規範的職業コミットメントは薬剤師におけるジョブ・クラフティングを促進する 

 

次に，会社への帰属意識の高い薬剤師は，会社からのかかりつけ薬剤師への期待を達成し

ようとするだろう。従って，組織へのコミットメントが高い薬剤師は，かかりつけ薬剤師へ

のジョブクラフティングを積極的に行うだろう。コミットメントの三要素の議論に従い，情

緒的，存続的，規範的のそれぞれの次元が促進効果を示すだろう。従って以下のようになる。 

 

H2 組織コミットメントの促進効果 

H2.1 情緒的組織コミットメントは薬剤師におけるジョブ・クラフティングを促進する 

H2.2 存続的組織コミットメントは薬剤師におけるジョブ・クラフティングを促進する 

H2.3 規範的組織コミットメントは薬剤師におけるジョブ・クラフティングを促進する 

 

これらの仮説群について，以下で薬剤師に対する調査アンケートから検討してみたい。 
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出所）筆者作成 

図 4.1 薬剤師のジョブ・クラフティングを促進する要因 
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第 5 章 リサーチコンテクスト 

医療業界は，専門性が高く医療情報という取り扱いに注意を要する個人情報を扱ってい

ることもあって閉鎖的であり内部が分かりにくいと思われる。特に薬局における薬剤師に

ついては，関係者以外はご存知ないのではないだろうか。薬局における薬剤師の周辺は，こ

こ 30 年ほどで取りまく事情が大きく変化した。2022 年現在現役で薬剤師として働いてい

る人たちの中にも，学習年限など制度上の変更によるもの，医薬分業の急速な進展によるも

の，国立私立などの出身大学によるものなどの影響と思われる意識や知識の差が存在して

いる。今もまだ過渡期であるのかもしれないと思われるが，さらにかかりつけ薬剤師という

新しい概念が持ち出され，各薬剤師もそれぞれが抱く薬剤師像にさらなる更新を迫られて

いる。こうした内側から見た業界や薬剤師のマインド，研究対象としての現状や位置づけ，

そしてかかりつけ薬剤師とその業務について，この章では述べる。 

 

5.1 業界と働く人のマインド 

5.1.1 薬剤師の働く場としての業界 

ここ 30 年ほどの期間，官主導の経済誘導による急激な分業が起こったため，2006 年に

5.2 万店舗であった薬局は 2020 年には 6.1 万店舗となった16。そうするとそれまでの養成数

では薬剤師が足りず，薬科大学がいくつも新設のされた。しかし大学を新規に設立し学生が

入学しても卒業まで 4 年間かかる。薬局を経営するものとしては薬剤師不足の切り札とし

てできた新しい大学の卒業生が待たれる状態であったが，新設校では学力不足による退学

者や国家試験の不合格者が多く出る，またそこに薬剤師養成課程の大学の修養年限が 4 年

から 6 年に延⾧となったという，薬剤師供給にとっては，様々な悪い条件が重なり，業界に

おける薬剤師不足が⾧期にわたって続くこととなった。そのため薬剤師の需要に供給が追

い付かず，薬剤師の給与は高騰した。いわゆる薬剤師バブルの様相を呈することとなったの

である。しかし大手または上場調剤薬局チェーンは，教育制度や福利厚生などの充実によっ

て，そう高い給与を支払わずとも，薬剤師の確保ができていたため，給与は小規模薬局ほど

高い傾向となっていた。 

しかし薬局数も 2020 年度には 6.1 万店舗を超えた。人口の減少傾向や，また 2022 年現

在の人口比で考えてもそろそろ新規出店は頭打ちである。こうした中，都市部から徐々に薬

剤師の余剰現象が起こってきている。薬剤師を養成する大学側でも，過去数年の間に募集人

数を満たすことができないところがでてきており，特に新設大学においてではあるが，新規

 
16 厚生労働省ウェブサイト 

2022 年２月 14 日 第１回薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 資

料２ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000896856.pdf アクセス日 2022/12/17 



 

42 

 

の募集を打ち切った大学や募集人数を削減した大学もある。18 歳人口が減少する中，今後

もそのような事態は拡大するであろう。 

しかし医療は有資格者以外では行えない。医療業界は専門職を雇用することでしか事業

が成り立たない業界である。薬局は薬剤師という資格保持者を中心に仕事を行うのである

が，このよく見るありふれた事業・場所であっても，やはり誰でも顧客にはなれるが，誰で

もがそこで働くことはできない。有資格者以外は顧客としてしか接点を持つ機会がほぼな

く，また有資格者でなければ接点があっても内部が見えにくい，またはわかりにくい構造に

なっているようである。祖父，そして両親とも薬剤師である筆者自身が内部で見る景色とは

大きく異なり，一般の非医療者にとっては，外から内部を知る・または理解するのはかなり

困難なようである。 

薬剤師になるには，大学の薬学部または薬科大学を卒業したのち，薬剤師国家試験に合格

して，初めて資格が得られる。2022 年現在薬学部は 6 年制であり修養年限は⾧い。その薬

剤師であるが，どのような業種で働いているのだろうか。厚生労働省平成 30 年（2018 年）

医師・歯科医師・薬剤師統計によると，就業先のトップは，薬局である。「薬局の従事者」

は 180,415 人（総数の 58.0％）となっている。薬局以外の主に従事している施設・業務の

種別をみると，「医療施設の従事者」は 59,956 人（同 19.3％），そのうち，「病院の従事者」

は 54,150 人（同 17％），「診療所の従事者」は 5,806 人（同 1.9％）となっている。「大学の

従事者」は 5,263 人（同 1.70％）で，「医薬品関係企業の従事者」は 41,303 人（同 13.3％），

「衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者」は 6,661 人（同 2.1％）である。 

薬局勤務者が薬剤師総数の 50％を超えたのは，平成 20 年であり，院外処方箋の発行を行

う医薬分業が昭和末期から平成の 30 年間に進んだとされることにつれて増えていることが

わかる。 

薬局といっても実は様々である。薬局の看板を掲げているところは，その地方の厚生局よ

り保険薬局の指定を受けており，処方せんの応需を行っているものがほとんどであると思

われる。住居と兼用の店舗で従業員を置かず一般の薬品小売りからスタートした小さな薬

局もあれば，数店舗から数十店舗程度の規模の地域密着型のチェーン薬局，店舗数も数百を

数え従業員数も数千人を超えるところまで様々である。またそれにつれて経営母体も個人

経営から株式会社，そして上場している企業まである。次に法人格等についてであるが，病

院・医院が医療機関として法人化する際は医療法人となる。医療法人の理事⾧が医師に限定

される事と異なり，薬局は医療提供施設17ではあるが，経営者は薬剤師に限定されてはいな

い。異業種からの参入もあり，株式会社として上場することも可能となっている。しかし以

前と異なり 2022 年現在では調剤薬局の経営は簡単ではなくなった。そもそも医療機関の処

方箋が少ない薬局や多くの医療機関からの処方箋を受け入れていない薬局，地域包括ケア

 
17 医療法では，「医療機関」ではなく，「医療提供施設」と呼んでいる。 
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システムの理念に基づく方向に薬局自体をシフトできていない薬局（終末期医療などの在

宅療養者の積極的な支援や，地域医療者とのチーム医療への参画など），薬剤師の定着率が

低いため不十分な医療提供しかできない薬局，頻回の診療報酬の改定によるルールの変更

についていけない薬局などにとって，厳しい経営状況となっているのが現実で，異業種参入

組にはもはやおいしいサイドビジネスではないと思われる。それにつれて薬局だけではな

く薬剤師自身にも，変化を迫る波が押し寄せてきている。急激な薬局の開業ラッシュにより，

免許があるだけで給料がもらえた薬剤師バブルの時代は過去のものとなり，薬剤師という

職業もいかに自身のスキルで薬局に利益をもたらすのか，いかに儲けるかがその薬剤師の

価値となりつつある。薬剤師も不足から過剰の時代へ。薬剤師自身の在り方も変わらざるを

得ない状態が来ているのだが，すべての薬剤師がそのことに気づいているわけではない。 

5.1.2 トレンドと業態による特徴 

2022 年現在薬局の数は 60,951 件であり18，コンビニエンスストアよりも多いといわれて

いる。調剤薬局大手が上位 10 社で合計約 7,000 件であり，店舗数で全体の 1 割をとれてい

る会社はない。それほど個人薬局の割合が高いのである。魚屋や八百屋など単一のものを売

る商店が大幅に数を減らしたにもかかわらず，薬のみを売る個人商店がこんなに多いのは，

個人薬局に有利な保険点数設定もあって，それなりに経営を続けていくことができたとい

うことであると思われる。そのように様々な規模・形態の薬局がある中，各社二年ごとに変

わる診療報酬に翻弄されながら経営の進化・改善をすすめてはいるが，2022 年時点で処方

箋の応需による売り上げを伸ばしているのはドラッグストアである。通常，初めて持ち込ま

れる処方箋の場合，マンツーマン分業で連絡が取れている病院や医院以外からの処方箋で

あると，その店舗で在庫している医薬品で調剤することはたいてい難しい。それほどに医薬

品の商品の幅は大きいのである。2022 年時点で保険収載されている医薬品数は約 13,000 あ

る19。その医薬品に用量違いや粉・細粒・ドライシロップ・液・外用剤・OD 剤など複数の

規格違いが存在し，同じ薬剤であっても流用することは通常できない。そのため処方せんを

発行した医師に了解の上在庫のある薬剤に変更するか，医薬品卸よりの取り寄せとなり，い

ずれにしてもお待たせすることになる。その場合は患者さんにお待ちいただくか再訪して

いただく，またはこちらから郵送や自宅へのお届けなどの対応となる。ドラッグストアの場

合は店舗で他の買い物をして時間を潰すことが可能であることや，再訪にも気軽に応じて

もらえるという機能の持つ利点がある。また患者側の事情もわざわざ門前の薬局ではなく

 
18 厚生統計要覧（2021 年度）による 

 
19 厚生労働省ウェブサイト 

薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について（2022 年 12 月 9 日適

用） 
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遠く離れたドラッグストアまで来ていることを考えると緊急の薬ではないことも多いため，

即時対応の要求度合いも強くはないように感じられる。また厚労省からは禁止であるとの

通達が出ているのであるが，ポイントを付けることで患者を集めている会社もある。調剤の

場合のポイントは一部負担金の割引にあたるため療養担当規則違反20であるとの警告が過

去に厚生労働省からなされたが，キャッシュレス決済に世の中が進む中で，ポイントを付け

ない運用を行っている薬局においてでも，クレジットカードの取り扱いを行っていれば一

部負担金の支払いによるポイント加算についての取り扱いとの整合性が難しく尻つぼみと

なって事実上放置されている。ドラッグストアの調剤売り上げは増える一方であり，調剤専

業薬局のシェアを少しずつ奪っている。しかしデメリットがないように思われるドラッグ

ストアの調剤であるが，ここであえてデメリットを挙げるなら二つの継続性への疑問であ

る。一つ目は，薬局は自らの仕事である処方箋調剤を医療と位置づけ，自社は公的なインフ

ラの一部と考えていることに対し，ドラッグストアは処方箋調剤を，商材の一つと考えてい

るため，利益率が悪くなれば切り捨てる対象であるとのことである。これは過去に某ドラッ

グストア幹部の講演で聞かされ，立ち位置の違いに妙に納得した事実である。二つ目の継続

性への疑問は，ドラッグストアの社員の継続性や勤務の状況である。具体的なデータはない

がドラッグストア内部にいる友人の話や薬剤師会での情報，近隣の店舗を実際に見た様子

では薬剤師の顔ぶれが結構変わっているようである。出店ラッシュによる薬剤師不足であ

ろうか，⾧時間勤務のシフトのしわ寄せであろうか。一般のお客様や患者様にとって便利な

ドラッグストアではあるが，働く側にとっては，条件が厳しい職場でもある。夜のシフトは

深夜帯に及ぶところもあり，家に着くと 12 時を回ることがあったとドラッグストアから自

社に転職した薬剤師は転職理由としてそのように語っていた。また土曜や日曜は出勤が普

通である。医療提供機関としての薬局であればかかりつけ薬剤師といったニーズが当然の

ことであると思われるが，薬剤師の定着した勤務が困難であればドラッグストアにおいて

はまだその部分は不十分であるのかもしれないと思われる。 

また別の問題としては，ドラッグストアに限らず薬剤師の人数の少ない薬局または病院

においても共通の問題であるが，薬剤師業務について適切な指導能力や経験が積めている

先輩薬剤師の指導者がおらず，入社した日からいきなり引継ぎなし，研修や上司からの指導

もなしに業務にあたらせる，または管理者まで任されることさえあるという，患者が知ると

恐ろしく感じるような問題が実はある。そうはいっても新卒薬剤師のドラッグストア人気

は高く，新入社員は確保できているため薬剤師社員の数は多いようであるが，新卒薬剤師を

雇用した場合は薬学的のみならず，社会人としても一人前となるような教育研修の提供が

望まれる。 

 
20 保医発 0914 第１号平成 24 年９月 14 日 

厚生労働省保険局医療課⾧通知 
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また最近の話題としてもう一つ見逃せないものが，敷地内薬局である21。2016 年 10 月よ

り，薬局と医療機関の独立性に関する規制が一部緩和され，医療機関の敷地内に薬局を開く

ことが可能となった。従来は，患者が医療機関を出て薬局に行く際には，公道をいったん通

る必要があると厚生労働省は指導していた。これは，薬局と医療機関の経済的な独立性を担

保するためというのが理由であった。しかしその後大学病院や公的病院を中心に，病院敷地

内に薬局を誘致する動きが活発化する中で，病院への経済的な貢献が入札の基準となって

いる。これは医薬分業の理念に真っ向から反対するものであると薬剤師会は猛反対してい

る。入札書類もゼネコン等のプロでなければ作成不能であり，コンサルタントとゼネコンへ

の支払いを十分に行える資金力の豊富な企業以外は実質的には入札から排除されている。 

また前年である 2015 年 10 月に厚生労働省は，「『門前』から『かかりつけ』，そして『地

域』へ」をキャッチフレーズとする「患者のための薬局ビジョン」を策定しており，これま

での門前薬局中心の医薬分業から，地域に根ざした「かかりつけ薬局」に再編するという方

針を打ち出している。敷地内薬局の容認と患者のための薬局ビジョン。これら二つの方向性

は相反したものとなっている。 

また敷地内薬局については公立病院や大学病院といった公の病院が誘致していることが

大半であるにもかかわらず，いったん認可した以降も周辺の反対意見に押される形で，すで

に莫大な費用負担の上に出店している敷地内薬局の基本調剤料の大幅な引き下げなどが行

われており，こうした行政側の安易な方向転換が薬局の経営に大きな痛手となっている。ド

ラッグストアの脅威や猫の目のように変わる行政の方向性など，調剤薬局経営も正念場で

ある。調剤薬局も変わらねばならない。よい医療をしていればよい経営ができるといった牧

歌的な時代から，よい医療をするためにはまず経営基盤をしっかりさせることが先決であ

る時代に突入した。薬剤師にもよい医療提供だけではなく，かつしっかり稼ぐことができる

ことができる人材が求められるのである。 

 

5.1.3 働く薬剤師のマインド 

薬剤師の世界で尊敬されるのは，残念ながら薬局勤務者ではなく，病院薬剤師である。そ

れも公立病院や大学病院など医療レベルの高いことが知られている病院で，専門職として

極めている人たちである。専門薬剤師取得や学会発表を昇進の条件としている施設も多く，

働く薬剤師もプライドを持っている。しかし一般にそのような病院は，新卒時からしか就職

できない。結婚や出産で大病院勤務を辞めて，その後は調剤薬局勤務という人も多い。優秀

 
21 事務連絡平成 28 年３月 31 日  

地方厚生（支）局医療課御中 

厚生労働省保険局医療課 

保険薬局の指定について 
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な人材が大病院の第一線で活躍し続けられないことは気の毒なように思うのだが，薬剤師

はこれまではいつでもどこでも就職ができ，パートタイムでもよい条件で雇用してくれる

ところがいくらでもあった。もちろん元の施設よりは規模の小さい病院や保険調剤薬局で

あったりはするのであるが，資格に守られて簡単に退職・転職がされていたと思われる。し

かし新卒後にしっかりした医療を行う施設に勤務していた人はパートタイム勤務者として

雇用してもやはり優秀である。 

業務については，院内処方であった病院が院外処方箋の発行を行うことにした後，病院内

の外来業務の減少から雇用する薬剤師数を減らしている病院が多い。外来が院外となった

分かつてより全体の仕事量は減ってはいるが，人数が減っている分個人の仕事量は外から

見ただけではわからない。関連施設（老人ホーム・特別養護老人ホームなど）を持っている

病院グループなどでは，チーム医療として医療者以外に介護職員も含めて様々な取り組み

を進めているところもあり，やりがいはありそうであるが，猛烈な仕事量のところもあるよ

うである。一方，薬局であるが業務量はさまざまである。物販や訪問薬剤管理指導業務，学

校薬剤師や地域からの仕事を持っているところも多く，病院薬剤師の業務よりも仕事の幅

は広いと思われる。また勤務者であっても，売り上げや人の管理などの経営に関与すること

もある。 

給与であるが，一般病院は給与が安い。公務員やそれに準じるところはそれなりであるが，

一般病院はこれだけ時間と金銭を学習に投資してきた人に対して支払うべき十分な給与設

定がされているところは少ない。一方薬局は，先に述べたようにさまざまであり，給与や学

習の機会など以外にもフリンジベネフィットが異なるのでどのように判断するのかは個人

の価値観によるが，細かい条件を比較する機会はあまりないと思われる。また薬剤師以外に

会社の管理者としての給与が加算されると一般の勤務者よりもかなり高い給与になるため，

薬剤師以外の仕事をしたいかどうかによっても給与は左右される。先ほども述べたように，

会社の規模や地域なども給与の差を生むと思われる。 

さて薬剤師本人たちであるが，薬学部・薬科大学新設ラッシュや 6 年制以降か以前かで，

大きく様子が変わってきている。かつてからの種族である，旧世代的薬剤師は，専門職的人

種が多いと思われる。具体的にはその職業に就く自分自身を重要と考えており，自分自身の

ために真面目に臨床薬学を研鑽する。当時は薬学部が薬剤師養成の過程ではなかったため，

かつての薬剤師の場合，専門職といえども自身の専門分野と職業上の取り組むべき分野が

実は一致してはいなかった。かつての大学では，ほとんどが基礎薬学の教室の構成であり臨

床を専攻するという仕組みは，ほぼ存在しなかった。筆者は薬品分析学を専攻し微量分析を

行っていたのであるが，微量分析の知識は薬物の物性や体内における動態を考察する助け

にはなるが，臨床現場で薬剤師として働くための個別の薬物における服薬指導などの臨床

は学んでいない。かつては医師との違いがここにあったと思われる。医師にも基礎医学を専

攻する教室はあるが医師養成のための過程がすでに組まれていたため，大学での学習内容

と職業への連結がスムーズである。薬剤師は職業的な知識を得るためには，卒後に自己研鑽
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を行うしかなく，そのことで知識やスキルの向上を伴う。旧世代の専門職的人種は，そうい

う自身が重要であると考えるので，そういった行動を自身のために取り続ける。その結果，

薬剤師としての仕事上の評価は高くなっていたと思われる。 

しかし新世代的薬剤師は，薬剤師として働くことは生活のための職業という割り切りが

あり，拘束時間以外の職業との接点は皆無という薬剤師も存在する。一部には薬剤師バブル

時期に，一生涯の職業としての選択ではなく，金銭的な見返りを重視して薬剤師を選択した

と見受けられるものもいる。その選択が成功であったか失敗であったかは，当人でないとわ

からないが，そもそも文科系選択者であったものや学力的にぎりぎりでなんとか免許取得

を行った薬剤師，奨学金による高額な借金を保持した状態で社会人スタートをきった薬剤

師など，今後が心配な薬剤師に出会うことも多い。薬剤師としての職業人生において，薬剤

師免許の取得はゴールではなくスタートであるはずである。 

しかし彼ら彼女らもこれから重要であるのはよい医療を提供する力だけではなく，いか

に会社の経営に寄与するかが問われているということがわかっている人材はまだ少ない。 

 

5.1.4 本研究の対象となる薬剤師 

地域包括ケアシステムが 2025 年の完成に向けて準備が進んでいる。これによって薬剤

師の働き方や職場の移動さえ起っていると思われる。そして薬局や薬剤師の具体的な働き

方，機能や方向性を解説するものとして，患者のための薬局ビジョンがある。地域包括ケ

アシステムでは，高齢者が病院ではなく自宅（またはそれと同等の住居）で最期を迎える

ようにと国は促している。しかし自宅で最期を迎えるということは簡単なことではない。

たった一人で動けないのに面倒を見る人がいない高齢者はざらである。未婚や死別などの

理由による独居者や，家族がいても働きに出ているための昼間独居も増えている。日本は

医療へのフリーアクセスが保証されているため，自宅に帰ることで医療難民が発生すると

いったことは避けなければいけない。病気や健康でも弱った高齢者が自宅で生活すること

へのセイフティーネットを構築しなければ，誰も不安で自宅に戻ることに同意しない。国

の推進する住み慣れた自宅で最期まで生活するということはかなわない。もちろん病気な

どで入院せずに生活するのは大変で，自宅に帰りたくとも帰れない高齢者も存在するが，

老化に伴う身体機能の低下や認知症，そこから発生する生活上の困難は入院して病院での

治療にはなじまないものも多くある。異常ではなく変化であり，病気ではなく老化なので

ある。以前はこうした人たちも，病気を治療することと生活上の困難を分別することなく

入院していた。また介護する家族がいないなどが理由のいわゆる社会的入院の老人も病院

には入院していたのである。そうしたことが医療費を高騰させるとされ，平成元年に介護

保険がスタートすることで，医療と介護の分離がなされた。薬剤師も地域包括ケアシステ

ムに参加する医療職の一員として多職種連携に組み込まれている。それらの取り組みに

は，もちろんこれまで通り医療を求める患者への対応だけではなく，要介護者への対応も

必要となってきたのである。それには疾病への薬物治療といった薬剤師の職能はもちろん
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必要であるが，それだけではなく老化に伴う疾病や機能低下，そして寿命が延びることに

伴っての多くの認知症患者への薬物治療対応など，薬剤師の業務が，介護保険の創設そし

て国民の寿命の伸展とともに大きく変化してきている。これは特に地域に根差して活躍す

る保険薬局に勤務する保険薬剤師のミッションとなっている。そして現在，薬剤師の勤務

先として最も多いのは市中の薬局である。平成 30 年（2018 年）の厚生労働省医師・歯科

医師・薬剤師統計によると，薬局に就業している薬剤師が，総数の 58.0％である。またか

かりつけ薬剤師については，2016 年の制度のスタート以来，2022 年で 3 回目の診療報酬

改定を経ているが，加点や要件の多少の緩和とともにかかわる薬剤師の数的な増加を目指

すような変更は行われているが，これからの薬剤師の求められる業務・姿として，かかり

つけ薬剤師制度は国の推し進める薬局・薬剤師に関する中心となっていることは明らかで

ある。 

そしてこのかかりつけ薬剤師に関する研究を進める上では，制度として確立しているの

は保険薬局においてのみであるため，本研究では，2022 年時点での薬剤師を代表する職場

としての調剤薬局に勤める薬剤師を対象とする。そこでは，現場で日々，地域包括ケアシ

ステムに向かう変化の最前線として，調剤中心の対物業務から対患者への対人業務への変

更を迫られている最中である。こうしたことから研究対象は，調剤薬局に勤務する薬剤師

としている。 

 

5.2 研究の対象と背景 

5.2.1 薬剤師と地位・評価 

「もしかして，薬剤師っていらなくない？」 

これは，2020 年 7 月から，石原さとみの主演でフジテレビのドラマとして，放送された

ドラマ「アンサングシンデレラ」22で，主人公である病院薬剤師の葵みどりが冒頭に心の

声としてなげかける言葉である。原作であるコミックスには，医師の薬物治療における

「ミスを訂正することで，患者のためには必要であるにもかかわらず，医師からは疎ま

れ，患者からは薬の出てくる窓口程度の扱いを受ける」23との記述がある。そのことで主

人公は，自身の立ち位置や自信が揺るがされていところから物語が始まる。 

薬剤師は 2012 年以降は 6 年制の薬学部を卒業し国家試験を合格した者に資格が与えら

れている。一般的には医師の処方箋に基づいて調剤を行い患者に服薬指導を行うことが仕

事である。しかし，先ほどの引用が表しているように，薬剤師の業務の本質は理解されに

くいことが現実である。その仕事の背景となる知識が膨大でかつ理解も難しく，日々新た

 
22 荒井ママレ (2018).『アンサングシンデレラ』ゼノンコミックス.アンサングシンデレラ 

コミックスではあるがこの原作には，現場を知る薬剤師として同意する部分が多くあ

ったため引用する。 
23 第一巻 14 ページ 
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な事実や発見が飛び込んでくる。新薬は出る，新たな副作用は起こる。それを追いかける

だけでも時間がいくらあっても足りない。そして，それがすべて人命にかかわるという厄

介な仕事である。しかし医療職以外の一般の人たちには薬剤師が何をしているのかが，本

当に伝わりにくい。 

病院の中でも，または医療職の人たちの中においても，そのような理解も少なくないか

もしれないと思われる。薬剤師が職能として求められている業務では，回転している頭は

外から見えず，見える業務は錠剤を出したり入れたりの簡単な業務が多い。これはよほど

の自己主張をしない限り，とても忙しい医療現場で，この職種はいったい何をしているの

かと誤解を受けても仕方がないかもしれない。薬剤師の働きで大きな医療事故を防いだこ

とがあるなどの経験が共有されている医療現場など以外では，薬剤師の本質は理解され

ず，地位は低いことが多い。病院の診療を行う基準においてどうやら必要そうであるが，

忙しく立ち働く仕事はさほど難しそうでもない。6 年間も大学に行って，実際は何をして

いる職種なのか，その働きと意味を十分理解している人は実は少ないのである。 

見え方の問題としても，薬剤師の仕事は地味である。同じ医療職である医師の仕事の賞

賛されるべきゴールは，病気が治ることであるのでわかりやすい。また医師自身も患者も

周囲も実感できる。しかし薬剤師の仕事の賞賛されるべきゴールは，薬物治療において不

都合なことが何も起こらない（健康被害が起こらない）ことなのである。「病気が治るこ

と」では，自分の職能で患者の健康を回復するという幸せを目にすることができるが，

「薬によるリスクが何も起こらない」では，自分の職能で起こる変化を目の前で確認する

ことはできない。さらには，薬物治療において，成果が出れば医師の実績であるが，健康

被害が出れば，リスクに対処しなかったとして，医師と一緒に薬剤師にもお咎めがあると

いう仕事でもある。 

このように薬剤師は，薬におけるリスクを担当することが仕事であるために，できて当

たり前で，できないと命に関わることとなり，褒められにくく，非難を受けやすくなりが

ちである。それでも病院の小部屋で目立たず仕事をしていた頃は，世間の目にさらされる

機会も少なかったのであるが，医薬分業で街のあちこちに調剤薬局ができるようになった

昨今は，あんな若い女の子の薬剤師でも楽をして稼いでいるようだという世論のミスリー

ディングにより，つらい経験を薬剤師が皆，一度はしているのではないかとさえ思われる
24。患者の健康被害の防止のために，まじめに仕事をしているにもかかわらず，また法律

で決められたことを患者に聞いているだけでも，たたかれてしまう。 

 
24 読売新聞，発言小町が有名。 

調剤薬局がうっとうしい・・・ | 生活・身近な話題 | 発言小町 

読売新聞社が運営するネット掲示板。 

"発言小町." 09 12 月. 2022, https://komachi.yomiuri.co.jp/. 

アクセス日 2022/12/10 
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このような薬剤師の仕事の本質をめぐる誤解や表立ったバッシングなどがあり，薬剤師

自身がその仕事を過小評価することにつながっている懸念がある。しかし，薬剤師には変

わらねばいけない喫緊のミッションが与えられている。それは，2025 年までにすべての薬

局はかかりつけ薬局として機能せよとの患者のための薬局ビジョンでの義務付けである。

当然薬剤師もかかりつけ薬剤師として患者さんに向き合うことが求められている。このよ

うに試練ばかりが薬剤師を取り囲む現状であるように見えるが，政策的には薬剤師の職能

を評価し，地域包括ケアシステムにおける医療職介護職の多職種連携での重要なプレーヤ

ーと位置付けられていることを，薬剤師自身が理解し，薬剤師としての在り方を変革する

ことが今後における薬剤師という職業とそれを選択した自分自身のために求められている

ことである思われる。 

 

5.2.2 薬剤師のデータと現状 

ここで薬剤師についてのデータと置かれている状況を示す。 

まず，2006 年入学者より薬剤師国家試験受験資格の取得には 6 年制薬学部の卒業が必要

となった。そして薬剤師資格を取得するには，卒業後に国家試験に合格する必要がある。 

薬剤師の数や男女比，勤務先，年齢などは，厚生労働省が 2 年に一度提出を求める薬剤

師届を基にした 2020 年（2020 年）医師・歯科医師・薬剤師統計の概況25によると，2020

年 12 月 31 日現在における全国の届出「薬剤師数」は 321,982 人で，「男」124,242 人

（総数の 38.6％），「女」197,740 人（同 61.4％）となっている。 

主に従事している施設・業務の種別をみると，「薬局の従事者」は 188,982 人（総数の 

58.7％），「医療施設の従事者」は 51,603 人（同 19.1％）で，そのうち「病院の従事者」

は 55,984 人（同 17.4％），「診療所の従事者」は 5,655 人（同 1.8％）となっている。「大

学の従事者」は 5,111 人，「医薬品関係企業の従事者」は 39,044 人，「衛生行政機関又は

保健衛生施設の従事者」は 6,776 人である。 

薬局・医療施設に従事する薬剤師を性別にみると，「男」が 87,139 人（34.8％），「女」

は 163,446 人（65.2％）である。 

年齢階級別にみると，「30～39 歳」が 66,092 人（26.4％）と最も多く，次いで「40～

49 歳」57,580 人（23.0％）となっている。 

薬剤師の勤務先として最も勤務者が多い薬局であるが，かつてはパートタイムの女性の

多い職場であった。2007 年に医療法に医療提供施設と明記され，小売業から医療機関へと

位置づけが変わった。コンプライアンスが求められるということで，現場でも商店から医

 
25 2020 年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況 

厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/index.html 

アクセス日 2022/12/10 
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療機関へとその在り方への自覚が高まり，同時に企業としての継続性が向上した会社が増

えた。大手調剤薬局の上場やＭ＆Ａによる規模の拡大なども相次ぎ，消費者に向けて企業

としての認知度も上がった。また製薬企業が薬科大学卒業のＭＲ採用を一時より手控えた

こともあり，6 年制の導入前後より男性の薬局薬剤師が徐々に増えていった。最近では企

業を退職後に薬局薬剤師として再スタートをする，男性高齢初心者薬剤師も少なくはな

い。 

薬剤師の年間所得は政府統計の 2019 年賃金構造基本統計調査26によると，39.4 歳で勤続

7.9 年の男女平均は 561 万円である。病院勤務より薬局勤務やドラッグストア勤務，大手

チェーン薬局より小規模薬局，都市部よりも地方が一般的には所得が高い傾向がある。し

かし残業や病院であれば当直，深夜勤務など職場ごとの様子の違いや，需要と供給の差な

どがあり一様ではない。有資格者の給与の常ではあるが，年齢による上昇はそれほどな

い。資格に対する給与と考えられる。組織としての管理職を兼任するなどによる上昇はあ

る。 

薬学部の入学試験難易度と国家試験に関しては，ベネッセホールディングス，進研ゼミ

の資料27によると，入学試験の難易度は全国の国公私立薬科大学・薬学部の大学入試時の

偏差値は，46 から 71 までとされており，上位と下位でかなりの開きが認められる。薬剤

師資格の取得を目的にするならば，卒後の国家試験の合格が求められるので，進級要件は

厳しくなる。そのため偏差値の下位の大学は，授業について行くことができず退学するも

のも少なくはない。国家試験の合格率を高くすることが受験生の獲得につながるため，か

つては国家試験の合格が難しい学生を卒業させない大学も多く存在したのだが，2019 年度

より，文部科学省が各大学の就学状況を公表したため，卒業試験のハードルを上げて国家

試験の受験者数を絞るといった極端な操作は減っていくと考えられている28。 

また，私立大学の薬学部は学費が高い。2020 年度入学者の学費は，最も安い 990 万円

 
26 政府統計 2019 年度 賃金構造基本統計調査 

政府統計ポータルサイト 

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003084610 

アクセス日 2022/12/10 
27 偏差値から探せる！ 志望大きっと見つかる検索 

https://kou.benesse.co.jp/hensachi/search.php?keito[]=14&type=s 

アクセス日 2022/12/10 
28 2019 年度の入学試験・６年制学科生の修学状況 

文部科学省ウェブサイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/01_d/__icsFiles/afieldfile/2019/08/13/1361518_2.pd

f 

アクセス日 2022/12/10 
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から 1,410 万円までとなっている。大学によって多少の差があるとはいえ，一般にこの金

額をサラリーマン家庭で支払うことは簡単ではない。実感としても在校生は裕福な家庭の

子女が多いが，卒後にかなり高額の奨学金の返済を自身で行う薬剤師も少なくはない。国

立大学であれば学費は安いが当然難易度も高い。薬剤師として働く薬剤師の国立大学と私

立大学の卒業者の比率であるが，文部科学省の薬科大学（薬学部）学科別一覧 2019 年度

版29によると，国公立大学の 6 年制コースの入学定員が 916 名に対して，私立大学の 6 年

制コースの入学定員は 10,571 名であり 10 倍以上の開きがある。調剤薬局の現場で国公立

大学の卒業者に出会うことはとても少ない30。 

 

5.2.3 薬剤師の歴史と今後の見通し 

日本の医療制度は，明治 7 年に日本最初の医療法規「医制」が制定されることに始ま

る。ここでは薬局が「薬舗」の名称を与えられ，さらに「医師たる者は自ら薬をひさぐこ

とを禁ず」「調薬は薬舗主，薬舗手代及び薬舗見習いに非ざれば，之を許さず」と規定さ

れている。医薬分業（ドイツの制度を参考）の原則が法律で規定されたものである。薬剤

師のみが開設できることが定められた「薬局」，「薬剤師」の名称が法定化されたのは，明

治 22 年に公布された「薬律（薬品営業並薬品取扱規則）」による。しかしここで，医制に

より定められた医薬分業について，例外規定を認める附則31が記された。この附則の内容

が，昭和 30 年に，医師法・歯科医師法・薬事法の一部を改正する際にも引き継がれ，諸

外国と異なる日本特有のシステムである，院内での薬の販売を許す根拠となっている。明

治となってドイツに倣い医学と薬学を分離したため，治療を行う職能が医師と薬剤師に分

かれることとなったが，明治以前の日本においては，医師を薬師（くすし）と呼んでい

た。治療はほとんどが薬に頼るものであったためである。薬律を定める際に，「調剤を薬

剤師以外が行うことを禁ずる」と定めているにもかかわらず，医師が薬を売ることが可能

となる抜け道とされるような附則が作られたのはそういう背景があったためである。しか

 
29 薬科大学（薬学部）学科別一覧 2019 年度 

文部科学省ウェブサイト 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/20

19/08/30/1352588_7.pdf 

アクセス日 2022/12/10 
30 一部大学には 4 年生の薬学部も存在するが，ここは学者や研究者になるためなど免許に

よらない薬学を修めることが目的のコースで，薬剤師国家試験受験資格は取得できな

い。私学薬科大学では学力が足りず卒業できない，または国家試験の合格が望めない学

生の転部先となっている場合もある。 
31 附則 43 条「医師は自ら診察する患者の処方に限り（中略）自宅において薬剤を調合し販

売授与することを得」 
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し，医薬分業を行わない状況でも，薬局は一般の売薬を扱ってそれなりの利益を得ること

が可能な小売業であった。国民皆保険となる昭和 36 年までは，医者にかかることが経済

的に難しい時代でもあり，薬局はプライマリーケアとしての健康相談と治療薬を販売する

場となっていたからである。しかしその間も，日本薬剤師会は，明治 22 年の薬律公布か

ら一貫して，附則の特例をもって，医師が薬を患者に販売することに強い違和感を唱えて

おり，処方箋の発行を政治的に働きかけ続けていた。そして昭和 49 年に医師の処方せん

料が大幅に引き上げられた時点から日本の医薬分業が本格的にスタートした。これは前年

の医師会会⾧武見太郎と薬剤師会会⾧石館守三の医薬分業に対する合意に端を発するとい

われている。こののち医師への経済的な誘導政策や薬価差益の大幅な縮小などに後押しさ

れ，昭和の末期から平成の約 30 年間，いわゆる薬局バブル状態がおこり調剤薬局が町に

あふれた。分業率を表す処方箋受け取り率32は 2021 年度の保険調剤の動向33によると，全

国平均で 75.3％である。この数字は，僻地で薬局経営が成り立たないか，別の特殊な事情

がある医療機関以外は，すでに分業に踏み切っていることを表すものであるとされてい

る。かつてのように政府の経済的な院外処方箋発行の誘導策もすでに終わりを告げてお

り，常に右肩上がりであった調剤薬局の経営も以前ほど良いものではない。むしろ昨今で

は，医薬分業に後ろ向きの議論さえ始まっている。高齢化が急速に進み国家財政への医療

費の占める割合が常に問題視されてはいたのだが，平成 27 年に規制改革会議34において，

調剤業務において負担額に見合ったサービスを行えているのか現状を危惧する意見が提出

された。これを受けて厚生労働省から「患者のための薬局ビジョン」が策定され，患者本

位の在り方を求められることとなり，翌 28 年 4 月の調剤報酬改定により，かかりつけ薬

剤師指導料等が新設されることとなった。本研究の主題であるかかりつけ薬剤師とその制

度は，このような状況の中で生まれたものである。「負担額に見合ったサービス・患者本

位の薬局」を達成するために，患者が選択したかかりつけ薬剤師が，処方医と連携して患

者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で，患者に対して服薬指導等を行う業務を

「かかりつけ薬剤師指導料」として新設されたものである。こののちも調剤薬局のサービ

スを改善または強化するためとして，平成 28 年 10 月には個々の薬局が，健康サポート薬

 
32 診療実日数に基金統計月報及び国保連合会審査支払業務統計より得られた医科歯科の投

薬率を乗じて得た投薬対象数が分母であり，分子を実際に受け付けた処方箋の枚数として

いる。 
33 医薬分業進捗状況（保険調剤の動向） 

日本薬剤師会ウェブサイト 

https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/bungyo/s/R3suikei.pdf 

アクセス日 2022/12/10 
34 平成 27 年 1 月 28 日 第 41 回規制改革会議 
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局35の機能を持つことが推奨され，適合薬局の届出が開始された。平成 30 年４月には，調

剤報酬改定により，地域包括ケアシステムの中で，地域医療に貢献する薬局を評価する

「地域支援体制加算」36が新設された。加算が新設される際には，逆に減じる点数が発生

する。よってこれまで通りの経営状態を保つためには，常に新規点数の求める業務をこな

す必要がある。地域支援体制加算は，算定できない状態であれば経営がかなり難しくなる

ような大きな点数として新設された。これら一連の「患者本位の薬局」をとの要請は，薬

剤師の在り方に大きな改革を求める種類のものである。その後もさらに平成 31 年には，

0402 通知37と呼ばれている現場の景色を大きく変えることとなる通知が出され，かつ薬機

法38の改正案が国会で可決された。0402 通知は，薬剤師の現場で⾧らくグレーゾーンとさ

れてきた，非薬剤師による調剤補助業務について，薬剤師の専権である調剤業務との線引

きを明確に行って，薬剤師の業務をこれまでの物である医薬品を中心に取り扱う対物業務

から，患者に向かい合うことが中心であるという対人業務へと舵を切らせるものである。

 
35 日本薬剤師会によると，健康サポート薬局とは，厚生労働大臣が定める一定基準を満た

している薬局として，かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて，市販薬や健康食品に関する

ことはもちろん，介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局のこと。 

日本薬剤師会ウェブサイト 

https://www.nichiyaku.or.jp/kakaritsuke/support_pharmacy.html#:~:text=%E5%81

%A5%E5%BA%B7%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E8%96

%AC%E5%B1%80%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8E%9A%E7%94

%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%8C%E5%AE

%9A%E3%82%81%E3% 

アクセス日 2022/12/10 
36 地域医療への十分な体制と実績を評価する診療報酬上の加算点数。 

かかりつけ薬剤師が機能を発揮し，地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するもの 

調剤基本料の区分によらない共通の施設要件（一定の開局時間，在宅体制整備等）及び

調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場

合に算定できる。 
37 厚生労働省課⾧通知 

薬生総発 0402 第１号平成 31 年４月２日 

非薬剤師に薬剤師の業務補助を認めるという内容の通知 
38 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）  

2018 年に改正，2020 年９月１日 施行 

薬剤師が，調剤時に限らず，必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行

う義務， 薬局薬剤師が，患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に

提供する努力義務 を法制化 
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その通知により，「物から人へ」という掛け声とともに，薬局内の業務は大きく転換し

た。薬機法改正では 0402 通知によって薬剤師にできた時間的余裕をより患者に振り向け

させるような業務の内容が義務として新設された。施行は 2020 年 9 月。同日にはオンラ

イン診療も解禁された。こちらは初診時からのオンライン診察を許可することへの医師会

の反対を押し切る形で少しずつ進むこととなった。これはコロナウィルス感染症への対応

から導入されたものが恒久化された例である。このような致死的なパンデミックを経験し

た医療業界に身を置くものとしては，これまでとは明らかに求められるものが異なること

を体感するものである。想像するよりも時間的に早い進行度合いで，予想はしていたがま

だ先のことと考えていた将来を先取りする形で物事が進んでいる。 

海外の薬剤師業務に倣えば，まだまだ未導入の分野の業務もあるが，そうした業務（ワ

クチン接種業務や軽医療への一定の診察行為とその結果を受けての調剤業務など）につい

ても，ワクチン接種に向けた注射の講義を行う薬科大学が出始めていることや，2022 年度

診療報酬改定でレフィル処方箋39が新たに認められたことなどのように少しずつ薬剤師の

行うべき業務として拡大の方向である。そしてもう後戻りはしない。 

以前のように免許があれば仕事とそれなりの給与が保証された時代は過ぎ去ったのであ

る。国家予算の一部としての医療費は，財務省マターで診療報酬の方向性さえもが決ま

り，もはや聖域ではない。しかし医療人は患者本位の医療を行うことからは遠ざかること

はできない。薬剤師として自身をいかに向上させることができるかが，この先の職業的な

また人生全般の幸福を左右するのではあるが，医療人としてのハートとしっかり稼げるス

キルの両立が課題である。2022 年現在の薬剤師を取り巻く状況はそのようなものである。 

 

5.3 かかりつけ薬剤師とその業務 

5.3.1 かかりつけ薬剤師とは 

2000 年の介護保険の創設によって医療と介護が切り離された。これによって，介護サー

ビスが必要な高齢者は皆，行政または行政からの委託者による訪問調査と主治医の意見書

を得たうえで，介護認定審査会に介護度を決定され，ケアマネージャーに相談しながらサー

ビスの計画を行ったのちに，サービスを受けるという手順を新たに得たのである。病気は医

師の管理のもと医療保険で治療を受け，老化に伴う様々な障害や不都合は介護保険によっ

て支援が受けられることになった。それまでなかった新しいサービス，例えば，デイケアや

デイサービスといった日中の高齢者向けのサービスや，福祉用具の貸与や住環境の整備と

いったサービスも介護保険の枠組みの中で生まれた。入院患者も病状の安定した高齢者は，

介護保険の取り扱いへと変わった。自宅で過ごす要介護者には，訪問介護サービスとしてヘ

 
39 症状が安定している患者さまについて，医師が指定した一定期間内に同じ処方箋を反復

利用できる，という仕組み。2022 年 4 月の診療報酬改定時よりスタートした。 
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ルパーが派遣され，介護施設への入所にも介護保険が適用された。しかし，それまではその

ようなサービスは社会福祉協議会や社会福祉法人，行政などが行っており，需要に見合った

供給量があったとは言えない。それを介護保険の開始とともに爆発的に増えることを見込

まれる需要に向けて民間にサービス参入させることで大量供給を行えるようにしたのであ

る。無から有を，ゼロから 1 を生み出すこの大きな変わり目にあたり，薬剤師等の医療職も

役割を与えられた。それは 5 年以上の職務経験でケアマネージャーの受験資格を得られる，

というものであった。薬剤師を含む多くの医療職者がケアマネージャー資格を取得したが，

給与水準の違いもありケアマネージャーとして活躍するものは少なかった。しかし 2025 年

の地域包括ケアに向けたスタートを切るにあたり，介護保険を医療者の多くに知らしめる

ことが，この受験資格の付与と受験勉強を行うことによる介護保険とサービスの知識の獲

得によって実現したと考える。あれからすでに 20 年以上がたち，地域包括ケアシステムの

完成を達成せねばならない 2025 年がもうそこまで来ている。厚生労働省は，2025 年を目

途に，高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで，可能な限り住み慣れた地域で，

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう，地域の包括的な支援・サービ

ス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています，とウェブサイト上で広報し

ている。 

かつて社会的入院という言葉がよく使われていた。これは「社会的な事情によって行われ

ている入院」を意味していた。この「社会的」というのは，一人暮らしや在宅では看護また

は介護するもののない患者の事情をそのように呼んでいた。介護については介護保険が導

入されたが，高齢に伴う疾患や症状の治療や看護についての問題解決が，この次にやって来

る地域包括ケアシステムのテーマである。自宅（またはそれと同等の住居）における介護保

険を用いたサービスは量・質ともに一定の粒度となってきている。しかしそこへの医療の提

供体制の充実が現実のものとならなければ，高齢に伴う疾患や症状への対処であっても入

院せざるを得ない状況が発生し，自宅で自分らしく最期を迎えることは難しい。こうした中

で医療職はみな，医療機関から患者宅へと出向くことを促されているのである。薬剤師は病

院勤務者と薬局勤務者とで働き方が異なる。どちらも医療法，薬剤師法，医薬品医療機器等

法の下で働くのであるが，後者はさらに健康保険法の規制を受ける保険薬剤師であること

が求められる。保険調剤薬局での業務はこの健康保険法の規定に基づいた保険医療機関及

び保険医療養担当規則に沿った業務である必要があり，その際の診療時の報酬は健康保険

法によって規定される中央社会保険審議会の答申によって決定される。社会保険医療審議

会で現在社会において必要とされる薬局サービスを考慮し，診療報酬を取り決めることで

療養担当規則にのっとった，保険薬剤師によるサービスが社会へと提供される。地域包括ケ

アシステムへの対応に向けて診療報酬などが決まっていくこのような枠の中で，報酬点数

の組み換えなどにより，保険薬剤師も薬局を出て患者宅へと訪問するように促されている。 

かかりつけ薬剤師という制度はそうした中，2016 年四月の診療報酬改定時に新しい制度

として生まれた。 



 

57 

 

診療報酬算定上の要件を参照すると，『患者が受診している全ての保険医療機関，服用薬

等の情報を把握』，『担当患者から 24 時間相談に応じる体制をとり，患者に開局時間外の連

絡先を伝え，勤務表を交付』，『調剤後も患者の服薬状況，指導等の内容を処方医に情報提供

し，必要に応じて処方提案』，『必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を実施』などの

項目が見られる。かかりつけ薬剤師とは，患者と個別に契約を行ったうえで，そのような業

務を行う薬剤師のことであり，患者の薬物療法の責任者である。薬局へ自分で足を運べるう

ちから，当該患者に個別に手厚く薬学的ケアを行うことで，疾病の進行を予防・または遅ら

せるという目的を達成するために薬学的知識を駆使することが求められる。 

 

以下がかかりつけ薬剤師制度の算定要件の概要である。 

患者が選択した「かかりつけ薬剤師」が，処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続

的に把握した 上で患者に対して服薬指導等を行う業務を薬学管理料として評価する。  

 かかりつけ薬剤師指導料 76 点（1 回につき） 

服薬管理指導料の特例（かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合）59 点 

[算定要件概要] 

① 患者が選択した保険薬剤師が患者の同意を得た上で，同意を得た後の次の来局時以降に

算定できる。  

② 同意については，当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し，その旨を薬剤服

用歴に記載する。  

③ 患者 1 人に対して，1 人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師指導料を算定できる。か

かりつけ薬剤師と連携するかかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導等を行った場合は当

該指導料を算定できない（要件を満たせば，薬剤服用歴管理指導料は算定できる。）。  

④ 手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名，勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載する。 

⑤ 担当患者に対して以下の業務を実施すること。 

ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務  

イ 患者が受診している全ての保険医療機関，服用薬等の情報を把握  

ウ 担当患者から 24 時間相談に応じる体制をとり，患者に開局時間外の連絡先を伝え，

勤務表を交付（やむを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師でも可。2022 年改定で連携の

契約を患者とした薬剤師であればかかりつけ薬剤師算定が可能となった。）  

エ 調剤後も患者の服薬状況，指導等の内容を処方医に情報提供し必要に応じて処方提案  

オ 必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を実施  

［施設基準］ 以下の要件を全て満たす保険薬剤師を配置していること。  

(１) 以下の経験等を全て満たしていること。  

ア 施設基準の届出時点において，保険薬剤師として３年以上の薬局勤務経験があること。 

イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。（2018 年に未就学児童の保育者の短

時間勤務（週 4 日以上 24 時間以上勤務）が認められた。）  
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ウ 施設基準の届出時点において，当該保険薬局に６月以上在籍していること。（2018 年に

1 年以上の勤務者と改められた。）  

(２) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得しているこ

と。（2016 年に新規に創設された後，隔年の診療報酬改訂で，数度の手直しがあった。これ

は 2022 年の改定後の要件である。） 

 

5.3.2 職務特性モデルによる比較・分析 

かかりつけ薬剤師とその業務について職務特性モデルによる比較と分析を行ってみたい。

第 3 章の先行研究でジョブ・クラフティングと職務設計（ジョブ・デザイン）との関係につ

いて記述した。職務特性モデルでは，すべての職務を五つの中核的職務特性で説明している。

Robbins（2009）によると，中核的職務特性としての技能多様性，タスク完結性，タスク重

要性といった特性から臨界心理状態として仕事に対する有意義感の経験を得る。そして中

核的職務特性としての自律性からは責任感の経験，そして同様にフィードバックが行われ

ることにより業務の結果に対する情報が得られる。それら三つの臨界心理状態（有意義感の

経験，責任感の経験，結果に対する情報）が多く存在するほど，従業員は内的報酬を受け取

ることになり動機づけられるとの定義がされているものである。厚生労働省が規定した，か

かりつけ薬剤師業務と従前の薬剤師業務について，これらの定義に沿って比較と分析を行

った。 

まず中間的職務特性である 5 つの職務特性モデルであるが，一つ目の技能多様性は，職

務がどの程度多様な業務を必要とし，そのためその職務において労働者がどの程度多様な

スキルや才能を活用できるかを示す特性であると定義されている。薬局における薬剤師の

仕事は，まさに多様である。一般的な街の薬局では，処方箋調剤のみならず，風邪薬や胃腸

薬，便秘薬，傷薬，目薬などの一般薬から氷嚢，サポーター，包帯，着圧タイツなどの医療

関係の雑貨，化粧品や健康食品，ドリンク剤など様々な商品を取り扱っている。これらを販

売するには商品知識はもちろんのこと，医薬品の場合は症状の聞き取りから処方を考えて

提案し販売するといった様々な業務を行っている。また処方箋を持参した場合の患者は，診

断後の薬物治療以降が薬剤師の担当する仕事である。患者の状態やこれまでの服薬状況，他

院での受診や投薬の有無を確認し，その情報や現在の患者の様子から処方箋に記載されて

いる処方薬で問題がないかの検討を行い，必要な薬を場合によれば作成したり調整したり

して交付する。交付時には当該医薬品の服用上の注意や考えうる副作用，併用してはいけな

い医薬品や食物などの情報を話して指導を行う。確認，検討，調整，指導，交付などという

一連の仕事の一部ではなくすべてを担当する。またかかりつけ薬剤師となった場合はさら

にここに服用後の状況の確認という仕事が加わってくる。また専門病院ではなく町の薬局

の場合は，同じ病気の患者さんばかりが来るということはない。患者によって病気も併用状

況も現在の状態も異なる。技能多様性の度合いが高い職種の例として挙げられている，車の

電気系やエンジンから車体まで修理し接客までを行う自動車修理工場のオーナー兼修理工
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と薬局薬剤師の仕事における技能多様性はかなり共通している。 

二つ目はタスク完結性である。これはある職務において仕事全体や特定の仕事を完結さ

せることがどの程度必要とされているのかを示す特性である。タスク完結性の度合いが高

い職種としては，デザイン，材料の選定，組み立て，仕上げまでの工程をこなすキャビネッ

ト製作者が挙げられている。技能多様性の項で述べたように薬局薬剤師は患者の来店時の

相談から薬を決めて投薬し指導を行う。タスク完結性はかなり高いと思われる。かかりつけ

薬剤師業務は先ほども述べたように服用後の状況の確認までが仕事の範囲となるので，さ

らに完結性は高くなるが逆に，処方箋調剤においては来店時に患者はすでに体調の悪いこ

とを医師に相談済みで，診断と投薬の決定がなされたのちに処方箋を発行されて来局して

いるので，薬局の店頭で一般薬を売っている薬剤師よりもその部分ではタスク完結性にお

いては後退しているといえる。 

3 つ目のタスク重要性については，医療職はすべて命に係わる仕事を担っているので，タ

スクが重要であることについては言わずもがなである。しかし薬剤師の業務がかかりつけ

薬剤師業務へと進化するためには何度も述べているが，『患者が受診している全ての保険医

療機関，服用薬等の情報を把握』，『担当患者から 24 時間相談に応じる体制をとり，患者に

開局時間外の連絡先を伝え，勤務表を交付』，『調剤後も患者の服薬状況，指導等の内容を処

方医に情報提供し，必要に応じて処方提案』，『必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等

を実施』，これらに対応する必要がある。患者の健康情報という取り扱いに最大の注意を要

する個人情報を取り扱い，いつでも対応し，調剤後もフォローして家に行くことさえ行うと

いうことである。かかりつけ薬剤師として働くためにはこれらが必要であるが，かかりつけ

薬剤師としての定義に書かれて目を引いたのは後ろの二つである。店頭だけの関係を超え

た関係の構築が望まれており，そのことは医療職であっても軽いものと感じることはでき

ない。身が引き締まるような思いであり，かかりつけ薬剤師としての自らのタスクがさらに

重要であることに気づかぬものはいない。 

次は自律性についてである。薬剤師は 3 章で確認したように専門職である。決して難易

度が低くはない国家試験に合格し，国から薬剤師という資格を付与された時点で有資格者

としての行動が求められる。それは⾧期にわたる修養年限での間に何度も繰り返し刷り込

まれてきたことである。またそれは，薬物治療のプロとして働く専門職のプライドでもあり，

薬剤師として自律的な行動が求められていることは当然と受け止めていると考えている。

当たり前のこととして自分自身で計画を立てて仕事を行い，患者の薬物治療の手助けをす

ることが行われている。かかりつけ薬剤師としての業務として追加されるとすれば計画を

立てて仕事を行い，患者の薬物治療を手助けしたのちの効果への検証とその治療への責任

であると考えられる。前項の重要性，次項のフィードバックとも関連するが，そこまでが自

律的に行うべき範囲となる。しかしカバーする範囲が違っても，薬剤師にもかかりつけ薬剤

師の自律的に仕事を行うという部分は備わっていると思われる。 

最後はフィードバックである。職務が要求する業務を実行した結果，その業務の有効性に
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ついての明確な情報が，どの程度個人に対して直接提供されるかを示す特性である。例とし

て iPod の組み立てから検査までを担当し，自分で組み立てた製品が問題なく作動するかど

うかを確かめることのできる工員は，フィードバックの度合いの高い職務についていると

言えるとされている。ここが前項でも述べたように薬剤師とかかりつけ薬剤師としての業

務に差異が出てくる部分である。かかりつけ薬剤師業務では，新たに服用後の患者の状況の

確認が義務に加えられている。それを行うことで，かかりつけ薬剤師としての薬剤師に患者

の薬物治療の効果の確認や副作用の発見を行わせるものであると思われる。これまで患者

はお薬が交付されたのちの体調変化については，患者自身で気づいたときは自ら行動する

ことに任されていた。もちろんそれは重要であるが，薬の副作用は薬剤師に聞かれて初めて

副作用とわかるものも多く，見逃しがちであると思われる。患者も言われてみれば該当する

症状があるということは，これまでも薬局店頭で何度も経験している40。これまでのフロー

では，服用後の状況の確認は，継続的な受診者は次回の医療機関の受診時に，薬局では処方

箋持参時に行っていた。しかし自宅に帰ったのちの服薬後の体調変化については，気になる

場合には個別に電話をするなどのことをしたこともあったが，どのようなフォローを行う

べきかは明確ではなかった。また風邪などの普段継続的に受診していない患者の単発的な

医薬品の服用も実は確認対象としたいところである。しかしかかりつけ薬剤師としての業

務に服用後の状況の確認がはいったことで，薬物治療における重要なパーツが一つ付け加

わることとなったと考えている。このかかりつけ薬剤師としての服用後の状況の確認業務

は仕事の結果を知ることができ，フィードバックを得ることとなる。 

以上かかりつけ薬剤師としての業務と一般の薬剤師の業務を比較してみたが，三つの臨

界心理状態（有意義感の経験，責任感の経験，結果に対する情報）が多く存在するほど，従

業員は内的報酬を受け取ることになり動機づけられるとの定義からも，かかりつけ薬剤師

としての業務のほうが動機づけられることが多いように思われる。現場での聞き取りでも

かかりつけ薬剤師としての業務にやりがいを感じる意見を多く聞くことができていたが，

このことからも裏付けられるのではないか。 

 

5.3.3 まとめ 

2022 年現在の薬剤師の置かれている状況はこのようなものであり，これからの変革の時

代には，まずかかりつけ薬剤師になることが必須である。薬剤師自身はかかりつけ薬剤師に

なることが今後の自身の職業人生を左右するであろうし，雇用する薬局側もかかりつけ薬

剤師を雇用し活用することが，薬局の社会的意義の発信にも会社経営にも欠かせない。 

将来的にはかかりつけ薬剤師の業務を行うことができる実力や行っていた実績件数など

でその薬剤師のステイタスができていくと思われる。しかし現状は以前ほどではないにせ

 
40 例えば，降圧剤による咳嗽，消炎鎮痛剤による消化器症状，貼付剤による日光過敏症な

ど 
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よまだ売り手市場であり，一般の薬剤師でさえまともな薬剤師を雇用するにはそれなりの

時間を要する。そうであればすでに雇用している薬剤師にかかりつけ薬剤師業務を行うこ

との必要性を説いて自らがかかりつけ薬剤師へと変わっていけるように促しサポートして

いくことが会社経営上からは早道であり，また社員のためにもなると思われるため実行の

必要がある。そのためにはなにをどうすればよいか。どうしてもかかりつけ薬剤師が必要で

あるとすると，どうしたら薬剤師をかかりつけ薬剤師に転換できるのか。専門職である薬剤

師が，このような新しい役割を獲得することをジョブ・クラフティングが後押ししている。

そうであればこのジョブ・クラフティングがうまく促進される要因を特定し，それをうまく

コントロールできればかかりつけ薬剤師が量産できるかもしれない。私の実務家として，そ

して自らも専門職として自らの職を大事にしている薬剤師として，今後の薬局と薬剤師が

末永く栄えるための鍵がここにあるのではないかという直感からこの研究は始まっている。

それはどんな要因があるとうまく進むのか，その要因とは何か。 
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第 6 章 薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメント 

―かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の比較41 

  

6.1 背景 

この章では，薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメントに着目して，かかりつけ

薬剤師と非かかりつけ薬剤師の比較を行う。 

2022 年現在薬剤師に求められている業務は，かつての対物中心の業務から対人を中心と

した業務に移りつつある。薬剤師はかかりつけ薬剤師となって業務にあたることが必要で

あり，それは所属する薬局にも利益をもたらすこととなる。薬剤師の給与は安くはなく，診

療報酬は二年に一度の改定ごとに逓減していく方向である。これは少子高齢化による納税

者の減少に対して，医療費の増加が止まらぬことへの対策である。患者側の受診抑制につい

ても策は取られてはいるが，医療提供側の報酬の削減も厳しく行われており，薬局のみなら

ず病院，クリニックなどすべての医療機関において収益の減少は大きな課題である。かつて

の医療機関は営業していればさえ利益が出るといった状態であった。誰でも経営すること

が可能であったといっても過言ではない。しかし今般は経営努力が必要となっている。医療

機関を経営するためには，まず医療者を雇用しなければ営業できない。これらの人材は専門

職であり，倫理規定に則った行動は期待できるが，準拠組織での情報交換も盛んで，所属組

織以外でも高いエンプロイアビリティを保持しているため給与やその他の待遇については

雇用者側が譲歩せざるを得ない場合が多い。こうした特色を持つ職員をうまく使うことが，

医療機関の経営には求められるのである。 

このような中で，国から薬剤師への新しいあり方として，かかりつけ薬剤師制度が提示さ

れた。もともとの薬剤師の仕事は，薬物による事故が起こらぬようにするためのものであっ

た42。薬による体調への問題を考えることが主たる業務であり患者に薬を交付するという行

 
41 本章は，本間利通・串田ゆか（2019）「薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメン

ト ―かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の比較」『大阪経済大学ワーキングペー

パー』No.2019-2, 1-11.をもとに加筆を行ったものである。 

 
42 薬剤師の仕事は，フリードリヒ 2 世が毒殺を恐れて主治医の処方した薬を別の者にチェ

ックさせたのが始まりと伝えられている。1240 年には 5 ヵ条の法律（薬剤師大憲章）

で医薬分業を定めている。 

医薬分業とは 

日本薬剤師会ウェブサイト 

https://www.nichiyaku.or.jp/activities/division/about.html 
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為は全体のほんの一部であって中心ではない。そのため薬剤師の仕事には，患者が自分のた

めに働いてくれているのだということを理解しやすいアクション（医師なら聴診，看護師な

ら注射などのボディタッチを伴う診療行為など）がほぼない。これまで患者に自らの仕事を

アピールしてこなかったことは，薬剤師会をはじめ薬剤師全体に責任があるのだが，患者か

らは役割の認知や必要性への理解が低い。その結果薬剤師業務については，高い患者満足を

得るということとはなじみにくい。危ない目にあって，そこを薬剤師に間一髪で命を助けら

れたといった状況はそうそう発生しないし，またそういったことがそうそう発生しないよ

うに常日頃より薬物治療に関する状態を保持することが薬剤師の仕事である。薬剤師とは

何をしているのかという本質が見えにくい仕事なのである。 

しかし地域包括ケアシステム43における薬剤師の働きを期待するだけではなく，規制改革

会議等から，費用対効果が見えないなどのクレームが出たことがこうした薬剤師の働きに

疑問を投げかけたのかもしれない44。薬局に閉じこもって行っていた対物業務から患者と話

す，患者のもとへ出かけていく対人業務へのシフトを行うことを強く求められているので

ある。当然診療報酬もそちらに傾斜して配分されていくこととなる。しかしアクションの少

ない業務が，患者のみならず広く国民の理解や認知が得られないことは事実であり，前章で

も述べたようにかかりつけ薬剤師制度によって義務とされた業務を行うことは薬剤師自身

も強く動機づけられるようである。そして薬局経営者としての筆者は，雇用する薬剤師をか

かりつけ薬剤師としてうまく働いてもらうことに注力する必要がある。そのためには薬剤

師にかかりつけ薬剤師となってもらうために会社として何ができるのかを知りたい。そこ

で第一歩としてかかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師では，どのような違いがあるのか

を，それぞれのコミットメントの違いに着目して検証してみることとした。 

2019 年 8 月に，大阪市に本社がある調剤薬局に勤務する薬剤師 60 人を対象として，ア

 

アクセス日 2022/12/10 
43 団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に，重度な要介護状態となっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，住まい・医療・

介護・予防・生活支援が一体的に提供されるようなシステムを現在構築している途上で

ある，そのシステムを指す。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chi

iki-houkatsu/ 
44 2015.3.12. 規制改革会議  

健保連副会⾧ 白川修二氏 

「われわれは基本的には，医薬分業を推進すべきだという立場だ」と述べる一方で，「院

外処方でコストが増えているのは間違いない」「それに見合うほど調剤薬局の機能は十

分ではない」などと発言。 
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ンケート調査を行った。2019 年 8 月にアンケート配布ののち 2019 年 9 月に回収した。ア

ンケートでは，組織に対する関わり方を組織コミットメントとして，職業に対する関わり方

を職業コミットメントとして測定した。それぞれのコミットメントの違いに着目すること

で，専門職の特殊性に対応可能となると考えている。 

また本章は，Meyer & Allen(1997)による組織コミットメントの 3 要素モデルに基づいた

組織コミットメント尺度と職業コミットメント尺度を使用しているが，職業コミットメン

トの質問項目は職業の部分を薬剤師と改定して使用している。そして本研究は，これら 3 要

素モデルに基づいた組織コミットメント尺度と職業コミットメント尺度を改良するための

予備調査としての側面も持っている。 

 

6.1.1 かかりつけ薬剤師について 

『かかりつけ薬剤師』制度は，2016 年に新設された。政府はこの制度を通じて，地域包

括ケアシステムに向けた薬剤師や薬局の働きを期待しているといわれている。『かかりつけ

薬剤師』制度の要件（5.3.1 かかりつけ薬剤師とは，に記載）を参照すると，『患者が受診し

ている全ての保険医療機関，服用薬等の情報を把握』，『担当患者から 24 時間相談に応じる

体制をとり，患者に開局時間外の連絡先を伝え，勤務表を交付』，『調剤後も患者の服薬状況，

指導等の内容を処方医に情報提供し，必要に応じて処方提案』，『必要に応じて患家を訪問し

て服用薬の整理等を実施』などの項目が見られる。この制度が目指す内容は，少しずつ進化

してきた薬剤師業務の集大成となっている。診療報酬改定のたびに，薬剤師に求められる業

務が変更されており，この要件に近づきつつあったが，この制度はそれをまとめているもの

である。内容としては，より患者に寄り添うことを求めるものであり，そこには疾病だけで

はなく個別の事情や背景を持つ患者一人一人に配慮することが求められる。 

かかりつけ薬剤師は重要な位置づけをされているが，浸透にはまだ課題があることがう

かがえる。日本保険薬局協会が 2018 年 8 月に行ったオンライン調査45によると，「かかりつ

け薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数」は，有効回答数 3171 件のう

ち 0 回が 1,467 件（46.3%），1 回以上 10 回未満が 722 件（22.8％），10 回以上 20 回未満

が 298 件（9.4%），20 回以上が 684 件（21.6%）だった。また 2020 年 1 月に行ったオンラ

イン調査では，かかりつけ薬剤師算定が可能である週 32 時間以上の勤務薬剤師のうち，か

かりつけ薬剤師を届け出ている人数について，9253 人中 3715 人（40.1％）であると報告さ

れている。 

かかりつけ薬剤師制度は，非雇用者である薬剤師の側だけから見ても，薬剤師のモチベー

ションアップにもつながるようであり，職業としての理解や認知にもつながれば専門職と

してのプライドを満たすものであると想像される。よいことばかりのように考えられるが，

 
45 日本保険薬局協会（2018）『ジェネリック医薬品及びかかりつけに関するアンケート報

告書』 
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薬剤師による取り組みはなかなか進んでいないようである。筆者の薬局でも薬剤師による

取り組みのばらつきが見られている。確かに厚労省から出されているかかりつけ薬剤師の

業務には，24 時間対応や自身の勤務シフト表の患者への交付の必要性など，時間外まで拘

束されるように感じる要件や，またはストーカー被害にあうのではないかと危惧すること

もおかしくないような要件が記載されておりそれへの拒否感と自分一人で対処せねばなら

ぬかのような恐怖感が手伝っているのであろうとは容易に想像できる。昨今のカスタマー

ハラスメントは，医療現場にも波及してきている。しかしそれだけではない何かが，このば

らつきには作用していそうであると思われる。 

かかりつけ薬剤師は調剤薬局の経営管理としても重要な位置づけをされうる制度である

が，薬剤師の職務に対する認識を確認することが有効であると本研究は考える。そこで，本

研究では薬剤師の組織に対する認識と職業に対する認識を峻別して，それぞれがかかりつ

け薬剤師の取得にどのような影響を与えているのかについて考察する。 

 

6.1.2 目的 

前節で見たように，かかりつけ薬剤師制度は国から強く推進される動向にある。薬剤師自

身も専門職としてのスキルを活かし仕事に関する満足度を上げるためには，かかりつけ薬

剤師制度推進の波にうまく乗る必要がある。そして今，調剤薬局の経営管理の立場からは経

営原資の確保と従業員福祉の向上などいくつもの観点から薬剤師を一人でも多く，一日で

も早くかかりつけ薬剤師に転換させることが必要である。こうした中で，調剤薬局の経営管

理について分析する観点は「職務再設計」や「ジョブ・クラフティング」など様々な観点が

考え得る。 

本章の目標は，調剤薬局の経営管理の立場から，かかりつけ薬剤師の推進において，薬剤

師の組織に対する関わり方と職業に対する関わり方の有効性を検討することを目的とする。

特に，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の組織コミットメント及び職業コミットメ

ントの程度の違いを確認する。そのために，薬剤師を対象としたアンケート調査を行った。

本調査は，予備調査としての側面があり，今後に用いる尺度の改良も目的とした。 

 

6.2 先行研究 

6.2.1 薬剤師調査 

厚生労働省が 2 年に一度提出を求める薬剤師届を基にした 2020 年（2020 年）医師・歯

科医師・薬剤師統計の概況によると，薬剤師の人数は 1984 年から 2016 年にかけて 129,700

人から 301,323 人へと約 2.3 倍に増加しており，特に調剤薬局に勤務する薬剤師数が 42,173

人から 172,142 人へと約 4 倍となり，大きく増加している（図 6-1）。調剤薬局に勤務する

薬剤師の人数は増加しているが，薬剤師の需要は依然として高く，薬剤師の採用には課題が

あることがうかがえる。さらにその後 2020 年 12 月 31 日現在における全国の届出「薬剤師

数」は 321,982 人で，「男」124,242 人（総数の 38.6％），「女」197,740 人（同 61.4％）と
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なっており，「薬局の従事者」は 188,982 人（総数の 58.7％）である。平成 28 年（2016

年）からも増加していることがわかる。 

 

 

 
出所）厚生労働省『医師・歯科医師・薬剤師調査』より筆者作成 

図 6.1 薬剤師人数の推移 

 

 

こうした中で，薬剤師の組織に対する関わり方と職業に対する関わり方について着目す

る，薬剤師の組織行動の分析が試みられてきた（本間・四条，2018）。次に，薬剤師の組織

に対する関わり方を組織コミットメントとして，薬剤師の職業に対する関わり方を職業コ

ミットメントとして先行研究を紹介する。 

 

6.2.2 組織コミットメントと職業コミットメント 

Meyer & Allen (1991) は，組織コミットメントは心理的状態を意味する用語であり，(a)

従業員と組織との関係を特徴づけ，（b）組織の成員であり続けるかどうかに関する決定に関

連する用語と定義した。Meyer & Allen(1991)による組織コミットメントの 3 要素モデルは，

組織コミットメント研究においても重要な位置づけをされる，主要なモデルとなっている。

組織コミットメントの 3 要素モデルは，情緒的コミットメント・存続的コミットメント・規

範的コミットメントの 3 要素から構成される。特に，情緒的コミットメントと存続的コミ

ットメントのそれぞれが，異なる組織行動をもたらすとの想定がされてきた。さらに，情緒

的コミットメントと存続的コミットメントの先行要因も異なるとの想定がされてきた

（Meyer & Allen, 1997)。例えば若林・山岡・松山・本間（2006）は情緒的コミットメント

および存続的コミットメントを目的変数とした重回帰分析を行なっている。説明変数とし
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て転職自信度をモデルに組み込んでいる。その結果，転職自信度は情緒的コミットメントに

は有意な影響は持っていないが，存続的コミットメントには有意な負の影響を持つことを

示している。 

Meyer, Allen, and Smith (1993) は組織コミットメントの 3 要素モデルを，対象を組織か

ら職業へと拡張させている。職業に対する関わり方も，情緒的・存続的・規範的の 3 つの要

素から構成されることを示している。櫻井（2021）では，医療提供組織における患者志向と

職務満足並びに組織コミットメントの関連性として薬剤師のコミットメントについての調

査が行われ，組織コミットメントには職務満足の影響が大きいことなどが示唆されている。

本研究でも，組織コミットメントと職業コミットメントを 3 要素で構成するモデルを想定

して，アンケートを設計した。 

 

6.3 調査方法 

本研究の調査対象者は，大阪市に本社のある調剤薬局に勤務する薬剤師 64 名である。質

問紙を 2019 年 8 月に配布して 2019 年 9 月に回収した。回答が不完全であった 4 部を除外

した 60 部を分析対象とした。 

 

6.3.1 デモグラフィック変数とその他 

デモグラフィック変数として，性別，職種，年代，勤続年数，職位，転職回数，かかりつ

け薬剤師の有無を尋ねた。回答者の属性は，男性 21 名（35%）・女性 40 名（65%）であり，

正社員の薬剤師は 38 名（63%）・パート勤務の薬剤師は 22 名（37%）だった。年代の分布

は，20 代 8 名（13%）・30 代 16 名（27%）・40 代 11 名（18%）50 代 19 名（32%）・60 代

6 名（10%）だった。かかりつけ薬剤師になっている薬剤師は 20 名（33%）であり，かか

りつけ薬剤師にはなっていない薬剤師は 40 名（67%）だった。 

離職意志に関する質問項目として「今の職場を辞めたいと思っている」を「１-ほとんど

あてはまらない」「2-どちらかというとあてはまらない」「3-どちらでもない」「4-どちらか

というとあてはまる」「5-とてもあてはまる」の 5 件法で尋ねた。平均は 2.5 で標準偏差は

1.19 だった。 
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6.3.2 使用した尺度 

組織コミットメント尺度として Meyer & Allen（1997）による情緒的コミットメント

（Affective Commitment）・存続的コミットメント（Continuance Commitment）・規範的コ

ミットメント（Normative Commitment）を修正した尺度を用いた。それぞれを 5 項目で測

定した（表 6-3）。 

職業コミットメント尺度として，Meyer, Allen & Smith（1993）による情緒的コミットメ

ント・存続的コミットメント・規範的コミットメントを修正した尺度を用いた。それぞれを

組織コミットメントと同様に 5 項目で測定した(表 6-4)。 

 

6.4 アンケート調査の集計結果 

6.4.1 薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメントの単純集計 

薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメントのヒストグラムは図 6.2 から図 6.4 の

通りである。 

 

（1） 薬剤師の情緒的組織コミットメントと情緒的職業コミットメント 

情緒的組織コミットメントの平均は 3.53 で標準偏差は 0.79 であり，情緒的職業コミット

メントの平均は 3.93 で標準偏差は 0.75 だった（図 6.2）。 

 

 

出所）筆者作成 

図 6.2 情緒的組織コミットメントと情緒的職業コミットメントのヒストグラム 
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（2） 薬剤師の存続的組織コミットメントと存続的職業コミットメント 

存続的組織コミットメントの平均は 2.42 で標準偏差は 069 であり，存続的職業コミット

メントの平均は 3.40 で標準偏差は 0.95 だった（図 6.3）。 

 

 

 

出所）筆者作成 

図 6.3 存続的組織コミットメントと存続的職業コミットメントのヒストグラム 

 

 

（3） 薬剤師の規範的組織コミットメントと規範的職業コミットメント 

規範的組織コミットメントの平均は 2.58 で標準偏差は 0.83 であり，規範的職業コミット

メントの平均は 2.69 で標準偏差は 0.90 だった（図 6.4）。 

 

 

 

出所）筆者作成 

図 6.4 規範的組織コミットメントと規範的職業コミットメントのヒストグラム 
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6.4.2 相関・平均・標準偏差 

相関・平均・標準偏差は表 6.１の通りである。 

離職意志と情緒的組織コミットメントは負の関係であった（-.609）。 

離職意志と規範的組織コミットメントも負の関係にあった（-416）。 

年代と情緒的組織コミットメント，情緒的職業コミットメントは，緩やかな正の関係にあ

った（.265，.256）。 

 

 

表 6.1 相関・平均・標準偏差 n = 60 

 

 
出所）筆者作成 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 標準偏差

1. 年代 - 2.98 1.24

2. 勤続年数 .540 - 2.47 1.20

3. 転職回数 .520 -.034 - 1.88 1.99

4. 離職意志 -.086 -.095 .126 - 2.50 1.19

5. 情緒的組織コミットメント .265 .174 -.122 -.609 - 3.53 0.79

6. 存続的組織コミットメント -.074 -.099 .149 -.245 .127 - 2.42 0.69

7. 規範的組織コミットメント -.070 -.024 -.256 -.416 .494 .459 - 2.58 0.83

8. 情緒的職業コミットメント .256 .134 .177 -.028 .277 .003 -.044 - 3.93 0.75

9. 存続的職業コミットメント -.087 -.204 .249 .038 .072 .483 .075 .429 - 3.40 0.95

10. 規範的職業コミットメント .120 .053 .127 -.204 .277 .522 .407 .341 .499 2.69 0.90
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6.4.3 かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師のコミットメントの比較 

かかりつけ薬剤師（20 名）と非かかりつけ薬剤師（40 名）の組織コミットメントおよび

職業コミットメントの平均値の比較と welch 検定を行った（表 6.2）。組織コミットメント

のうち存続的要素である存続的組織コミットメントについて，かかりつけ薬剤師の平均が

2.73 であったのに対して，非かかりつけ薬剤師の平均は 2.24 だった。職業コミットメント

のうち存続的要素について，かかりつけ薬剤師の存続的職業コミットメントの平均が 3.84

であったのに対して，非かかりつけ薬剤師の存続的職業コミットメントは 3.14 だった。 

 

 

表 6.2 かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師のコミットメントの 

welch 検定による平均の比較 

 

 
*p＜.05, **p＜.01 

出所）筆者作成 

 

 

6.5 考察 

6.5.1 かかりつけ薬剤師の組織コミットメント 

かかりつけ薬剤師の存続的組織コミットメントの平均（2.73）は，非かかりつけ薬剤師の

存続的組織コミットメント（2.24）よりも高かった（t = 2.42, p < 0.05）。存続的コミットメ

ントは必要性に基づくコミットメントであり，その組織に在籍し続けなければならないと

いう必要性を感じていると，かかりつけ薬剤師を取得する傾向があることになる。一方で情

緒的組織コミットメントの平均については，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の間

には差が見られなかった。組織に対する愛着が高くても，かかりつけ薬剤師の取得にはつな

がらないという結果になった。規範的組織コミットメントについても有意な差は見られな

かった。組織に対する義務感も，かかりつけ薬剤師の取得にはつながっていない。 

n = 20 n = 40

かかりつけ薬剤師 非かかりつけ薬剤師

平均 SD 平均 SD t
情緒的コミットメント 3.51 0.90 3.52 0.74 -0.13

存続的コミットメント 2.73 0.72 2.24 0.63 2.42 *

規範的コミットメント 2.48 0.81 2.61 0.84 -0.66

情緒的コミットメント 4.04 0.68 3.89 0.78 0.73

存続的コミットメント 3.84 0.74 3.14 0.97 2.90 **

規範的コミットメント 3.05 0.87 2.53 0.90 2.08 **

組織

職業
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6.5.2 かかりつけ薬剤師の職業コミットメント 

職業に対する関わり方の 3 要素として，情緒・存続・規範のそれぞれについて，かかりつ

け薬剤師と非かかりつけ薬剤師を比較すると，存続的職業コミットメントと規範的職業コ

ミットメントについては，かかりつけ薬剤師の方がより関わり方が強いという結果になっ

た。薬剤師で居続けたいという必要性と，薬剤師であり続けなければならないという義務感

を感じている人ほどかかりつけ薬剤師を取得する傾向にあり，薬剤師という職業に対する

愛着はかかりつけ薬剤師の取得にはつながらないことになる。 

 

6.5.3 薬剤師の経営管理 

従来的には存続的コミットメントは，パフォーマンスとは無関係もしくは負の関係にあ

るとの見方がされてきた（Meyer & Allen, 1997）。かかりつけ薬剤師の存続的な組織および

職業に対する関わり方が強いことは，かかりつけ薬剤師の推進において，存続的要素には適

応的な側面があることを示唆している。かかりつけ薬剤師の組織に対する存続的な関わり

方が強いということは，非かかりつけ薬剤師と比較して，組織を辞める際に失うものがより

大きいということを意味する。職業に対する関わり方も同様に，薬剤師をやめる際により失

うものが大きいということになる。かかりつけ薬剤師制度を推進する際には，情緒的要素で

はなく存続的要素が影響することを考慮に入れることが望ましいと考えられる。 

 

6.5.4 今後の課題 

専門職の組織コミットメントについて 

従来的に専門職の組織コミットメントについての研究は，看護師に関しては多く行われ

てきているが，薬剤師については相対的に少ない。本研究の今後は，組織コミットメントの

3 要素として情緒的側面・存続的側面・規範的側面それぞれがもたらす行動に着目して，調

査・分析を行うことである。サンプルサイズを増やしたアンケートを行い，かかりつけ薬剤

師と非かかりつけ薬剤師の比較をより精緻に行う。 

 

存続的要素について 

かかりつけ薬剤師の存続的要素に着目したインタビュー調査を行い，存続的組織コミッ

トメント尺度および存続的職業コミットメント尺度を改良することも今後の課題とする。 
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表 6.3 組織コミットメント尺度の 3 要素 

 
*は逆転項目 

出所）Meyer & Allen（1997）による情緒的コミットメント（Affective Commitment）・存続的コミットメント

（Continuance Commitment）・規範的コミットメント（Normative Commitment）の尺度を筆者改変 

  

1 . 定年までこ の会社で勤めるこ と ができ ればう れし い

2 . こ の会社に対する所属意識は持っ ていない*

3 . こ の会社に対する思い入れはない*

4 . こ の会社において仲間意識は持っ ていない

5 . こ の会社は私にと っ て重要な価値がある

6 . たと え私自身がこ の薬局を辞めたいと 思っ ても 、 それはでき ない

7 . こ の会社を辞めると すると 、 私の人生の多く が無駄になっ てし まう

8 . こ の会社を辞めない大き な理由は、 より よい条件の転職先がないから である

9 . こ れまでにこ の会社で仕事に精一杯打ち込んでいたら 、 転職し にく いだろ う

1 0 . 次の勤め先が見つから ない状態で、 こ の会社を辞めても 構わない*

1 1 . 雇用主に対し て、 こ の会社を辞めてはなら ないと いう 義務感を感じ る

1 2 . たと え離職し た方が私にと っ て得であっ たと し ても 、 辞めるべき ではない

1 3 . も し こ の会社を辞めると し たら 、 罪悪感を感じ るだろ う

1 4 . 職場の人々への義務感があるために、 こ の会社を辞めるこ と はでき ない

1 5 . こ の会社に対し て義理がある

情緒的組織コ ミ ッ ト メ ント

存続的組織コ ミ ッ ト メ ント

規範的組織コ ミ ッ ト メ ント
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表 6.4 職業コミットメント尺度の 3 要素 

 
*は逆転項目 

出所）職業コミットメント尺度として，Meyer, Allen & Smith（1993）による情緒的コミットメント・存続的コミット

メント・規範的コミットメントの尺度を筆者改変 

 

  

1 . 薬剤師は私の自分像の中で重要な意味を持っ ている

2 . 薬剤師を職業と し て選択し たこ と を後悔し ている*

3 . 薬剤師であるこ と を誇り に思う

4 . 薬剤師の業務が嫌いである*

5 . 薬剤師であるこ と がう れし い

6 . 薬剤師を辞めると し たら 、 も っ たいないと 思う

7 . 薬剤師と いう 職業を変更するこ と は私にと っ て難し い

8 . 薬剤師を辞めると 人生の多く の部分が損なわれてし まう

9 . 薬剤師と いう 職業を辞める障壁は特にない*

1 0 . 薬剤師を辞めるこ と は考えら れない

1 1 . 薬剤師を続けなければなら ないと いう 義務感は感じ ない*

1 2 . 薬剤師と し て訓練を受けたなら ば、 一定の期間はその職業を続ける必要がある

1 3 . も し 薬剤師を辞めると し たら 、 私は罪悪感を覚えるだろ う

1 4 . 私に薬剤師より も 向いている職業があっ たと し ても 、 薬剤師を辞めるべき ではないと 思う

1 5 . 薬剤師を続けなければなら ない責任を感じ る

情緒的職業コ ミ ッ ト メ ント

存続的職業コ ミ ッ ト メ ント

規範的職業コ ミ ッ ト メ ント
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第 7 章 薬剤師のジョブ・クラフティング 

本章は，串田ゆか, & 本間利通. (2021). 薬剤師版ジョブ・クラフティング尺度の予備的

検討: 薬剤師の自発的職務再設計行動の分析に向けて. 日本医療経営学会誌, 15(1), 31-36.

をもとに加筆を行ったものである。前章で行った薬剤師の組織コミットメントと職業コミ

ットメントについての分析から，さらにかかりつけ薬剤師になるために行うジョブ・クラフ

ティングについて，その尺度を用いて，薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメント

がジョブ・クラフティングにどのような影響を与える関係となるかを知るためにさらに調

査を行った。 

 

7.1 薬剤師のコミットメント 

第 6 章で，薬剤師の組織コミットメントと職業コミットメントについて分析を行った。 

組織コミットメントに関しては，存続的以外のコミットメント（情緒コミットメントと規

範的コミットメント）では，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の間で有意差は見られ

なかった。存続的組織コミットメントはこの組織をやめた場合に失うものが多いというこ

とを示しているが，失うものとしては患者や処方元医師，同僚とのつながりなどと推察する。

それらはかかりつけ薬剤師を取得した場合には飛躍的に増加が予想される。もう一段深い

つながりとなるのである。そのためこの結果については，存続的要素の強い薬剤師がかかり

つけ薬剤師となっているのか，かかりつけ薬剤師となった結果でその要素が強くなってい

るのかはこの結果から知ることはできない。しかし，この存続的要素が強い状態はまさに国

の意図している地域包括ケアシステムの医療連携に，かかりつけ薬剤師として組み込まれ

ている状態ということではないか。顔がつながり，あてにされ，頼りにされるとその位置を

去ることは難しくなるものである。 

存続的コミットメント以外の要素については，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師

の間で有意差はなかった。組織に対する愛着（情緒的コミットメント）はかかりつけ薬剤師

も非かかりつけ薬剤師もほぼ差がなく高めであるが，組織が好きでもかかりつけ薬剤師の

取得とは関係ないようであるし，組織に対する義務感（規範的コミットメント）は，むしろ

非かかりつけ薬剤師のほうが高めという結果が得られている。組織に対する愛情も義務感

もかかりつけ薬剤師の取得にはつながっていないようであった。 

次に，職業コミットメントに関しては，存続的コミットメントと規範的コミットメントに

おいてかかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の間で有意差があった。職業に対する愛着

（情緒的コミットメント）はかかりつけ薬剤師も非かかりつけ薬剤師も高く有意差はなか

った。薬剤師のだれもが，苦労をして取得した薬剤師という職業には愛着があるのである

（情緒的職業コミットメントが高い状態）。そしてそのことはかかりつけ薬剤師の取得には

あまり影響はないようだ。存続的要素のこの職業をやめると失うものが多いといった状態

と，規範的要素の，この職業に対する義務感が，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の
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間で有意に差があり，これらがかかりつけ薬剤師となることを後押ししているようである。 

ここでかかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師を比較すると，有意差があったのは組織

コミットメント，職業コミットメントともに，存続的コミットメントであった。かかりつけ

薬剤師制度を推進する際には，情緒的要素ではなく存続的要素が影響することを考慮に入

れることが望ましいと考えられる。 

また，存続的な要素に着目してみると，取得している点数がそもそも職業コミットメント

のほうが高く，有意差も存続的組織コミットメントよりも存続的職業コミットのほうがさ

らに有意であった。 

 

7.2 背景と目的 

2025 年に予定されている地域包括ケアシステムの完成，2019 年の医薬品医療機器等法

改正等による業務の改変，そして院内院外を問わずチーム医療への薬剤師の参画の促進は，

薬剤師業務の改革を迫るものである。多くの保険調剤薬局・病院薬剤部では欠員の補充さえ

ままならない場合もある中で，改革に対応するべく薬剤師の有効な人材マネジメントを模

索する途上にあり，薬剤師・組織ともに効果的な医療を行なうためにさまざまな施策を試し

ているのが現状である。 

2019 年に行なわれた改革は，特に薬剤師業務に与える影響が大きいものであった。医薬

品医療機器等法の改正案の国会での可決に先立ち，0402 通知と呼ばれる厚生労働省医薬・

生活衛生局総務課⾧の通知が出された。これは，現場で⾧らくグレーゾーンとされてきた非

薬剤師による調剤補助業務について，薬剤師の専権である調剤業務との線引きを明確に行

ったものであった。同時に薬剤師の業務を，それまでは中心とされてきた医薬品を取り扱う

対物業務から，患者に向かい合う対人業務へと舵を切らせるものであった。その「物から人

へ」という通知により，薬局内の業務は大きく転換した．同年の医薬品医療機器等法改正で

は，0402 通知によって薬剤師にできたとされる時間的余裕を，より患者に振り向けさせる

ような内容の業務が，義務として新設された。具体的には，薬剤師による継続的な服薬状況

の把握および服薬指導の義務などの法制化であり，これらは「物から人へ」の業務転換の流

れを加速させるものとなった。 

このような職業自体の再定義を伴う大きな変化は，薬剤師に職務再設計を迫るものであ

る。しかし変化への対応に際して，自身の動機づけが担保されないままで行動を促すことは

困難である。また逆に自身が十分に動機づけられている場合，トップダウン式の職務再設計

に対してさらに自ら職務再設計を行うことにより，このような変化にも柔軟に対応し，自身

の行動を変化させ，自らの仕事を作り上げていくことが観察されている。この自らの仕事を

作り上げていく「ジョブ・クラフティング」という概念は，「個人が自らの仕事のタスク境

界もしくは関係的境界においてなす物理的・認知的変化」と定義されている。職務特性モデ

ルでは，職務の中核が，業務を行う従業員の心理状態に影響を与え，それが仕事の成果を決

めると想定している。従来は，従業員はトップダウンで決められた職務を実行する受動的な



 

77 

 

存在と想定してきたが，ジョブ・クラフティングはプロアクティブな行動として位置づけら

れている。JD-R モデルに基づく，Tims &Bakker（2010）らのジョブ・クラフティングにお

いては，個人の認識に焦点が当てられており，本研究もこの立場を採用する。 

ジョブ・クラフティングの実証研究も進められてきており，職務再設計の理論的な枠組み

である JD-R モデル（職務要求- 資源モデル）を下敷きにしたジョブ・クラフティングの測

定尺度が多く使用されている。JD-R モデルは，職務特性によって規定される職務要求と，

資源の利用可能性を意味する職務資源という 2 つの条件に着目する。職務要求・職務資源

ともに身体的・心理的な側面を持つものとして捉えられている。  

上記の Tims et al による尺度は，日本語版ジョブ・クラフティング尺度（JCSJ）として翻

訳されており，ジョブ・クラフティングの 4 つの下位尺度は「構造的な（仕事の）資源の向

上」，「妨害的な（仕事の）要求度の低減」，「対人関係における（仕事の）資源の向上」，「挑

戦的な（仕事の）要求度の向上」にそれぞれ訳されている。 

本研究は，近年の薬剤師業務に見られる変化として，「物から人へ」という流れに着目し

て JD-R モデルに依拠してジョブ・クラフティングを測定することが適切であると想定し

た．このモデルにより，薬剤師のジョブ・クラフティングをよりよく分類できるはずである。

JCSJ には，医療職にはなじまない表現もあるため，薬剤師の業務内容に適したものに改変

し，その精度を検討した．日本でジョブ・クラフティング概念を用いた実証研究を行なう際

には，仕事を巡るコンテクストが欧米とは異なることを考慮すべきとの指摘がある。薬剤師

の職務は薬剤師法・医薬品医療機器等法や診療報酬で明確に規定されている側面があり，本

研究は仕事の範囲が明確な職業に焦点を当てたものと位置づける。薬剤師の職務の認識に

は，職業に対する態度も影響すると考えられる。薬剤師の職業と組織に対する関わり方に着

目して，プロフェッショナルとビジネス間で発生する役割コンフリクトの検討も行なわれ

ている．特に職業に対する関わり方は「職業コミットメント」として専門職の組織行動で大

きく影響すると考えられている。 

かかりつけ薬剤師となるには，診療報酬算定上の要件以外に自身が前向きにかかりつけ

薬剤師として取り組むことが必要である。しかしそのためには種々のハードルを越えねば

ならない。そしてそれらのハードルをジョブ・クラフティングによって超えている可能性が

ある。このジョブ・クラフティングを起こすことに，促進的に働く要因や阻害的に働く要因

として，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師のコミットメントにおける差から，組織や

職業におけるコミットメントが影響するかどうかを知りたい。これらが明らかになれば，薬

剤師の経営管理に役立てたいと考える。 

本章では，薬剤師のジョブ・クラフティングを測定し，その意義について予備的検討を行

うこととした。具体的には職業コミットメント，組織コミットメントにのそれぞれ 3 要素

とジョブ・クラフティングの 4 要素との相関を確認し，さらにジョブ・クラフティング尺度

の妥当性と，ジョブ・クラフティングと職業・組織コミットメントの関係の探索的な検討を

目的とする。 
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7.3 方法 

7.3.1 対象者 

本研究の分析対象者は，大阪市に本社のある調剤薬局に勤務する薬剤師 60 名である。調

査は 2020 年 11 月 11 日-11 月 16 日の期間で実施した。質問紙を送付して，郵送によりデ

ータを各店舗から収集した．配布は 61 部，有効回収は 60 部（回収率 98.4%）だった。 

 

7.3.2 倫理的配慮 

回答は任意であり，回答しない場合に不利益な扱いはない旨を質問紙の説明文に明示し

た。回答者相互で特定することがないように，回収用の封筒に入れた後は開けることがない

ように手続きを指定した。大阪経済大学研究倫理審査委員会による承認を得て実施した。 

 

7.3.3 使用した尺度と分析方法 

ジョブ・クラフティング尺度として Tims etal.(2012)を翻訳した Eguchi et al.(2016)を参

考に，薬剤師向けに一部修正したものを用いた。本研究は日本語版ジョブ・クラフティング

尺度のうち，「挑戦的な（仕事の）要求度の向上」の質問項目 5 項目のうち 3 項目を改変し

た．日本語版で「面白そうな企画があるときには，私は，積極的にプロジェクトメンバーと

して立候補する」「仕事で新しい発展があれば，私は，いち早くそれを調べ，自ら試してみ

る」となっている 2 項目をそれぞれ「医療上意味のある新しい仕事などを発見したときは，

積極的に同僚とそれに取り組む」，「医療上意味のある新しい発展があれば，私はいち早くそ

れを調べ，自ら試してみる」に改変した。挑戦的な仕事として「医療上意味のある仕事」に

限って測定した。さらに，「今の仕事であまりやることがないときは，私は，新しいプロジ

ェクトを始めるチャンスととらえる」となっている項目は「今の仕事であまりやることがな

いときは，私は，かかりつけ薬剤師としての新しいサービスを始めるチャンスととらえる」

に変更した（表 7.4）。 

職業コミットメント尺度として，Meyer, Allen,& Smith による尺度を一部修正して，情緒

的職業コミットメント，存続的職業コミットメント，規範的職業コミットメントの 3 つの

要素を測定した（表 7.5）．いずれの尺度も「1 そう思わない」―「5 そう思う」の 5 件法で

測定した。 

組織コミットメント尺度として，Meyer & Allen による尺度 11））を一部修正して，情緒的

組織コミットメント，存続的組織コミットメント，規範的組織コミットメントの 3 つの要

素を測定した（表 7.6）．いずれの尺度も「1 そう思わない」―「5 そう思う」の 5 件法で測

定した。 

ジョブ・クラフティング尺度の妥当性を検討するために，職業コミットメント尺度，組織

コミットメント尺度と合わせて単純集計・相関を確認した。 
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7.4 結果 

7.4.1 回答者の属性  

回答者の属性は，男性 17 名（28.3%）・女性 42 名（70.0%）・無回答 1 名（1.7%）であ

り，管理職は 10 名（16.7％）・非管理職 50 名（83.3％）だった.年代の分布は，20 代 5 名

（8.3%）・30 代 14 名（23.3%）・40 代 18 名（30.0%）50 代 17 名（28.3%）・60 代以 

上 6 名（10.0%）だった(表 7.1)。 

 

 

表 7.1 回答者の属性（N＝60） 

          

出所）筆者作成 

 

 

7.4.2 職業コミットメントとジョブ・クラフティングの関係 

表 7.2 に年代，ジョブ・クラフティング尺度（4 要素）・職業コミットメント（3 要素）の

相関・平均・標準偏差をまとめた。丸括弧内はα係数であり，各尺度は（.736-.877）の範囲

内だった．ジョブ・クラフティングと職業コミットメントの相関係数において，情緒的職業

コミットメントは「構造的な資源の向上」と「挑戦的な要求度の向上」で有意な正の相関が

あった（r=.525,.472）．存続的職業コミットメントは有意な関係にあるものは 1 つもなく，

規範的職業コミットメントは「挑戦的な要求度の向上」と正の相関があった（r =.305）。 

性別

　男性 17 （23.8％）

　女性 42 （70.0％）

　無回答 1 （1.67％）

階層

　管理職 10 （16.7％）

　非管理職 50 （83.3％）

年代

　20代 5 （8.3％）

　30代 14 （23.3％）

　40代 18 （30.3％）

　50代 17 （28.3％）

　60代 6 （10.0％）
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表 7.2 職業コミットメントとジョブ・クラフティングの相関・平均・標準偏差（N＝60） 

 

*p＜.05, **p＜.01 

出所）筆者作成 

 

 

7.4.3 組織コミットメントとジョブ・クラフティングの関係 

表 7.3 に年代，ジョブ・クラフティング尺度（4 要素）・組織コミットメント（3 要素）の

相関・平均・標準偏差をまとめた。丸括弧内は α 係数であり，各尺度は（.538-.795）の範

囲内だった．ジョブ・クラフティングと組織コミットメントの相関係数において，情緒的組

織コミットメントは「構造的な資源の向上」と「挑戦的な要求度の向上」で有意な正の相関

があり（r = .335, .334）,「妨害的な要求度の低減」とは負の相関が認められた(r=-.212)。

存続的組織コミットメントは「対人関係における資源の向上」「挑戦的な要求度の向上」で

有意な正の相関があった（ｒ=.201, .210）。規範的組織コミットメントは「構造的な資源の

向上」「挑戦的な要求度の向上」と正の相関があり（r =.322, .346）,「妨害的な要求度の低

減」とは負の相関が確認された(r=-.211)。 

 

 

表 7.３ 組織コミットメントとジョブ・クラフティングの相関・平均・標準偏差（N＝60） 

 

*p＜.05, **p＜.01    

出所）筆者作成 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 M SD

1. 年代 - 2.767 1.189

2. 構造的な資源の向上 .216 * (.736) 3.651 0.545

3. 妨害的な要求度の低減 -.122 -.100 (.778) 3.045 0.671

4. 対人関係における資源の向上 .032 .164 + .268 ** (.775) 2.829 0.732

5. 挑戦的な要求度の向上 .114 .535 ** .123 .429 ** (.749) 3.176 0.612

6. 情緒的組織コミットメント .140 .335 ** -.212 * .066 .334 ** (.703) 3.753 0.788

7. 存続的組織コミットメント .084 .072 .024 .201 * .210 * .215 * (.538) 3.503 0.888

8. 規範的組織コミットメント .233 ** .322 ** -.211 * -.034 .346 ** .688 ** .408 ** (.795) 2.700 1.014
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7.5 考察 

7.5.1 ジョブ・クラフティング尺度の評価 

本研究における「挑戦的な仕事の要求度の向上」のα係数は職業コミットメントとの関係，

組織コミットメントとの関係ともに.749 であったが，改善の余地は大きいと考える。近年

の「物から人へ」の流れを踏まえると，例えば薬剤師の業務を「対人業務」「非対人業務」

に二分して，それぞれにおけるジョブ・クラフティングの程度を探ることで，薬剤師の積極

的な組織行動に関する知見を得ることにつながると考える．質問項目を改善するために「妨

害的な要求度の低減」において「対人」業務として「患者さん」を対象とした職務再設計項

目と同僚・上司を対象とした職務再設計項目の 2 つの要素を想定することを提案する。「構

造的な資源の向上」は「非対人業務」として位置づけることができる。薬剤師の薬の効能に

ついての学習意欲や，対人コミュニケーションを必要としない作業的な調剤業務に関する

態度は，この要素と関連するはずである。 

「対人関係における（仕事の）資源の向上」の質問項目で「私は，上司に自分を指導して

くれるように求める」などを用いた。上司という単語は，医療における現場の在り方ではな

じまないケースがありえる．特に大学病院などの大規模施設以外は，病院も保険薬局も薬局

内の人員はパート勤務者を含めて 5 名程度までであることが多い。専門職でも特に医療系

有資格者は他の職種に比べて転職が多いため，年齢的な階層が形成されにくい。一般の会社

のような上司部下という関係よりは，職場における先輩後輩のような比較的フラットな関

係が実際は大勢を占めるのではないかと思われる。しかし結果的にはα係数（.775）からも

内的整合性には問題はなかったため上司という語による混乱はほぼないものと考えられる。 

近年の薬剤師を取り巻く環境の変化は，患者との関係構築を促進している。この背景には，

関係を築いた上での治療が効果的との想定があるだろう。こうした中で，薬剤師の仕事に対

する態度としてジョブ・クラフティングの程度を測定することは大きな意義を持ってくる。 

 

7.5.2 相関 

職業コミットメントとジョブ・クラフティングの関係として，情緒的職業コミットメント

は，ジョブ・クラフティングの要素のうち「構造的な資源の向上」と「挑戦的な要求度の向

上」と正の相関があった。この関係からは，職業に対する情緒的なつながりは間接的に組織

のパフォーマンスと関連することが示唆される。規範的職業コミットメントは「挑戦的な要

求度の向上」のみ正の相関があり，存続的職業コミットメントはジョブ・クラフティングに

ついて有意な相関関係を持つものはなかった。従って，H1.1 と H1.3 は支持される可能性

があることが分かった。 

組織コミットメントとジョブ・クラフティングの関係として，情緒的組織コミットメント

は，ジョブ・クラフティングの要素のうち「構造的な資源の向上」と「挑戦的な要求度の向

上」と正の相関があった。また「妨害的な要求度の低減」とは負の相関がみられた.この関

係からは，組織に対する情緒的なつながりによっても組織のパフォーマンスは向上するこ
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とがあり，しかしその場合ストレスの水準を低く保つことが難しいのかもしれない。規範的

組織コミットメントは「構造的な資源の向上」と「挑戦的な要求度の向上」に正の相関があ

り，「妨害的な要求度の低減」とは負の相関がみられた.存続的組織コミットメントは「対人

関係における資源の向上」と「挑戦的な要求度の向上」に正の相関関係を持つ。従って H2.1，

H2.2，H2.3 は部分的に受容される可能性が見られた。 

6 年制薬剤師とそれ以前とでは，個人がそれぞれ考える職業としての薬剤師像は異なる

可能性がある．受けた薬学教育の違いは，薬剤師という職業への関わり方や薬剤師のあるべ

き姿が世代によって異なることを示唆する。さらに，経験によっても薬剤師という職業への

関わり方は形成されていく。どのような職業像を持っているかによって「物から人へ」の流

れへの対応は分かれてくるだろう。職業コミットメントは，ジョブ・クラフティングを媒介

させる要素とするモデル構築が有望であると考える。 

また組織に関しては，情緒的コミットメントや規範的コミットメントと「妨害的な要求度

の低減」との負の相関から，自己犠牲的なジョブ・クラフティングとなってはいないかを検

証する必要がありそうである。 

 

7.6 まとめ 

本研究は調剤薬局に勤務する薬剤師を対象として，ジョブ・クラフティング尺度と職業コ

ミットメント尺度を用いて，自発的職務再設計行動を探るために必要な要素を検討した。既

存の尺度の改善点として，「対人業務」と「非対人業務」の 2 つの観点からジョブ・クラフ

ティングを分類することを提案した。「物から人へ」の流れから「対人業務」のジョブ・ク

ラフティングはさらに大きな意義を持ってくる一方で，「対人業務」への転換に対応できな

い薬剤師も一定数存在するだろう。そこで対人業務を促進する要因の特定が求められるこ

とになる。 

薬剤師のジョブ・クラフティングの程度を測定することは，積極的な行動を引き出すため

の施策につながる要因を特定してくれる見込みがある。本研究の対象は，大阪府・京都府の

薬剤師のみで構成されているために，サンプルの偏りとして限界があるが，異なる地域や施

設で調査を実施することで，薬剤師のジョブ・クラフティングについてさらに明らかに 

することができるだろう。 

今後の課題として，薬剤師向けジョブ・クラフティング尺度の精緻化が上げられる。近年

の薬剤師業務の変化を認識することで，専門職として行なうジョブ・クラフティングをより

よく理解することができるだろう。進められている薬剤師業務の改革は医療上の必要性か

らというよりは，外部的な定義の変更が理由となって行われている。調査結果によると「構

造的な資源の向上」という非対人業務への関与が高い一方で，「対人関係における資源の向

上」という人への関わりが発生する業務への関与は相対的に低かった。職務の変遷に対応す

るために職務を前向きに再設計できる薬剤師を見つけること，もしくは職務満足を高める

ことを意図してジョブ・クラフティングの方向性を検討することなども，医療経営の重要な
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要因の一つとなりうる。人的資源管理の点からも本研究で用いた尺度を利用することで，よ

りよい施策に繋がるだろう。 

 

 

表 7.4 薬剤師版ジョブクラフティング尺度 

出所）ジョブクラフティング尺度（Eguchi et. al., 2016）を筆者改変 
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と
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う

と
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は

ま

る

と

て

も

あ

て

は

ま

る

1. 私は、 自分の能力を 伸ばすよう にし ている 1 2 3 4 5
2. 私は、 自分自身の専門性を 高めよう と し ている 1 2 3 4 5
3. 私は、 仕事で新し いこ と を 学ぶよう にし ている 1 2 3 4 5
4 . 私は、 自分の能力を 最大限に生かせるよう に心がけている 1 2 3 4 5
5 . 私は、 自分の仕事のやり 方を自分自身で決めている 1 2 3 4 5
6 . 私は、 仕事で思考力が消耗し すぎないよう にし ている 1 2 3 4 5
7 . 私は、 自分の仕事で感情的に張り つめないよう に心がけている 1 2 3 4 5

8 . 私は、 自分の感情を 乱すよう な問題を抱えている人と の関わり を、 でき るだけ減ら

すよう に自分の仕事に取り 組んでいる
1 2 3 4 5

9 . 私は、 非現実的な要求をし てく る人と の関わり をでき るだけ減ら すよう に、 自分の

仕事を 調整し ている
1 2 3 4 5

10 . 私は、 困難な決断を たく さ んし なく ても いいよう に、 自分の仕事を調整し ている 1 2 3 4 5

11 . 私は、 一度に長時間にわたって集中し なく ても いいよう に、 自分の仕事を調整し ている 1 2 3 4 5

12 . 私は、 上司に自分を 指導し てく れるよう に求める 1 2 3 4 5
13. 私は、 上司が私の仕事に満足し ているかどう か尋ねる 1 2 3 4 5
14. 私は、 上司に仕事で触発さ れる機会を求める 1 2 3 4 5
15. 私は、 仕事の成果に対するフ ィ ード バッ ク を、 他者に求める 1 2 3 4 5
16. 私は、 同僚に助言を求める 1 2 3 4 5

17. 医療上意味のある新し い仕事などを発見し たと き は、 積極的に同僚と それに取り 組む 1 2 3 4 5

18. 医療上意味のある新し い発展があれば、 私はいち早く それを調べ、 自ら 試し てみる 1 2 3 4 5

19. 今の仕事であまり やるこ と がないと きは、 私は、 かかり つけ薬剤師と し ての新し

いサービスを始めるチャ ンスと と ら える
1 2 3 4 5

20. 私は、 金銭的な報酬が追加さ れなく ても 、 自分に課さ れた以上の仕事を 率先し て

こ なし ている
1 2 3 4 5

21. 私は、 職務の様々な側面のつながり をよく 考えながら 、 自分の仕事がさ ら に挑戦

し がいのあるよう にし ている
1 2 3 4 5
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表 7.5 薬剤師版職業コミットメント尺度 

出所）職業コミットメント尺度（Allen , Meyer, & Smith, 1993）を筆者改変 

 

 

表 7.6 薬剤師版組織コミットメント尺度 

 
出所）組織コミットメント尺度（Meyer & Allen1997）を筆者改変 

  

あなたの薬局・会社への関わり方についてお伺いします。

　以下のそれぞれの質問に、あてはまるものに一つだけ○をおつけください。

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

そ
う
思
う

そ
う
思
う

1. 定年までこの会社で勤めることができればうれしい 1 2 3 4 5

2. この会社に対する所属意識は持っていない 1 2 3 4 5

3. この会社に対する思い入れはない 1 2 3 4 5

4. この会社において仲間意識は持っていない 1 2 3 4 5

5. この会社は私にとって重要な価値がある 1 2 3 4 5

6. たとえ私自身がこの薬局を辞めたいと思っても、それはできない 1 2 3 4 5

7. この会社を辞めるとすると、私の人生の多くが無駄になってしまう 1 2 3 4 5

8. この会社を辞めない大きな理由は、よりよい条件の転職先がないからである 1 2 3 4 5

9. これまでにこの会社で仕事に精一杯打ち込んでいたら、転職しにくいだろう 1 2 3 4 5

10. 次の勤め先が見つからない状態で、この会社を辞めても構わない 1 2 3 4 5

11. 雇用主に対して、この会社を辞めてはならないという義務感を感じる 1 2 3 4 5

12. たとえ離職した方が私にとって得であったとしても、辞めるべきではない 1 2 3 4 5

13. もしこの会社を辞めるとしたら、罪悪感を感じるだろう 1 2 3 4 5

14. 職場の人々への義務感があるために、この会社を辞めることはできない 1 2 3 4 5

15. この会社に対して義理がある 1 2 3 4 5

あなたの職業への関わり 方についてお伺いし ます。

以下のそれぞれの質問に、 あてはまるも のに一つだけ○を おつけく ださ い。
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い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と

そ

う

思

う

そ

う

思

う

1. 薬剤師は私の自分像の中で重要な意味を 持っている 1 2 3 4 5

2 . 薬剤師を職業と し て選択し たこ と を後悔し ている 1 2 3 4 5

3 . 薬剤師であるこ と を誇り に思う 1 2 3 4 5

4 . 薬剤師の業務が嫌いである 1 2 3 4 5

5 . 薬剤師であるこ と がう れし い 1 2 3 4 5

6 . 薬剤師を今さ ら 辞めるこ と は考えら れない 1 2 3 4 5

7 . 薬剤師以外にキャ リ アを 変更するこ と は困難である 1 2 3 4 5

8 . 薬剤師と いう 職業をこ れから 変更するこ と は私にと って難し い 1 2 3 4 5

9 . 薬剤師を辞めると 人生の多く の部分が損なわれてし まう 1 2 3 4 5

10. 薬剤師以外にキャ リ アを変更し ても 、 何の犠牲も 払わずに済む 1 2 3 4 5

11. 薬剤師を続けなければなら ないと いう 義務感は感じ ない 1 2 3 4 5

12. 薬剤師と し て訓練を 受けたなら ば、 一定の期間はその職業を続ける必要がある 1 2 3 4 5

13. も し 薬剤師を辞めると し たら 、 私は罪悪感を覚えるだろう 1 2 3 4 5

14. 私に薬剤師より も 向いている職業があっ たと し ても 、 薬剤師を辞めるべき ではないと 思う 1 2 3 4 5

15. 薬剤師を続けなければなら ない責任を 感じ る 1 2 3 4 5
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第 8 章 結論 

第 8 章では，第 6 章・第 7 章の結果より，仮説を検証し，本論のリサーチクエスチョ

ンについての検討を行う。 
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ジョブ・クラフティング尺度についてであるが，JD-R モデルに基づき Tims&Bakker が

2010 年に提唱したモデルに，さらに 2012 年に Tims らによって 4 因子として概念の操作

化を行ったものを採用している。さらにそれを 2016 年に Eguchi らが日本語に翻訳した日

本語版尺度の一部改変（医療職・薬剤師向け）をしている。JD-R モデルに基づいて，ジ

ョブ・クラフティングは，個人と職務の不適合が起きた際に，従業員自身の能力や選好と

整合をとるように職務資源や職務欲求の水準を変更することと再定義されており，それを

資源／欲求と増大／低減を掛け合わせると 4 次元になるが，資源の低減は想定しないもの

とし，さらに資源×増大である「資源探索」が「構造的職務資源の増大」と「社会的職務

資源の増大」の 2 因子に分かれて，要求×増大／低減の 2 因子としての「挑戦的職務要求

の増大」と「妨害的職務要求の低減」と合わせて 4 因子として概念の操作化を行ってい

る。表中のジョブ・クラフティング尺度における「構造」は「構造的な職務資源の向上」

であり，非対人の仕事として薬効など薬学的な学習や非対人の作業系業務が構造的な資源

にあたる。「妨害」は，「妨害的な職務要求度の低減」であり，妨害的な要求とは対人スト

レスであると思われるが，対患者と対社内（同僚・上司）が考えられる。「社会」は，「社

会的な職務資源の向上」であるが，これは対人業務と考えられ人への関わりが発生する業

務における仕事の資源の向上である。物から人への対人業務の部分がこれにあたると思わ

れる。「挑戦」は「挑戦的な職務要求度の向上」である。これは新しい業務などへのチャ

レンジ探索であり，かかりつけ薬剤師になることやかかりつけ薬剤師業務を行うこともこ

こに含まれると考えられる。 

 

8.1 仮説の検証 

 

8.1.1 職業コミットメントによる促進の検証と結果 

情緒的職業コミットメントについて，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師における

コミットメント尺度の点数に有意差はなかった。点数の平均値はかかりつけ薬剤師は 4.00

であり，非かかりつけ薬剤師も 3.89 と高値である（表 8.1）。ジョブ・クラフティング尺度

とは「構造的な職務資源の向上」，「挑戦的な職務要求度の向上」と正の相関があった（図

8.1）。以上によって H1.1 は受容される傾向がみられた。 

存続的職業コミットメントについて，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師における

コミットメント尺度の点数に有意差があった（表 8.1）。ジョブ・クラフティング尺度とは相

関関係を持つものがなかった（図 8.1）。以上によって H1.2 は受容されづらい。 

規範的職業コミットメントについて，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師における

コミットメント尺度の点数に有意差があった（表 8.1）。ジョブ・クラフティング尺度とは

「挑戦的な職務要求度の向上」のみ正の相関があった（図 8.1）。以上によって H1.3 は受容

される傾向がみられた。 
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かかりつけ薬剤師，非かかりつけ薬剤師とも，薬剤師という仕事には愛があるようであり，

その愛から非対人の仕事もかかりつけ薬剤師業務も促進されている。また，職業的な義務感

または求められているという役割意識から，与えられた新しい仕事としての，かかりつけ薬

剤師業務に向かっている。しかし薬剤師という仕事を続けたいということについては，コミ

ットメント尺度の点数が高い薬剤師はかかりつけ薬剤師業務をすでに行っているようであ

るが，そのこと自体がジョブ・クラフティングの推進要因（続けたいからその業務をやる）

にはなっていないようである。 

本研究における結果は相関によるものであり，有意に支持であるというためにはさらなる

研究が必要である。 

 

8.1.2 組織コミットメントによる促進の検証と結果 

情緒的組織コミットメントについて，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師における

コミットメント尺度の点数に有意差はなかった（表 8.1）。ジョブ・クラフティング尺度とは

「構造的な職務資源の向上」，「挑戦的な職務要求度の向上」と正の相関，「妨害的な職務要

求度の低減」と負の相関がみられた（図 8.1）。以上によって H2.1 は受容される傾向が見ら

れた。 

存続的組織コミットメントについて，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師における

コミットメント尺度の点数に有意差があった（表 8.1）。ジョブ・クラフティング尺度とは，

「社会的な職務資源の向上」，「挑戦的な職務要求度の向上」と正の相関がみられた（図 8.1）。

以上によって H2.2 は受容される傾向が見られた。 

規範的組織コミットメントについて，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師における

コミットメント尺度の点数に有意差はなかった（表 8.1）。ジョブ・クラフティング尺度とは

「構造的な職務資源の向上」，「挑戦的な職務要求度の向上」と正の相関，「妨害的な職務要

求度の低減」と負の相関がみられた（図 8.1）。以上によって H2.3 は受容される傾向が見ら

れた。 

かかりつけ薬剤師，非かかりつけ薬剤師とも，組織への愛，義務感ともそこそこ高く，非

対人の仕事もかかりつけ薬剤師業務も促進はされている。しかし組織への存続願望につい

ては，高い薬剤師はかかりつけ薬剤師業務をすでに行っているようである。ジョブ・クラフ

ティング尺度でも「社会的な職務資源の向上」と相関が見られており，所属組織に存続した

いとの思いが強ければ周辺との調和がとれるということであろうか。しかし逆に，組織への

愛と義務感がストレス軽減を阻んでいるかもしれない。 

本研究における結果は相関によるものであり，有意に支持であるというためにはさらな

る研究が必要である。 

 

8.2 本研究の結論 

ここでは，リサーチクエスチョンへの回答をおこなう。 
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リサーチクエスチョンは，「専門職としての薬剤師の職務に対するジョブ・クラフティン

グに有効なものは，仕事への愛情なのではないか？」というものであった。 

6 章，7 章より，薬剤師におけるジョブ・クラフティングは存続的職業コミットメント以

外，すべての要素のコミットメントにおいて職業コミットメントも組織コミットメントも

相関があることが分かった。これは存続的職業コミットメント以外の 2 要素の職業コミッ

トメント，そして 3 要素全ての組織コミットメントが，ジョブ・クラフティングを促進して

いることになる。要因としては，薬剤師という職業への愛があることや薬剤師という職業へ

の義務感，所属する組織への愛，組織への義務感，組織に居続けたい願望などが存在するこ

とが分かった。また逆に存続的職業組織コミットメント（職業への存続願望）が強くてもジ

ョブ・クラフティングを促進する要因とはならないということである。患者や会社に求めら

れているという役割意識による規範的なものは有効であるが，存続のための打算で動くわ

けではなさそうである。 

結論として、リサーチクエスチョンに対する一つの回答として、「専門職としての薬剤師

の職務におけるかかりつけ薬剤師のジョブ・クラフティングを促進するものとしては次の

ようなものがあるだろう。一つは、仕事への愛情である。これは職務資源の拡大や挑戦には、

促進的である。もう一つは、所属組織への愛情である。ただ、これは、職務資源の拡大や挑

戦に対して促進的であるものの、仕事の負担を減らす取組に関しては阻害的な傾向が見ら

れる。さらには、経営成果やより良い働き方につながるかについてはまだ明らかでない面が

多い。」としたい。 

 

8.3 考察 

8.3.1 本研究のテーマ 

考察を述べる前に本研究のテーマの整理を行う。本研究のテーマは，薬剤師のミッション，

薬剤師の行動の改善，かかりつけ薬剤師となるためのジョブ・クラフティングとの関係，薬

局の経営管理であった。具体的には，薬剤師へのミッションとして，薬剤師が国の進める地

域包括ケアシステムへの対応が可能な薬剤師であるかかりつけ薬剤師となり，かかりつけ

薬剤師業務の推進を通じて，患者からの信頼を得ることが求められている。かかりつけ薬剤

師業務を行うためには，薬剤師もこれまでの薬剤師業務からの脱却が必要であり，これまで

と異なる新しい役割の取得を行う行動の改善が必要である。それを後押しするものとして

専門職である薬剤師においてのジョブ・クラフティングが考えられる。かかりつけ薬剤師と

なるためにうまくジョブ・クラフティングがおこなえている薬剤師とそうでない薬剤師の

違いを埋めるべく，ジョブ・クラフティングの促進要因を特定することができれば，薬剤師

の積極的な行動を引き出す施策につながるのではないか。そうしたことが，薬局の経営管理

としても重要であるというものである。 
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8.3.2 かかりつけ薬剤師への役割取得の意義 

次にかかりつけ薬剤師という役割を取得することの意義について確認する。 

ここでいう役割というものは，かかりつけ薬剤師として業務にあたるためには，かつては

役割外であったと認識する業務までも，これから求められる薬剤師であるかかりつけ薬剤

師としては役割内と考える必要があるという，その役割である。これを受け入れることがか

かりつけ薬剤師としての業務にあたるためには必須であり，これに踏み切れない薬剤師も

いるものと思われる。6 章の結果より，薬剤師は調査時点ですでにかかりつけ薬剤師である

ものも，まだその時点では何らかの理由で非かかりつけ薬剤師となっているものも，薬剤師

という職業について情緒的コミットメントが高いことがわかる。薬剤師という職業への愛

があるということである。薬剤師については，専門職の定義でも確認したように，専門的知

識・技術に基づく仕事に従事する職業であり，なおその専門的知識・技術は理論的基礎を必

要とし，⾧期の教育訓練によって獲得されるものとされている。現在薬剤師として職を得て

いる個人が，⾧い時間努力をして手に入れた資格である。第 6 章の結果からも，年代と情緒

的組織コミットメント，情緒的職業コミットメントは，緩やかな正の関係にあった

（.265，.256）。またその資格を行使することにより，4 年制であった時期に資格取得を行っ

た中高年女性については特に同年代の友人たちよりも社会的な信用という面においても，

また収入の面でも優遇されているという恩恵を強く感じているものが多い46。専門職として

の薬剤師，私にとってとても大事な薬剤師，という職業を続けていくには，国の誘導する方

向へ自身の仕事の方向を合わせていく必要があり，それは患者の信頼を得ることとも一致

する。2022 年現在薬剤師という職業に求められている業務内容が，かつてとは異なってき

ていることは，薬剤師にとっては既知である。しかし 6 章の結果より，薬剤師という職業へ

の存続的コミットメントはかかりつけ薬剤師，非かかりつけ薬剤師とも同様に高いが，両者

の存続的職業コミットメントの点数には有意差があるという結果を得ている。薬剤師とし

て今後も仕事を続けていきたいと考えるものから先に，かかりつけ薬剤師へと転換してい

るように思われる。まだかかりつけ薬剤師へと業務の転換が行えていない薬剤師は，薬剤師

という職業に求められている業務内容の変化を理解することが必要であり，またかかりつ

け薬剤師となることが薬剤師として仕事を続けるには必要であると理解することが重要で

ある。 

 

8.3.3 ジョブ・クラフティングの必要性 

次に現状何らかの理由でかかりつけ薬剤師となっていない薬剤師についてである。それ

らの中にも，これからの薬剤師として求められるのは，かかりつけ薬剤師であると考える薬

 
46 きららみらいプラチナ女子会（５０歳以上の集まる女子会）での会話の内容より。

2017/3/11 淀屋橋レストラン・インドシナにて。参加者 6 名。年齢は 51 歳～62 歳。 
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剤師もいればかかりつけ薬剤師への自身の変革にネガティブな薬剤師も存在すると思われ

る。しかし，前項で述べたように，薬剤師の仕事を続けていきたい，薬剤師として生き残り

たいという職業への愛に支えられているのであれば，かかりつけ薬剤師へと自身を変身さ

せていくしかないのである。しかしそれにはどうすることが必要であろうか。当然，診療報

酬上に求められる就労の要件や薬剤師としての学術的な資格などの算定要件のクリアは前

提である。しかしそれと同時に現在行っている業務以外にさらに新たな役割を得ることに

なるため，職務設計をし直す必要があると思われる。専門職として自律的に行動する薬剤師

において自ら行う職務の再設計として，それを後押しするものがジョブ・クラフティングで

ある。新たな役割の取得のために，負担の水準の調節や資源の探求などを通じて，かかりつ

け薬剤師への新たな一歩が踏み出されると考える。そのためにはジョブ・クラフティングが

必要であり，うまくジョブ・クラフティングが行えている場合にかかりつけ薬剤師への変革

が成功しているということである。 

 

8.3.4 ジョブ・クラフティングを促進する要因 

ジョブ・クラフティングが促進されている場合に，かかりつけ薬剤師への変革がより成功

しているのではないかと考えられるため，ジョブ・クラフティングを促進する要因として，

職業コミットメントと組織コミットメントについて考察をおこなった。 

前章より，職業コミットメントとジョブ・クラフティングの関係としては，情緒的職業コ

ミットメントは，ジョブ・クラフティングの要素のうち「構造的な職務資源の向上」と「挑

戦的な職務要求度の向上」と正の相関があった．この関係からは，職業に対する情緒的なつ

ながりは間接的に組織のパフォーマンスと関連することが示唆される．規範的職業コミッ

トメントは「挑戦的な職務要求度の向上」のみ正の相関があり，存続的職業コミットメント

はジョブ・クラフティングについて有意な相関関係を持つものはなかった．  

組織コミットメントとジョブ・クラフティングの関係として，情緒的組織コミットメント

は，ジョブ・クラフティングの要素のうち「構造的な職務資源の向上」と「挑戦的な職務要

求度の向上」と正の相関があった．また「妨害的な職務要求度の低減」とは負の相関がみら

れた.この関係からは，組織に対する情緒的なつながりによっても組織のパフォーマンスは

向上することがあるが，その場合ストレスの水準を低く保つことが難しいのかもしれない．

規範的組織コミットメントは「構造的な職務資源の向上」と「挑戦的な職務要求度の向上」

に正の相関があり，「妨害的な職務要求度の低減」とは負の相関がみられた.存続的組織コミ

ットメントは「社会的な職務資源の向上」と「挑戦的な職務要求度の向上」に正の相関関係

を持つ． 

これらの結果より，薬剤師におけるジョブ・クラフティングは存続的職業コミットメント

以外，すべての要素のコミットメントにおいて職業コミットメントも組織コミットメント

も相関があることが分かったわけであるが，これは存続的職業コミットメント以外の 2 要

素の職業コミットメント，そして 3 要素全ての組織コミットメントが，ジョブ・クラフティ
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ングを促進していることになる。要因としては，薬剤師という職業への愛があることや薬剤

師という職業への義務感，所属する組織への愛，組織への義務感，組織に居続けたい願望な

どが推察される。また逆に存続的職業コミットメント（職業への存続願望）が強くてもジョ

ブ・クラフティングを促進する要因とはならないということである。 

 

8.3.5 ジョブ・クラフティングを阻害する要因 

専門職としての薬剤師の職務に対するジョブ・クラフティングを阻害していると考えら

れる要因もあげておきたい。組織コミットメントの要素である情緒的なものと規範的なも

のに対して，それぞれジョブ・クラフティング尺度の「妨害的な職務要求度の低減」に対す

る負の相関がみられる。妨害的な要求とは，対人ストレスであり，この場合は，対患者と対

社内（同僚・上司）が考えられるが，組織コミットメントについてのみ負の相関がみられて

いるので，対患者ではなく，同僚や上司との間に生じる対人ストレスではないかと考えられ

る。6 章でも述べたが，薬局における人間関係は，比較的フラットであり，同僚間の上下関

係のストレスは想像しにくい。上司との関係性のストレスは個別のものであり，一般性には

乏しいので，上司にあたるものや上司を通じで伝えられる会社からの指示などによってス

トレスが起こるということかもしれない。こうしたストレスを減らそうとするジョブ・クラ

フティングを阻害する要因が，情緒的組織コミットメントと規範的組織コミットメントで

あると考えられる。組織への愛や義務感が強いと上司からのストレスを減じるジョブ・クラ

フティング行動を減らしてしまう，ということである。 

 

8.3.6 コミットメント尺度点数からの考察 

繰り返しになるが，薬剤師のジョブ・クラフティングを促進する要因としてのコミットメ

ントとしては，存続的職業コミットメント以外，すべての要素のコミットメントにおいて職

業コミットメントも組織コミットメントも相関があることが分かった。これは存続的職業

コミットメント以外の 2 要素の職業コミットメント，そして 3 要素全ての組織コミットメ

ントが，ジョブ・クラフティングを促進していることになる。その理由としては，薬剤師と

いう職業への愛があることや薬剤師という職業への義務感，所属する組織への愛，組織への

義務感，組織に居続けたい願望などが推察される。また逆に存続的職業コミットメント（職

業への存続願望）が強くてもジョブ・クラフティングを促進する要因とはならないというこ

とである。ここからは，要素からとコミットメント尺度点数から考察されることについて述

べたい。 

まず情緒的な要素について着目をし，情緒的職業コミットメントと情緒的組織コミット

メントについて詳細をみることにする。この部分は薬剤師という職業が，または所属する組

織が好きであることを表すもので，これらの情緒的な要素は，ともにジョブ・クラフティン

グとの相関が強く，ジョブ・クラフティング尺度の「構造的な職務資源の向上」と「挑戦的

な職務要求度の向上」が，情緒的職業コミットメントと特に強い相関を持つことがわかった。 
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コミットメント尺度点数について注目してみると，情緒的職業コミットメントについて

はかかりつけ薬剤師も非かかりつけ薬剤師も他のどの要素のコミットメントよりもコミッ

トメント尺度の点数は高いが，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の有意差はない。非

かかりつけ薬剤師も結構高い情緒的職業コミットメント点数である。 

そして，情緒的組織コミットメントについてもかかりつけ薬剤師も非かかりつけ薬剤師

も，コミットメント尺度の点数は高めであるが，かかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師の

有意差がない。 

情緒的職業コミットメント，情緒的組織コミットメントともにジョブ・クラフティングを

強く推進する要因である。かかりつけ薬剤師となっているものも非かかりつけ薬剤師であ

るものも同じようにコミットメント尺度点数が高いのであるが，この場合どのくらいの割

合の薬剤師が実際にかかりつけ薬剤師として業務を行っているのであろうか。非かかりつ

け薬剤師も結構高い情緒的職業コミットメント点数，情緒的組織コミットメント点数であ

ったにもかかわらず，その時点で非かかりつけ薬剤師がかかりつけ薬剤師となれていない

理由は何であったのか考えることとする。 

この時点での回答者の属性を再検討してみた。第 6 章の調査は 2019 年 8 月に行った。調

査に参加した薬剤師数は，61 名（男性 21 名・女性 40 名），かかりつけ薬剤師 20 名（33％），

非かかりつけ薬剤師 40 名（67％）であった。 

まずその時点で非かかりつけ薬剤師がかかりつけ薬剤師となれていない理由であるが，

かかりつけ薬剤師については，かかりつけ薬剤師としての業務の実行と診療報酬算定への

前提となる条件が存在し両方をクリアして初めてかかりつけ薬剤師として診療報酬算定が

行えることになっている。よってこの調査の時点でも診療報酬算定が行えたものだけをか

かりつけ薬剤師としてカウントしている。 

そうした場合に様々な状況の薬剤師が存在していたことが想像され，そのことがかかり

つけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師のコミットメント尺度点数の有意差がないことを生じさ

せているかもしれない。かかりつけ薬剤師としてのコミットメント尺度点数となるものが

非かかりつけ薬剤師に分類されてしまっているのではないかということである。 

さて，かかりつけ薬剤師としての業務遂行と診療報酬算定の前提条件であるが，そのクリ

アがなかなか難しいのである。かかりつけ薬剤師を診療報酬において算定するための前提

条件のうち，時間のかかるもの（保険薬剤師としての勤務年数や，当該店舗への勤務年数，

認定薬剤師の取得）が存在する。それらについては満了したものから算定を行うことが可能

になるので，時間経過に伴ってかかりつけ薬剤師になれる候補者数は増加する。そうした薬

剤師は，かかりつけ薬剤師業務を遂行すればかかりつけ薬剤師となることができる。しかし

さらに決まった店舗での勤務時間数や勤務年数といった要件から，かかりつけ薬剤師取得

が難しい薬剤師もいる。転勤などで店舗の移動を行って勤務年数が足りない薬剤師，複数店

舗の掛け持ち薬剤師などである。しかしそもそも勤務時間が要件に合致しない薬剤師（短時

間勤務者）や認定取得をする気のないものなども存在し，そういった薬剤師はこの先もかか
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りつけ薬剤師となることは難しい。 

2019 年 8 月の調査において，情緒的な職業コミットメントと組織コミットメントについ

てかかりつけ薬剤師と非かかりつけ薬剤師のコミットメント尺度点数に有意差がなかった

ことについては，この時点の非かかりつけ薬剤師 40 人の中には，かかりつけ薬剤師業務は

遂行可能であるが，算定のための前提条件が満たないものが多数いたかもしれないという

ことではないかと考えられる。 

検証のために，2022 年 4 月時点での同じ会社のかかりつけ薬剤師に関するデータを入手

した。薬剤師数 68 名（男性 16 名・女性 42 名），かかりつけ薬剤師数 32 名（47％），非か

かりつけ薬剤師数 36 名（53％）となっている。 

 

 

表 8.2 2022 年 4 月時点のかかりつけ薬剤師になれない理由と人数 

 

出所）筆者作成 

 

 

これらを見ると，かかりつけ薬剤師数は 2019 年 8 月の 20 名（33％）より 32 名（47％）

に増加し，非かかりつけ薬剤師数は 40 名（67％）より 36 名（53％）に減少している。こ

れより，2019 年 8 月時点で時間待ちをしていたために非かかりつけ薬剤師と分類されてい

た薬剤師が 2022 年時点ではかかりつけ薬剤師となっているのではないかと推測される。ま

た。2022 年度 4 月時点でも，これからの取得を時間待ちしている薬剤師（店舗移動後一年

未満の 5 人，経験要件未達の 10 人）もいるようである（表 8.2）。 

表 8.2 の上から 2 つの項目に分類される 15 人は時間が経過すれば取得可能な要件を満た

すことができるが，下の 4 つの項目に分類される薬剤師は時間が経っても要件を満たすこ

とができない。下の項目に分類される短時間勤務者には，家庭の事情などで正社員とはなら

ず⾧年にわたって J 社にパート勤務をしている意欲の高い薬剤師が多数含まれる。 

その項目に分類された，ジョブ・クラフティングにより，かかりつけ薬剤師としての業務

を行えているまたは可能であるのだが，特に短時間勤務などで算定要件を満たしていない

薬剤師，上二つの時間的要件を満たす途上であるなどが非かかりつけ薬剤師としてカウン

トされている薬剤師は 2019 年 8 月時点にもいたと思われ，また 2022 年 4 月時点でもいる

かかりつけ薬剤師となれない理由 人数 要件

店舗移動後1年未満 5 同一店舗勤務1年以上必要

経験要件未達 10 保険薬剤師経験3年以上必要、病院勤務は加算不可

複数店舗の掛け持ち勤務者 3 1店舗で32時間必要

短時間勤務者 15 週32時間必要

産休・病欠 2

認定未取得 1 認定薬剤師取得が必要
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のである。それが非かかりつけ薬剤師も結構高い情緒的職業コミットメント点数である理

由ではないかと考える。 

 

8.3.7 ジョブ・クラフティング尺度「妨害的な職務要求度の低減」について 

情緒的組織コミットメントと規範的組織コミットメントはともにジョブ・クラフティン

グ尺度のうち，「構造的な職務資源の向上」「挑戦的な職務欲求度の向上」については正の相

関を持つことがみられたのであるが，ともに「妨害的な職務要求度の低減」においては負の

相関がみられた。これについて考察する。 

「妨害的な職務要求度の低減」とはジョブ・クラフティングを行うときに要求水準の調整

を行うものとして，「挑戦的な職務要求度の向上」であるチャレンジ探索の対になるもので

ある。妨害的な要求とは対人ストレスであると思われるが，対患者と対社内（同僚・上司）

が考えられる。前述したが，組織コミットメントについてのみ負の相関がみられているので，

対患者ではなく，同僚や上司との間に生じる対人ストレスではないかと考えられる。薬局に

おける人間関係は，転職者が多いこともあって比較的フラットである。年下であっても入職

が早ければ現場の事情をよく知る先輩となり，一般的な常識は年⾧者が先輩である。また結

婚して家族や子供のいるもの，結婚しているが子供のいないもの，結婚していないもので異

なる事情をカバーしあっている。そうしたことから同僚間のストレスは想像しにくい。しか

し薬局勤務者がすべて温厚な性格であるわけではないので，問題は起こるが，転職が可能な

資格であることも手伝って，そういったなじまない人物は早晩退職していく。また，上司と

の関係性のストレスであるが，先ほど述べたような事情で年齢が下の上司，年上の部下は日

常的である。それは組織としての事情ではなく個別の相性などから来るストレスがあるか

もしれない。しかしそのようなストレスは一般性には乏しいので，上司にあたるものや上司

を通じで伝えられる会社からの指示などによってストレスが起こるということかもしれな

い。これらのストレスを低減するとはどういうことになるのだろうか。ストレスを低減する

には，ストレスの発生を小さくするかなくすか，ストレスに対する自らの感受性を下げるこ

とではないかと考える。この場合であればストレスの発生源は会社の指示であるとすると，

発生源を小さくしたりなくすことは自分では行えない。感受性を下げることが唯一取りう

る手段かもしれない。情緒的組織コミットメントと規範的組織コミットメントが増えれば

増えるだけ，感受性を下げるといったストレス低減のジョブ・クラフティングを行わなくな

るということになる。 

情緒的組織コミットメント（組織への愛）と規範的組織コミットメント（組織への義務感）

が強くなれば強くなるだけ，ストレス低減のジョブ・クラフティングは行わないが，「構造

的な職務資源の向上」としての対物業務を推進するジョブ・クラフティングや，「挑戦的な

職務欲求度の向上」としての，かかりつけ薬剤師業務を行うジョブ・クラフティングを行う

ということであろうか。仕事を増やして，ストレスは減らさずということに思われる。そう

であれば，薬剤師はなかなか厄介な人たちである。人間は機械ではないので，ストレス低減
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を行わないと破綻する。このことも薬局の経営においては着目が必要である。 

 

8.3.8 ジョブ・クラフティング尺度「社会的な職務資源の向上」について 

この尺度項目と相関があったのは，存続的組織コミットメントだけである。この尺度項目

は，「社会的な職務資源の向上」であるが，これは「対人関係における資源」の因子であり

人への関わりが発生する業務における仕事の資源の向上である。物から人への対人業務が

これにあたると思われる。存続的組織コミットメントだけがこのジョブ・クラフティングを

促進するということである。職業への存続願望が強くても物から人への対人業務へと自身

の業務を転換するジョブ・クラフティングは促進しないということである。所属する組織に

いることが大事であると考えるほど，ものから人への対人業務のジョブ・クラフティングの

推進に積極的であるということになる。かかりつけ薬剤師業務も対人業務の一つであり，か

かりつけ薬剤師業務を推進するジョブ・クラフティングと考えられるジョブ・クラフティン

グ尺度項目である「挑戦的な職務要求度の向上」とも存続的組織コミットメントは相関があ

る。この組織にいることを重要であると薬剤師が考えるような組織であることも，これから

の対人業務の推進やかかりつけ薬剤師業務の推進には重要そうである。 

 

8.3.9 コミットメント尺度における規範的な要素について 

薬剤師は転職する者が多い。医療系の資格職者は一般的に転職が多いのである。他の医療

系有資格者としてあげられる看護師も転職者が多いことはよく知られたことであると思わ

れる。看護師も保険薬局勤務の薬剤師についても，これまでは圧倒的に女性が多かった。転

職理由はもちろん自分のことも多いが，家族のことである場合もかなり多く，時間的な制約

など勤務条件の融通の利くところへ転職を重ねることもある。しかし資格があれば所属組

織外であっても高いエンプロイアビリティを保持していることが転職回数の多い理由でも

あると思われる。3 章で述べたように，持松（2016）は Gouldner（1957）のローカル・コ

スモポリタンの概念により，医療専門職は，所属組織への忠誠心は低く，専門的な技術への

コミットメントは高く，準拠集団は組織外に求めることが多いとしている。そのため，規範

的な要素，特に規範的組織コミットメントについては規範的職業コミットメントよりもコ

ミットメント尺度点数が低いことが予想されたのであるが，それは 6 章での調査の結果に

よると予想の通りであった。しかし資格による高いエンプロイアビリティを保持している

割には，予想したより高いコミットメント尺度点数ではあった。平気で職を転々とするとい

われる医療専門職の一員ではあるが，薬剤師は仕事や組織に対する義務感がないわけでは

ないと確認した。こうしたコミットメントが，ジョブ・クラフティング尺度項目「挑戦的な

職務要求度の向上」としてかかりつけ薬剤師業務などの新しい業務への取り組みを示すも

のとの正の相関関係があることより業務革新など会社の方向性にも従う可能性はあると思

われる。 
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8.3.10 コミットメント尺度における存続的な要素について 

次に，存続的な要素について検討する。まず存続的組織コミットメントであるが，（八）

ジョブ・クラフティング尺度「社会的職務資源の向上」についての項目で述べたことと重な

りはするが，この組織への存続願望もジョブ・クラフティング促進要因である。しかし職業

への存続願望である存続的職業コミットメントが強くても，ジョブ・クラフティングを促進

することはないのである。存続的職業コミットメントはこの仕事を続けていくことが重要

であると思っているとコミットメント尺度点数が高くなる。この点数は 6 章の調査結果に

よると，かかりつけ薬剤師も非かかりつけ薬剤師も高いといえる。しかし薬剤師という職業

を続けていきたいと強く思っていてもそのことがジョブ・クラフティングを促進すること

はないようである。 

 

8.3.11 まとめ 

以上の考察より，促進要因，阻害要因，ストレスへの対処と，組織の魅力向上についてま

とめた。 

①促進要因となるもの 

薬剤師という職業への愛があることや薬剤師という職業への義務感，所属する組織への愛，

組織への義務感，組織に居続けたい願望などが推察される。また逆に存続的職業コミットメ

ント（職業への存続願望）が強くてもジョブ・クラフティングを促進する要因とはならない。 

②阻害要因となるもの 

組織への愛や義務感が強いと上司からのストレスを減じるジョブ・クラフティング行動を

減らしてしまう。 

③ストレスへの対処 

薬剤師は仕事を増やして，ストレスは減らさずということに思われる。人間は機械ではない

ので，ストレス低減を行わないと破綻する。このことも薬局の経営においては着目が必要 

④組織としての魅力の向上 

この組織にいることを重要であると薬剤師が考えるような組織であることも，これからの

対人業務の推進やかかりつけ薬剤師業務の推進には重要そうである。 

 

8.4 今後の研究の発展の方向性 

8.4.1 インプリケーション 

本研究におけるジョブ・クラフティングであるが，一般的なジョブ・クラフティングでは

ない。薬剤師がかかりつけ薬剤師となるためのジョブ・クラフティングという事情に絞って

のみ研究を行っているので，専門職のジョブ・クラフティングとして考えるならば意味があ

るかもしれないが，一般的なインプリケーションはほとんどないと考えている。逆に言うと

薬剤師がかかりつけ薬剤師となるためのジョブ・クラフティング以外については，ほぼわか

らない状態であることをまず述べたい。 
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ここでは，この研究を通じて，また研究のためのインタビューを通じて発見した事実や確

認したことと，これからの薬局経営に取り入れたいと考えていることについて述べる。 

本研究における発見事実と確認したことは，まず第 6 章の研究を通じて確認したことで

あるが，やはり薬剤師は仕事が好きなのだということである。これは筆者が常日頃観察して

いる印象と合致しており，まさに思った通りであると感じたことでもある。しかし筆者自身

が当たり前として仕事をしているがよく考えると仕事が好きであるということと，自身が

薬剤師資格を取得しているという事実とも相まって，また身近すぎて見落としていたかも

しれない。しかしコミットメント尺度点数によるものと，専門職としての薬剤師はどういう

ものかを先行研究により確認し，当たり前のことではなく，薬剤師は仕事が好きなのだとい

うことを再発見した。これには自分をも含んでいると考えられる。 

そして，コミットメント尺度における規範的な要素が強いことからもわかるように，薬剤

師はまじめである。医療専門職としての免許証を得るためには，専門職の定義からも理解さ

れるようにプロフェッショナルとしての倫理規範に従うことが求められる。真摯に職業に

向かい合う必要があり，反社会的な人・物・金などには一線を画す必要がある。それは大学

で繰り返し教えられることである。また保険薬剤師を取得すると，社会保険の仕組みの中で

仕事をすることとなり，診療報酬の請求を行うことができるが，それはすべて国民の税金で

あり，不正請求は犯罪行為であると教えられる。保険調剤はすべて法律に則った仕事を行う

必要がある。そのようなまじめな薬剤師は，インタビューを行うとみな繰り返し患者さんの

ためにということを言う。会社では筆者は社⾧であり，社員の本音をどこまで聞かせてもら

えているかという問題はあるが，こうした発言からは，健康を願う患者の期待に添いたいと

いう薬剤師の職業上のミッションを強く感じるところである。 

本研究を通じて，経営に取り入れたいことも多く得られたのでここに記したい。まずこれ

から先の薬局経営を考えるときに，できるだけ早く対物から対人へと薬剤師業務をシフト

またはチェンジし，かかりつけ薬剤師業務という新しい役割を取得する必要がある。私たち

経営側がこれまで社員に対して行ってきたことは，現在の医療の置かれている社会の状況

に関するものやこれから先求められる薬剤師の職能についてなどの情報提供である。それ

を知って自主的なマインドの転換をお願いしたり，報酬で誘導したりすることのみであっ

た。しかしそれだけでなく，新たな役割を取得し新しい薬剤師へと転換しようとする薬剤師

の努力をうまく後押しすることが必要であると思われる。具体的には情報提供に加えて，考

察で得たことを会社としてできる手を打つことである。組織としては組織コミットメント

を高める方向に努力を行うこと。そして薬剤師本人の職業への愛や，職業への義務感を支え

られる手を打つことが望ましい。情緒的組織コミットメントを高めるということは，組織を

愛してもらうためにできることを考えることになる。また，規範的組織コミットメントを高

めるには世話になっている，この組織を裏切れないという思いを強くするような策を打つ

必要があると思われる。組織を愛してもらう，または組織に世話になっている感を高めるた

めには様々な要素を考慮する必要があるが，これはすでにやっておく必要があったと気づ
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かされたことがある。それはかかりつけ薬剤師業務に向けたトレーニングの導入である。か

かりつけ薬剤師業務が始まる際に，誰もかかりつけ薬剤師業務を見た者はおらず，勇気のあ

るものが，まず最初の一歩を誰にも習わずに独自の解釈で踏み出すことをさせてしまった。

勇気のあるものはその最初の一歩が踏み出せるが，誰でもそうであるわけではない。こうし

た時に会社としてトレーニングを導入するべきであったと思われる。そうすることで薬剤

師の仕事への満足感や会社への信頼感の増加と，自主性に任せていた時よりもはるかに速

くかかりつけ薬剤師の養成と量産に成功したと思われる。かかりつけ薬剤師養成研修を行

うことは社員の自身の職業への愛や義務に関する満足だけでなく，薬局へのコミットメン

トも高まり，経営にもプラスになったであろうと思われる。本研究で取り上げたかかりつけ

薬剤師に関することだけでなく，これから先もその時々でタスクが新たに課されることと

なると思われるので，こうした研修の導入というアイディアはぜひ取り入れたい。 

しかし，組織への愛（情緒的組織コミットメント）や義務感（規範的組織コミットメント）

が強いと上司からのストレスを減じるジョブ・クラフティング行動（妨害的な要求度の低減）

を減らしてしまうという結果も同時に得られている。薬剤師は仕事を増やして，ストレスは

減らさずということになるようだ思われる。まじめでストレスをためやすい，文句を言わず

にコツコツ働くということを続けると心身ともに破綻する。この着目すべき知見が得られ

たことも薬局の経営において大変重要である。残業時間の意識的な管理など着手できるこ

とからすぐに対処を行って，これからの経営に生かす必要がある。 

 

8.4.2 研究についての限界と課題 

本研究に関する限界であるが，本研究では調剤薬局に勤務する薬剤師を対象とし，ジョ

ブ・グラフティング尺度と職業コミットメント・組織コミットメント尺度を用いて検討して

いる。ジョブ・グラフティング尺度と職業コミットメント・組織コミットメント尺度に関連

しては，定評のある先行研究の尺度を援用した。しかしいずれも医療職の研究を行うために

は，さらにその現場や考え方，あり方に適合した改変を行うことが必要である。本研究の中

心的な概念である「かかりつけ薬剤師」については，業務における算定要件の確立のみが先

行した状態でもあり，その業務の中身の検証を含めたさらなるかかりつけ薬剤師像の実体

化が求められる。また本研究の対象は，同一の会社が経営する大阪府と京都府の調剤薬局の

薬剤師のみで構成されていることから，サンプルの偏りとしての限界がある。異なる地域や

施設で調査を実施することで，薬剤師のジョブ・クラフティングについてさらに明らかにす

ることができると思われる。 

またデータについては，6 章に追加した，表 6-３組織コミットメントとジョブ・クラフテ

ィングの相関・平均・標準偏差（N＝60）について，存続的組織コミットメントの α 係数

が（.538）であり低いと考えられる。自社でのアンケート調査であったため，この部分につ

いては不整合な回答を誘発してしまったかもしれないことがあげられる。さらに，8-3-6 に

おいて指摘したコミットメント尺度点数の問題も残っている。かかりつけ薬剤師業務を行
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えているまたは可能であるのだが，期間の未了や勤務時間数などの問題で，算定要件を満た

しておらず，非かかりつけ薬剤師としてカウントされているものが調査時に存在したよう

であり，それがかかりつけ薬剤師，非かかりつけ薬剤師ともに結構高い情緒的職業コミット

メント点数となった理由ではないかと考える。これらの弁別を行えばさらにデータの精緻

化が行えるものと考える。 

ここからは今後の研究に向けて考えられる課題を三つあげる。まず一つ目であるが，本研

究を進めるにあたり，何度も現場の薬剤師にインタビューをおこなった。「専門職としての

薬剤師の職務に対するジョブ・クラフティングに有効なものは，仕事への愛情が最も有効で

あるが，所属組織への愛情，仕事・組織への義務感もかなり有効そうである。」との結果を

踏まえて，現場での薬剤師へのインタビューを振り返ると，『仕事に愛はある，仕事は続け

る（べき）もの。そのためにはかかりつけ薬剤師業務は必要と思っている。』『でもどうした

らよいのかわからない。』『なんとなく始めているが，これでよいのか悩む』と薬剤師の多く

が考えていることが分かった。かかりつけ薬剤師業務を行うためには，ジョブ・クラフティ

ングをどう進めるのかが重要であることが分かったわけであるが，このような大きな業務

転換を，勝手にやってくださいでは，誰にでも行えるわけではなかったのである。これが分

かったことは大きな収穫である。 

前項でもふれたが，この研究を通じてかかりつけ薬剤師業務への研修の導入の必要性を

実感したところである。繰り返しにはなるが，研修を行うことで業務開始のハードルが下が

る可能性があると考えられる。研修において，この業務を何のためにやっているのかという

そもそもの確認を行うことにより規範的な要素へのアプローチになり，また研修によって

自身が薬剤師としてさらにスキルアップできるということは，患者の役に立ちたい薬剤師

の仕事愛にもアプローチできると思われる。薬剤師の中には後ろ向きな人物や，コミュニケ

ーションなどに問題がある人物もいるが，そういった薬剤師に向けてもやはり研修が必要

なのではないかと思われる。こののちには，専門職の新しい業務に対して，こうした研修を

行った場合の専門職の受け止め方やコミットメントの変化などを検証したい。 

また二つ目であるが，薬剤師に対して求められている「物から人へ」という業務の方向性

に対して，「対人業務」への転換を促すジョブ・クラフティングについて研究することは，

今後さらに大きな意義があると考えられる。そのためには，薬剤師のジョブ・クラフティン

グの程度を測定し，積極的な行動を引き出すための施策につながる要因をさらに特定する

ことが求められる。今後の課題としては，薬剤師向けジョブ・クラフティング尺度の精緻化

を行うことが必要であると考えており，既存の尺度の改善点として，「対人業務」と「非対

人業務」の 2 つの観点からジョブ・クラフティングを分類することを提案したい。また，本

研究は，薬剤師のかかりつけ薬剤師へのジョブ・クラフティングという，先行研究の少ない

分野において，実務的なインプリケーションの導出を含めて提案することを主眼に置いて

いる。今後の研究では，さらに統計的なアプローチによる検証が必要であると考える。 

三つ目として，私たちの次の世代である 6 年制を卒業した薬剤師についての検証である。
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彼らは臨床を学んでおり，薬学者ではなく薬剤師を養成する過程を卒業している。大学在学

中からすでに薬剤師として働くことを目標としている彼らが，2022 年現在まだ 30 代半ば

が最年⾧である。これから彼らが薬剤師の中心となった際の組織や職業に関するコミット

メントはどのようになっていくかについて検証したい。患者中心の医療といわれるが，全て

は健康を願う人々のために医療者は存在していると思われる。 

また，薬剤師に関する研究は比較すると少なく，本研究にはまだ不十分な点が多いと思わ

れるため，今後の研究による新規事実の発見や課題の解明に期待したいと考えている。 
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あとがき 

筆者は調剤薬局を経営して 2023 年で 30 年になる。経営する会社は 2022 年現在 25 店舗，

年商 33 億，社員数 150 人（うち薬剤師 70 名）の小規模チェーン薬局である。Ｍ＆Ａも数

回経験し，最終的にプライム企業に自社の株式を売却し，現在も経営者として残留している。

薬局は病院やクリニックの開業に比べれば参入障壁は低いが経営はかつてのように容易で

はない。有資格者を多数雇用しないと営業できないため，損益分岐点が高い。また診療報酬

の算定ルールが年々複雑になり理解・実行とも難易度が上がっている。このような時代であ

るが，薬局の経営管理に経営学の理論を取り入れることで課題解決を行いたいと考え，薬剤

師に対し，かかりつけ薬剤師への転換を促すためにジョブ・クラフティングについて研究を

行った。 
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